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【第３１回自治体学会山梨甲府大会日程】 
 

日 程 内    容 

8月 26日 

（土） 

8：30自治体学会総会 

9：00大会受付開始 

  午前の部（ 9：30～12：00） 

【共通セミナー「自治・分権を問う」】 

１ 福島と沖縄から 

２ 政策形成の現場から 

３ 職員と職場の現状から 

(昼食・休憩) 

  午後の部（13：00～16：30） 

【総括セミナー「自治・分権を問う」】 

【自治体学会賞表彰式】 

【分科会】 

１ ＮＰＯ活動におけるファンドと自治体の役割 

２ 地域公共交通をデザインする 

３ 条例とは何か？～乾杯条例から考える～ 

４ 自治体職員として「一皮むける」瞬間～先輩たちの経験から学ぶ～ 

５ ふるさと納税の功罪～そのあり方を問い直す～ 

６（地元企画）市民がつくる中心街と自治体職員～甲府市の事例から～ 

７（研究支援部会企画）会員必見！研究活動の進め方 

             ～実践から研究へ・研究から実践へ～ 

８（公募企画１）人材育成と政策形成を融合させてみた 

～マッセＯＳＡＫＡの成功事例をもとに～ 

 ９（公募企画２）地域の医療・介護改革に向けた自治体、住民の役割  

【研究発表セッション】 

 Ａ 都市再生、まちづくり 

 Ｂ 議会、自治体財政、行政改革 

Ｃ 公立文化施設、産業振興・地域振興 

9:30～16:00 ポスターセッション 

※自治体学会山梨甲府大会は、山梨学院大学及び同大学ローカル・ガバナンス研究センタ

ーのご協力を得て開催いたします。 
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   第３１回自治体学会 山梨甲府大会 プログラム一覧      

  2017.8.26(土)／山梨学院大学    
 

大会統一テーマ 

「富士の国やまなしで考える まちづくり ひとづくり」   
＜共通セミナー 「自治・分権を問う」  ( 9：30～12：00) ＞ 
 

 セミナー １  福島と沖縄から                                      
苦悩する福島と沖縄の報告を聞く。福島では、政府の住民帰還政策によっ

て避難指示解除が拡大する。だが、帰還者は少なく自治体空洞化の危機が迫

る。政府の圧力は強く、生活復興が遅れる。全国に散った避難者は、経済的

困窮、地域から切断された悲しみ、偏見に直面する。沖縄では、絶えない事

故・事件や県民の反対を押して、辺野古への米軍基地建設が進む。最高裁も

沖縄県の上告を棄却した。両地域については「国が決めて地方が従う」へ逆

戻りしたのか、分権改革の空洞化ではないか、とする議論がある。地方自治

のあり方、国地方関係を考える課題が鮮明に現れる両地域に学び、自治・分

権をめぐる状況を考える。 

●パネリスト 

照屋 寛之（沖縄国際大学教授） 

除本 理史（大阪市立大学大学院経営学研究科教授） 

●討論参加者 

辻山 幸宣（公益財団法人地方自治総合研究所所長） 

 金井 利之（東京大学大学院法学政治学研究科教授、 

自治体学会副理事長） 

●コーディネーター  

青山 彰久（読売新聞東京本社編集委員）  

 セミナー ２  政策形成の現場から                                    
地方分権一括法の施行により、地方公共団体が地域の実情に応じた政策を

実施できるようになったが、国が重要と考える政策課題については、国の創

った型枠に地方自治体を押し込むような政策が形成されている。 

本セミナーでは、都市計画行政、福祉行政を取り上げ、国が、地方自治体

の自発的な取り組みを促すという観点からは評価できる部分がある一方、市

町村よっては、むしろ混乱をもたらされている現状を検証し、地方分権一括

法の趣旨に沿った政策が形成されないのか、その要因を探ることとしたい。 

●パネリスト 
佐々木 晶二（前・国土交通省国土交通政策研究所長） 
小泉 秀樹（東京大学都市工学科まちづくり研究室教授） 
鏡 諭（淑徳大学コミュニティ政策学部教授） 
久保 眞人（川崎市健康福祉局地域福祉部地域福祉課） 
●コーディネーター 
 大谷 基道（獨協大学法学部総合政策学科教授）  

 セミナー ３  職員と職場の現状から                                   
第一次地方分権改革から 18年。この間、市町村合併を始め大きな変革がも
たらされたが、自治・分権を反映した実務は、ようやく市町村現場に浸透して

きたように思われる。他方で、まち・ひと・しごと総合戦略の策定など、中央

集権への振り戻しととれる動きも見られる。また、自治体の職場環境、人材育

成の考え方が変化する中で、自治・分権の理念が正しく理解されないまま、日々

の業務に明け暮れる現場になってしまっているきらいがある。そこで、31回と
いう新しいステップに踏み出す甲府大会では、自治・分権を再認識するととも

に、自治の現場と職場の環境を踏まえ、特に若手職員のみなさんの「気付き」

を大切にしながら改めて「地方自治」と「職員像」について考えてみたい。 

●パネリスト 
前川 さゆり（堺市立中央図書館副館長兼総務課長、 

 自治体学会副理事長） 
稲垣 亜希子（元・公益財団法人東京財団 

人材育成プログラム・オフィサー） 
磯村 賢一（山梨市役所三富支所総務担当） 
●コメンテーター 
 嶋田 暁文（九州大学大学院法学研究院准教授） 
●ファシリテーター 
 竹見 聖司（篠山市役所政策部創造都市課長） 

＜      昼食・休憩   （12：00～13：00）     ＞ 
＜総括セミナー 「自治・分権を問う」     （13：00～13：45） ＞                                     
今年は、地方自治が規定された日本国憲法の施行から７０年。また、地方自

治法施行７０周年の年。午前中は、「自治・分権を問う」を共通テーマとして、

三つのセミナーを開催し、地方自治、地方分権をめぐる現状や課題、問題点に

ついて議論することとなっている。 
この総括セミナーでは、午前中の各セミナーにおける様々な議論を総括する

とともに、これからの地方自治、地方分権の進むべき道を議論する。 

●報告・討論者 
 青山 彰久（読売新聞社東京本社編集委員） 
大谷 基道（獨協大学法学部総合政策学科教授） 
竹見 聖司（篠山市役所政策部創造都市課長） 
●コーディネーター 

 江藤 俊昭（山梨学院大学大学院研究科長・法学部教授） 
＜自治体学会賞表彰式             （13：45～14：15）＞                                         

＜分科会               (14：30～16：30) ＞ 

 分科会 １  ＮＰＯ活動におけるファンドと自治体の役割                               
地域づくりにおいてＮＰＯと行政の協働が進んできた一方で、問題点もいく

つか出てきている。特にＮＰＯの活動においては、「ひと」「資金」等が恒常

的に不足し、自立的な活動を行うための解決策は見出されていないが現状であ

る。そうした中で、ファンドがＮＰＯの活動を運営するための方策として注目

されるようになっている。この分科会では、実際のファンドの活用事例等を紹

介するとともに、ファンドによるＮＰＯ活動促進の可能性とファンドの創設・

活用における自治体の役割について議論する。 

●パネリスト 
橋本 和久（鯖江市役所市民まちづくり課長） 
浅川 裕介（北杜市役所総務部収納課収納担当） 
中尾 さゆり（税理士、特定非営利活動法人ＮＰＯ会計 

税務専門家ネットワーク理事） 
●コーディネーター 
井上 武史（東洋大学経済学部准教授）  

 分科会 ２  地域公共交通をデザインする                                 
地域公共交通の再生とコンパクトーシティの形成を主な内容とする地域公共

交通再生法（H25）が示唆するように、人口減少や高齢化が進む地域において
は生活の「足」を確保することが喫緊の課題となっている。従来のナショナル

ミニマム時代とは異なり、交通ミニマムの消滅に直面する地域（中山間地域）

における足の確保は誰の責任なのか。本分科会では、生活の足の確保という地

域課題に対し、行政・企業・地域が相互補完する地域公共交通をデザインする。 
 

●パネリスト兼コメンテーター 
 武藤 博己（法政大学公共政策研究科教授） 
●パネリスト 

若尾 哲夫（山梨県リニア交通局交通政策課長） 
雨宮 正英（山梨交通株式会社代表取締役社長） 
山本 公一（南アルプス市役所） 
●コーディネーター 

久住 智治（文京区役所）  
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 分科会 ３  条例とは何か？～乾杯条例から考える～                              
 2013年1月、京都市が「京都市清酒の普及の促進に関する条例」を施行した。

通称「乾杯条例」は、そのユニークさと分かりやすさから、酒類等を地域の特

産品とする自治体に瞬く間に広まった。 

第１次分権改革で条例制定権が拡大されてから十数年、多くの自治体では政

策実現のため様々な自主条例を制定している。 

分権改革後の自主条例制定の動きを評価し、“条例”の持つ意義を問い直し、

乾杯条例を一つの切り口に、自治体の自治立法について議論する。 

●パネリスト 
岩﨑 忠（高崎経済大学地域政策学部准教授） 
神崎 一郎（衆議院憲法審査会事務局総務課長） 
塩浜 克也（佐倉市総務部行政管理課副主幹） 
山田 智（文京区総務部副参事（法務担当）） 
●コーディネーター 
出石 稔（関東学院大学法学部教授（同大学副学長・ 

法学部地域創生学科長））     
 分科会 ４  自治体職員として「一皮むける」瞬間～先輩たちの経験から学ぶ～              
 前回の日田大会における分科会「かつてこんな魅力的な職員がいた！」に続

く、「世代継承」のための企画の第2弾。 今では「すごい」と言われる自治体

職員でも、はじめから十分な力量を備えていたわけではないはず。自治体職員

として「一皮むける」経験を何度か経て、職員としての「器」を大きくしてい

く必要がある。「一皮むける」ためのポイントとコツを抽出し、参加者間で共有

することが本分科会の目標である。 

●パネリスト 
 道前 緑（放送大学島根学習センター事務長） 

 山崎 要（倉敷市保健福祉局長） 

 山﨑 仁土（ＮＰＯ京都もやいなおしの会理事長） 

●コーディネーター 
 大石田 久宗（三鷹市社会福祉事業団常務理事）  

 分科会 ５  ふるさと納税の功罪～そのあり方を問い直す～                         
「遠く離れたふるさとに恩返しをする」という理念で始まったはずの「ふる

さと納税」。しかし、納税者による特産品等の獲得手段として機能してしまい、

寄附文化そのものを破壊しかねない状況にある。一方、自治体側からすると、

「やらなければ、他の自治体にとられるだけ」のため、返礼品充実競争に参加

せざるを得ない。 
本分科会では、ふるさと納税の検討を通じて、あるべき自治のあり方につい

て考えてみたい。 

●パネリスト 
肥沼 位昌（所沢市市民税課長） 
横山 純一（北海学園大学法学部教授） 
葉上 太郎（地方自治ジャーナリスト） 
藤丸 伸和（福井県総合政策部ふるさと県民局 

地域交流推進課長）  
●コーディネーター 

嶋田 暁文（九州大学大学院法学研究院准教授） 
 

 分科会 ６ （地元企画）市民がつくる中心街と自治体職員～甲府市の事例から～                 
 国や自治体など行政主導のまちづくりが、全国各地でその弊害と限界が取り

ざたされている。甲府も例外ではないが、近年、市民・民間が主導してのまち

づくりが目立ってきている。その市民の中には、自治体職員も含まれている。 

 この分科会では、甲府における市民・民間主導のまちづくりの現状と課題に

ついて、川越市の様子とも比較して考えてみたい。また、その際、市民として

の自治体職員がまちづくりにどのように関わっていくべきかについても再検討

したい。 

 

●パネリスト 
丹沢 良治（株式会社タンザワ代表取締役会長、 

ＮＰＯ法人「街づくり文化フォーラム」理事長） 
土橋 克己（ＮＰＯ法人「こうふ元気エージェンシー」理事長 

／甲府市職員） 
小林 はるひ（株式会社SHOEI、R/SHOEIマネージャー） 
成澤 治子（甲府市職員、「こうふコンシェルジュ」担当） 
風間 清司（公益財団法人川越市施設管理公社理事長） 
●コーディネーター 
熊谷 隆一（山梨県立大学国際政策学部教授）  

 分科会 ７  （研究支援部会企画）会員必見！研究活動の進め方～実践から研究へ・研究から実践へ～    
 自治体学会は、研究者だけでなく市民、自治体職員、議員など多様な会員が

参加していることが特徴・強みだが、それだけに研究発表や論文執筆を縁遠い

ものと感じている会員も少なくない。研究支援部会では、公募論文の審査を担

当する中で、もっと研究論文のイメージや基礎条件を知っていただければ…と

感じることが少なくない。 
この分科会では、会員が日頃の疑問や問題意識から、①学会や研究会で研究

発表をする、②研究論文にまとめる、という目標を実現するために、何が大切

なのか、どういう点に注意すべきか、参加者とともに考えていく。 

●イントロダクション 
 礒崎 初仁（中央大学法学部教授、研究支援部会長） 
●基本報告 

田中 富雄（大和大学政治経済学部准教授、元三郷市職員） 
●体験報告 
粕谷 美路（横浜市役所経済局 

ライフイノベーション推進課課長補佐） 
●ミニ・ワークショップ 
 進行：礒崎 初仁 
 コーディネーター：研究支援部会員 

 分科会 ８   （公募企画１）人材育成と政策形成を融合させてみた～マッセＯＳＡＫＡの成功事例をもとに～   
 「自治体研修の成果を実際の政策づくりに活用するにはどうすればよいか」

が本分科会のテーマ。「自治体研修を研修だけで終わらせてしまったらもったい

ない」と考え、研修だけではなく「研修の成果」を、自治体における政策づく

りにも直接的に活かすことができるはずだと考えている。 

パネラーやコーディネーター、さらにフロアー（聴講者）も巻き込んで意見

交換を進めていく予定。 

 

●パネリスト 
 杉本 孝一郎（産業能率大学総合研究所 

研修管理部講師管理課長） 

曽我 夏樹（公益財団法人大阪府市町村振興協会 

（マッセＯＳＡＫＡ）主幹） 

森本 康平（豊中市総務部人事課職員） 

名加 夢子（岸和田市生活福祉課職員） 
●コーディネーター 
 牧瀬 稔（関東学院大学法学部准教授） 

 分科会 ９   （公募企画２）地域の医療・介護改革に向けた自治体、住民の役割               
 医療・介護政策では、日常生活を切れ目なく支援する「地域包括ケア」の構

築が求められており、病床再編を目指す地域医療構想、軽度者向け給付を見直

す新しい総合事業などの制度改正も進んでいる。 

本分科会は都道府県と市町村の担当者、研究者の討論を通じて、医療・介護

連携、地域の支え合いなどの課題を抽出し、医療・介護における住民自治の在

り方を検証する。 

●パネリスト 
 日野 稔邦(佐賀県健康福祉部医務課医療支援担当係長) 

大塚 裕明(長野県大町市職員（北アルプス広域連合派遣）)  
 三原 岳（東京財団研究員兼政策プロデューサー） 
●コーディネーター 
 前田 隆夫（西日本新聞報道センター部次長） 

 
 

   第３１回自治体学会 山梨甲府大会 プログラム一覧      

  2017.8.26(土)／山梨学院大学    
 

大会統一テーマ 

「富士の国やまなしで考える まちづくり ひとづくり」   
＜共通セミナー 「自治・分権を問う」  ( 9：30～12：00) ＞ 
 

 セミナー １  福島と沖縄から                                      
苦悩する福島と沖縄の報告を聞く。福島では、政府の住民帰還政策によっ

て避難指示解除が拡大する。だが、帰還者は少なく自治体空洞化の危機が迫

る。政府の圧力は強く、生活復興が遅れる。全国に散った避難者は、経済的

困窮、地域から切断された悲しみ、偏見に直面する。沖縄では、絶えない事

故・事件や県民の反対を押して、辺野古への米軍基地建設が進む。最高裁も

沖縄県の上告を棄却した。両地域については「国が決めて地方が従う」へ逆

戻りしたのか、分権改革の空洞化ではないか、とする議論がある。地方自治

のあり方、国地方関係を考える課題が鮮明に現れる両地域に学び、自治・分

権をめぐる状況を考える。 

●パネリスト 

照屋 寛之（沖縄国際大学教授） 

除本 理史（大阪市立大学大学院経営学研究科教授） 

●討論参加者 

辻山 幸宣（公益財団法人地方自治総合研究所所長） 

 金井 利之（東京大学大学院法学政治学研究科教授、 

自治体学会副理事長） 

●コーディネーター  

青山 彰久（読売新聞東京本社編集委員）  

 セミナー ２  政策形成の現場から                                    
地方分権一括法の施行により、地方公共団体が地域の実情に応じた政策を

実施できるようになったが、国が重要と考える政策課題については、国の創

った型枠に地方自治体を押し込むような政策が形成されている。 

本セミナーでは、都市計画行政、福祉行政を取り上げ、国が、地方自治体

の自発的な取り組みを促すという観点からは評価できる部分がある一方、市

町村よっては、むしろ混乱をもたらされている現状を検証し、地方分権一括

法の趣旨に沿った政策が形成されないのか、その要因を探ることとしたい。 

●パネリスト 
佐々木 晶二（前・国土交通省国土交通政策研究所長） 
小泉 秀樹（東京大学都市工学科まちづくり研究室教授） 
鏡 諭（淑徳大学コミュニティ政策学部教授） 
久保 眞人（川崎市健康福祉局地域福祉部地域福祉課） 
●コーディネーター 
 大谷 基道（獨協大学法学部総合政策学科教授）  

 セミナー ３  職員と職場の現状から                                   
第一次地方分権改革から 18年。この間、市町村合併を始め大きな変革がも
たらされたが、自治・分権を反映した実務は、ようやく市町村現場に浸透して

きたように思われる。他方で、まち・ひと・しごと総合戦略の策定など、中央

集権への振り戻しととれる動きも見られる。また、自治体の職場環境、人材育

成の考え方が変化する中で、自治・分権の理念が正しく理解されないまま、日々

の業務に明け暮れる現場になってしまっているきらいがある。そこで、31回と
いう新しいステップに踏み出す甲府大会では、自治・分権を再認識するととも

に、自治の現場と職場の環境を踏まえ、特に若手職員のみなさんの「気付き」

を大切にしながら改めて「地方自治」と「職員像」について考えてみたい。 

●パネリスト 
前川 さゆり（堺市立中央図書館副館長兼総務課長、 

 自治体学会副理事長） 
稲垣 亜希子（元・公益財団法人東京財団 

人材育成プログラム・オフィサー） 
磯村 賢一（山梨市役所三富支所総務担当） 
●コメンテーター 
 嶋田 暁文（九州大学大学院法学研究院准教授） 
●ファシリテーター 
 竹見 聖司（篠山市役所政策部創造都市課長） 

＜      昼食・休憩   （12：00～13：00）     ＞ 
＜総括セミナー 「自治・分権を問う」     （13：00～13：45） ＞                                     
今年は、地方自治が規定された日本国憲法の施行から７０年。また、地方自

治法施行７０周年の年。午前中は、「自治・分権を問う」を共通テーマとして、

三つのセミナーを開催し、地方自治、地方分権をめぐる現状や課題、問題点に

ついて議論することとなっている。 
この総括セミナーでは、午前中の各セミナーにおける様々な議論を総括する

とともに、これからの地方自治、地方分権の進むべき道を議論する。 

●報告・討論者 
 青山 彰久（読売新聞社東京本社編集委員） 
大谷 基道（獨協大学法学部総合政策学科教授） 
竹見 聖司（篠山市役所政策部創造都市課長） 
●コーディネーター 

 江藤 俊昭（山梨学院大学大学院研究科長・法学部教授） 
＜自治体学会賞表彰式             （13：45～14：15）＞                                         

＜分科会               (14：30～16：30) ＞ 

 分科会 １  ＮＰＯ活動におけるファンドと自治体の役割                               
地域づくりにおいてＮＰＯと行政の協働が進んできた一方で、問題点もいく

つか出てきている。特にＮＰＯの活動においては、「ひと」「資金」等が恒常

的に不足し、自立的な活動を行うための解決策は見出されていないが現状であ

る。そうした中で、ファンドがＮＰＯの活動を運営するための方策として注目

されるようになっている。この分科会では、実際のファンドの活用事例等を紹

介するとともに、ファンドによるＮＰＯ活動促進の可能性とファンドの創設・

活用における自治体の役割について議論する。 

●パネリスト 
橋本 和久（鯖江市役所市民まちづくり課長） 
浅川 裕介（北杜市役所総務部収納課収納担当） 
中尾 さゆり（税理士、特定非営利活動法人ＮＰＯ会計 

税務専門家ネットワーク理事） 
●コーディネーター 
井上 武史（東洋大学経済学部准教授）  

 分科会 ２  地域公共交通をデザインする                                 
地域公共交通の再生とコンパクトーシティの形成を主な内容とする地域公共

交通再生法（H25）が示唆するように、人口減少や高齢化が進む地域において
は生活の「足」を確保することが喫緊の課題となっている。従来のナショナル

ミニマム時代とは異なり、交通ミニマムの消滅に直面する地域（中山間地域）

における足の確保は誰の責任なのか。本分科会では、生活の足の確保という地

域課題に対し、行政・企業・地域が相互補完する地域公共交通をデザインする。 
 

●パネリスト兼コメンテーター 
 武藤 博己（法政大学公共政策研究科教授） 
●パネリスト 

若尾 哲夫（山梨県リニア交通局交通政策課長） 
雨宮 正英（山梨交通株式会社代表取締役社長） 
山本 公一（南アルプス市役所） 
●コーディネーター 

久住 智治（文京区役所）  
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 研究発表セッション                                  

会員が自治の諸課題に取り組む実践報告、大学院生・研究者らによる研究成果などを発表し、会

場の参加者と議論を深めます。 
セッションＡ  都市再生、まちづくり                    ＜１４：３０～１６:３０＞ 

司会：山梨県立大学国際政策学部総合政策学科１年 高橋柚奈 

       コメンテーター：帝塚山大学名誉教授 中川幾郎 

１ 私人所有の荒廃建物に対する自治体の介入：日米法比較 

【報告者】神山智美（富山大学准教授） 

２ 地方創生時代における学びのまちづくり－岡山県矢掛町における YKG60の活動－ 

【報告者】岩淵 泰（岡山大学地域総合研究センター助教）・ 
室貴由輝（岡山市立岡山後楽館高校教頭） 

３ 音楽のまちづくりに取り組む自治体の研究－神奈川県川崎市を事例に－ 

【報告者】青木かな子（静岡文化芸術大学大学院文化政策研究科修士課程２年） 
  ４ 「ニアイズベター」を支える地域組織・中間支援・行政 

【報告者】金井文宏（（一財）大阪市コミュニティ協会都市コミュニティ研究室室長）・ 
稲田暁（（一財）大阪市コミュニティ協会）・曽我眞司（（一財）大阪市コミュニティ協会）  

セッションＢ  議会、自治体財政、行政改革                ＜１４：３０～１６:３０＞ 

司会：電力中央研究所 主任研究員 村中洋介 

 コメンテーター：法政大学副学長・法学部 教授 廣瀬克哉 

１ 特別区議会における議会基本条例制定の阻害要因について 

【報告者】寺本香織（東京都議会議会局主事・早稲田大学政治学研究科公共経営専攻） 
２ 地域ガバナンスにおける自治体議会の政策サイクルの構築 

－大規模災害への対応事例に関する分析を通して－ 

【報告者】宇佐美淳（法政大学大学院公共政策研究科公共政策学専攻 

公共マネジメントコース博士後期課程） 

３ 東日本大震災の復興過程にある自治体の財政運営の特性と展望 

【報告者】伊藤哲也（宮城県東京事務所長） 

４ 山形県庄内総合支庁における「ベストおもてなし課」総選挙の取り組み 

【報告者】小野英一（東北公益文科大学准教授） 

セッションＣ  公立文化施設、産業振興・地域振興            ＜１４：３０～１６:３０＞ 

司会：寝屋川市総合調整監兼経営企画部長 荒木和美 

コメンテーター：大阪経済大学 客員教授 吉川富夫 

１ 公立博物館・美術館の設置場所をめぐる研究 

【報告者】落合秀俊（静岡文化芸術大学大学院文化政策研究科修士課程２年） 

２ 地域ガバナンスからみる公立文化施設の運営－総合型地域スポーツクラブを参考に－ 

【報告者】松本茂章（公立大学法人静岡文化芸術大学文化政策学部・大学院文化政策研究科教授） 

３ 地方自治体の産業振興における中小企業の役割に関する一考察－市区を中心として－ 

【報告者】大后治雄（東大和市議会議員・嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科博士後期課程３年） 

４ 沿岸域の総合的管理と自治体とのかかわりについての一考察 

   【報告者】加藤美奈子（沖縄県農林水産部水産海洋技術センター主任研究員） 

 

 ポスターセッション          ８月２６日（土） 9:30～16:00    
 
地域ブロック単位、個人・団体の報告書などの配布・展示、自治体の取組みの紹介、出版物の展示・配布等を通して、

参加者が交流・意見交換できる場としてポスターセッションを開催します。 

 エクスカーション          ８月２６日（土）～２７日（日）      

Ａ 甲府ボロ電ツアー（日帰り） 

Ｂ 大地の恵みの活かし方を考えるツアー（日帰り） 

Ｃ 富士五湖まちづくり見学ツアー（１泊２日） 
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自治体学会甲府大会 
 福島と沖縄から 
 民意を無視する辺野古新基地建設1 
  

沖縄国際大学 照屋寛之 
 

Ⅰ 他府県からの海兵隊移駐と基地の過重負担 

現在とは全く逆に、米軍基地のおよそ9 割は日本本土に配備されていた。ところが、１

９５０年代本土で反基地闘争は激化し、追い出された格好の海兵隊の行き着いた先が、米

軍占領下の沖縄であった。米軍が統治し、憲法の適用除外だった沖縄は、安全保障の負担

を集中させるには都合がよかった。 

このように、海兵隊が本土から沖縄に移設・集積された背景には「本土の基地反対闘争」

と「使い勝手のいい沖縄」が絡み合っていたからであり、決して地理的優位性によるもの

でも、「唯一の選択肢」でもなく、政府の沖縄軽視・沖縄差別である。沖縄の基地集中の

本質であることを忘れてはならない。沖縄の基地負担増と本土の基地負担軽減を時系列的

に一瞥してみたい。1955 年には、沖縄11％、本土89％、1972 年の本土復帰時には、沖縄

58.7％、本土41.3％、１９９５年（ＳＡＣＯ合意前）沖縄７５％、本土２５％、201７ 年、

沖縄7０．４％、本土2９．６％となっている。同一面積で比較すると、沖縄は本土の４８

３倍の過密度となっている2。 

 

Ⅱ 米軍人軍属による事件・被害の惨状（別紙資料参照） 

 戦後、沖縄が不本意にも施政権を切り離され人権と財産を奪われ続けた米軍統治から脱

するため、県民は施政権返還を希求した。ところが、米軍基地は復帰後も存続し、基地あ

るがゆえに米軍人軍属による事件・事故は恒常的に繰り返されてきた。県民は事件と隣り

合わせであった。復帰前の事件件数の１９４５年以降の犠牲者は、強姦殺人事件２２人、

殺人事件７５人、交通死亡事故２０２人、強姦（未遂含む）３２１人、生後 9 カ月の乳児
から高齢者まで、少なくとも６２０人が犠牲になった。復帰後も基地は整理縮小されるこ

とはなく、県民は基地があるが故の事件と常に隣り合わせであったことはその事件数から
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1 「辺野古にはオスプレイの運用だけでなく、それいがいの施設が併用される。強襲揚陸艦
の全長と同規模の長さ２７２メートルの護岸や揚陸艇の陸揚げが可能な斜路などの軍港や

弾薬搭載区域も整備される。現在の飛行場には軍港機能も弾薬搭載区域も存在しない。そ
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悪犯罪」が５７１件もあった。強姦殺人３件、強姦（未遂含む）４０件であった3。他府県

では全く考えられない壮絶な被害の現状である。 
このような事件の中で特に基地の米軍普天間飛行場返還を大きく訴える契機となったの

は、１９９５年の少女暴行事件であった。小学校生が米海兵隊員３人に乱暴される事件が

起こった4。その事件をきっかけに米軍基地への反発はこれまで以上に強くなり、日米両政

府は、翌９６年モンデール・橋本会談で米軍普天間基地の返還に合意した5 
 

Ⅲ 民意を無視する新基地建設 
基地撤去の怒りを鎮静化するために政府は１９９５年１１月日米特別行動委員会を設置

し、翌９６年１２月普天間飛行場の全面返還や北部訓練場の一部返還等１１施設の米軍基

地を返還することなどを内容とする SACO最終報告書が合意された。 
ところが、その中でも辺野古新基地建設に対しては、これ以上の基地負担は絶対の受け

入れまいと、断固反対の意思を堅持し闘っている。その闘いは、今年の４月１日で１００

０日、７月６日で３年になった。その間、抗議する市民が不当に逮捕されることも何度も

あった。 
基地建設に対して、沖縄県民は選挙を通して辺野古移設反対の意思を明確にしてきた。

ところが、政府は「辺野古が唯一」と呪文のように唱え、県民の声を無視し続けている。

わが国が民主国家を標榜するならば、たとえ前知事が辺野古の埋め立て承認をしたとして

も、新知事が誕生し、その後の選挙で辺野古反対の民意が明確に示された以上、他の選択

肢を検討することが民主政治のあるべき姿ではないだろうか。今、沖縄では選挙によって

正当性を得た「民の力」によって、これまでの抑圧された歴史に終止符を打つために闘っ

ているが、国家権力が大きく立ちはだかっている。選挙で示された民意を無視し、辺野古

新基地を建設するために警察、機動隊が抗議する市民を容赦なく強制排除して工事は問答

無用、強引に進められている。 
本来、安全保障の問題、基地問題は決して沖縄問題ではなく、全国民の問題である。沖

縄がこれ以上の基地負担は受忍限度を超えており、受け入れることができないならば、国

策のあり方とし県外、国外を含めて議論すべきであり、裁判に訴えてでも沖縄に押し付け

ることは民主国家のあるべき政治ではない。 

 

Ⅳ 基地建設と自治権の侵害 

憲法は地方自治を明確に保障している。自治体の長や議会には、その地域の住民の安全

や暮らし、自然環境を守る責任と権限が憲法上ある。また、憲法の保障する地方自治は、

それぞれの地域の特殊性に着目した政治行政であること、さらに、地域の特殊性および地

                                                   
3 『沖縄タイムス』２０１６年６月１９日参照。 
4 『沖縄タイムス』１９９５年９月９日参照。 
5 『沖縄タイムス』１９９６年４月１２日。 
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域の民主政治に配慮しない国の政策介入は、地方自治を侵害・破壊することになる。沖縄

県はこのような特殊性と、基地反対の民意（住民自治）を訴え続けている6。１９９６年に

は大田県政で軍用地の強制使用に関する代理署名拒否で地方自治のあり方を提起し、さら

に、今、翁長県政で辺野古新基地建設を断固拒否し、国と対峙しつつ地方自治のあり方を

問い続けている。 

（１）基地を抱える沖縄の地方自治の特殊性は、米軍基地に起因する様々な障害に対処せ

ざるを得ない点である。基地があるが故に、県民の基本的人権、平和的生存権が侵害され、

自然環境が破壊され、まちづくりにも大きな支障をきたしている。基地を抱える沖縄の市

町村や沖縄県では、基地問題に対応するために、本来であれば不要な基地政策部などが設

置され、基地問題の対処のために多額の予算が支出せざるをえない7。 

（２）沖縄県民の民意に基づく政治（住民自治）について考えてみるならば、沖縄の民意

は繰り返し辺野古新基地建設に明確に反対してきた。特に、２０１３年仲井眞知事が辺野

古埋め立て承認後の選挙でさらに反対の民意が明確になった。その後の名護市長選、県知

事選、衆議院選、参議院選では、明確に辺野古移設反対の候補が当選し、特に注目すべき

ことは衆院選では全４小選挙区で移設反対候補が当選し、基地移設容認の自民候補は比例

で復活はしたものの小選挙区では全員落選した。選挙での民意が無視され、基地建設が推

進されることは住民自治の形骸化にもなりかねない。 
（３）選挙への政府の介入と自治の侵害 

選挙で辺野古移設問題にどのような審判が下されるは、政府にとって大きな関心事であ

り、辺野古移設に賛成する候補を当選させるために積極的に介入することもある。特に、

普天間飛行場のある宜野湾市長選、その受け入れ先である名護市長選の場合には大臣、党

の実力者を次々と送り込んできた。名護市長選挙（２０１４年）では、石破茂幹事長（当

時）が応援に入り、さらに基辺野古移設推進候補に有利になるように、三日攻防の初日に

５０億円の「辺野古基金の創設」を発表した。宜野湾市長選（２０１６年）では、自民党

の国会議員が延べ３０人以上もお応援に駆け付けたであった。選挙戦術も党本部が主導し、

「普天間については『返還』だ。『移設』という言葉は使わない」との方針も政府が決めた。

争点外しの戦術が効を奏し、自民推薦候補が勝利した。地方自治法９２条は「地方自治体

の長、・・・は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」となっているが、あま

りにも政府官邸が介入してくるとその条文が空洞化する。自治体の長は国策に反対したら

当選が難しくなるようでは自治が育たない。 

（４）振興費による自治への介入 

政府は、辺野古新基地建設に近い名護市の辺野古、豊原、久志の３区に名護市を介さず

直接振興費を交付する新たな枠組みを創設した。同３区は条件付きで辺野古移設を容認し

                                                   
6 本田滝夫他『Q＆A 辺野古から問う日本の地方自治』８１～８２頁参照。 
7 拙稿「米軍基地と自治体行政」『沖縄国際大学 総合学術研究』第１２巻第１号７～９頁

参照。 
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は、１９９５年の少女暴行事件であった。小学校生が米海兵隊員３人に乱暴される事件が
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も、新知事が誕生し、その後の選挙で辺野古反対の民意が明確に示された以上、他の選択

肢を検討することが民主政治のあるべき姿ではないだろうか。今、沖縄では選挙によって

正当性を得た「民の力」によって、これまでの抑圧された歴史に終止符を打つために闘っ

ているが、国家権力が大きく立ちはだかっている。選挙で示された民意を無視し、辺野古

新基地を建設するために警察、機動隊が抗議する市民を容赦なく強制排除して工事は問答

無用、強引に進められている。 
本来、安全保障の問題、基地問題は決して沖縄問題ではなく、全国民の問題である。沖

縄がこれ以上の基地負担は受忍限度を超えており、受け入れることができないならば、国

策のあり方とし県外、国外を含めて議論すべきであり、裁判に訴えてでも沖縄に押し付け

ることは民主国家のあるべき政治ではない。 

 

Ⅳ 基地建設と自治権の侵害 

憲法は地方自治を明確に保障している。自治体の長や議会には、その地域の住民の安全
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3 『沖縄タイムス』２０１６年６月１９日参照。 
4 『沖縄タイムス』１９９５年９月９日参照。 
5 『沖縄タイムス』１９９６年４月１２日。 
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ており、この振興費の交付は賛成に回る大きなきっかけになることは間違いない。「地方

自治の観点からすると、移設に反対する名護市には米軍再編交付金を支給しないという『ム

チ』を振り上げ、移設に寛容な地域には新交付金という『アメ』を送る露骨な分断工作」8と

する見方もあった。「地域の課題は自治体が責任をもって解決すべきである。財政事情で

即座に対応できない場合は、自治体と地域が知恵を絞り一つ一つ前進させていくできであ

る。政府が交付金を直接支出することが常態化すれば、住民は自治体の果たす役割を実感

できなくなる。これが積み重なると、地方自治は崩壊の危機に瀕する危険性もある」9。こ

のような支出の仕方がまかり通れば、自治体の首長や議会の同意がなくても、国がやりた

い政策の実施が可能となり、地方自治が形骸化してしまう。 

 

Ⅴ 地方分権改革と基地問題 

（１）あるべき国と地方のあり方 

地方分権改革の中で機関委任事務は廃止され、自治事務と法定受託事務になった。地方

自治法も改正され、これまでの国と地方の関係は「上下・主従」関係から「対等・協力」

関係に大きく変わった。ところが、沖縄の基地問題に関しては、相変わらず改革前の国主

導、中央集権体制的であり、「対等・協力」の関係ではないことが、辺野古新基地建設を

考えると明らかになる。国の意向が国策の名において一方的に押し付けられ、地方分権改

革、地方自治法の改正の流れとは全く逆の政治行政が行われていることに目を向けるべき

である。 

（２）国地方係争処理委員会の判断 

地方分権改革の中で国地方係争処理委員会が設置されたことは画期的であったが、沖縄

の基地問題でどのような結論を出すか、注目されていたが明確な判断を下したといえるの

か疑問である。本来なら、国、県のいずれの主張に妥当性があるか、明確に判断すべきで

あった。委員会は「・・・議論を深めるための共通の基盤づくりが不十分な状態のまま、

一連の手続きが行われてきたことが、本件総論を含む国と沖縄県との間の紛争の本質的な

要因であり、このままいけば、紛争は今後も継続する可能性が高い。」との判断にとどめた。

しかし、係争処理委員会の判断には、明確に国の対応に批判的な視点があった。県を全面

的に支持して国と対立することは避けたいが、地方自治を否定するような国の姿勢には納

得できないというのが判断の本音であろうか。そもそも辺野古移設問題は、本来、政府が

過重な基地負担を強いられてきた沖縄の訴えにもっと真摯に向き合って、国政の場で徹底

的に議論し、解決すべき問題であり、裁判や係争処理委員会に判断を求めることは政治の

責任放棄である。 
 

 

                                                   
8 『琉球新報』２０１５年９月２４日。 
9 『琉球新報』２０１５年９月２５日〈社説〉。 
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原発事故による「ふるさとの喪失」と地域再生 
除本 理史（大阪市立大学） 
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「ふるさとの喪失」とは何か 原発事故による「ふるさとの喪失」とは、地域レベルでみ
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8 『琉球新報』２０１５年９月２４日。 
9 『琉球新報』２０１５年９月２５日〈社説〉。 
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ようには回復していないために、戻れない人も出てくる。 
 地域レベルの原状回復が困難であるため、前述のとおり、個別の避難者に「ふるさとの

喪失」被害が生じている。その一部は、金銭による填補が可能だが、そうすることが困難

な被害も多い。この点が「ふるさと喪失」被害の特徴である。 

 もちろん原状回復はできないとしても、次善的な措置が講じられるべきである。たとえ

ば、避難・移住先で住居を再取得する費用の賠償などが挙げられる。しかし、それは居住

スペースの回復にとどまり、自宅で元どおりの暮らしを送るのとはまったく異なることに

注意すべきである。 
 長期継承性、地域固有性のある要素は、金銭賠償で原状回復をすることはできない。コ

ミュニティにおける人びとの結びつきは、一度失われると回復がきわめて困難である。ま

た「ふるさとの喪失」被害は、避難者が失った所得や財物など、個別の要素に分解して貨

幣評価するやり方では全体像を捉えきれない。そうしたなお残る被害に対して「ふるさと

喪失の慰謝料」を賠償することが考えられる。 
 以上に述べた諸措置を表にまとめた。表に示した地域レベルの回復措置（①）と、個人

レベルの回復措置（②）は、代替関係にある。地域レベルの原状回復が可能であれば、②

は不要である。ただし、前述のように地域レベルでの完全な原状回復は困難であるため、

①と②はともに実施される必要がある。また②のうち、③と④は対象が異なるため、相互

に補完関係にある。したがって、①③④の諸措置を並行して進めることによって、被害回

復を図らなければならない。 
 なお、「ふるさとの喪失」被害は、避難者が原住地に帰還すればなくなるというわけでは

ない。住民が帰還しても、地域社会はすでに変質・変容しており、事故前の暮らしが完全

に回復するわけではない。したがって「ふるさとの喪失」は、住民が帰還した場合の「ふ

るさとの変質、変容」被害を含むものとして理解される必要がある。 
 
表 「ふるさとの喪失」被害の回復措置 
 ① 地域レベルでの被

害回復措置（原状回復

に準ずる措置） 

② 個別の被害者に対する措置 
③ 金銭賠償で比較的容易に回
復可能な被害 

④  なお残る
被害への措置 

土地・建物 除染 再取得の費用を賠償 

「ふるさと喪

失」の慰謝料 

景観 維持・管理 事業者の利益に反映されてい

た場合などに減収分を填補 

コミュニティ セカンドタウン、二重

の住民登録、帰還政策 
コミュニティの諸機能に代わ

る財・サービスの費用を賠償 
諸要素の一体性 除染、帰還政策など   
出所：筆者作成（除本 2016：74頁） 

 
「不均等な復興」を越えて 日本の災害復興政策においては、もともとハード面のインフ

ラ復旧などの公共事業が大きな位置を占めてきた。これは東日本大震災においても同様で
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ある。福島では、インフラ復旧・整備に加えて、除染という土木事業が大規模に実施され

てきた。公共事業主導の復興政策は、さまざまなアンバランスをもたらす。復興需要が建

設業に偏り、雇用の面でも関連分野に求人が集中する。除染やインフラ復旧・整備が進ん

でも、医療や物流などの生活条件が必ずしも震災前のようには回復しないために、帰還で

きない人が出てくる。また、公共事業が地域外から労働力を吸引することで、住民の構成

が変化し、震災前のコミュニティが変容していく（金井 2017）。小売業のように、地元住民
を相手に商売をしていた事業主は、顧客が戻らずに事業を再開できない。 
 このように、復興政策の影響は地域・業種・個人等の間で不均等にあらわれている。こ

うしたアンバランスを「不均等な復興」（あるいは復興の不均等性）と呼ぶことができる（除

本・渡辺編著 2015；除本 2016）。 
 被災地全般に共通する不均等性に加えて、原発事故の被害地域では、放射能汚染の特性

と、福島復興政策によってつくりだされた分断が作用している。図にしたがって説明しよ

う。 
 

 
 
注：矢印は因果関係をあらわし、点線は結果が原因を必ずしも前提としないことを意味する（汚

染状況の地域的相違は、主として原発事故後の放射性物質の降下によるもので、除染はそれを

変化させる要因である）。当面の議論に必要と思われる内容を図示したにすぎず、重要だが省

略されている事象もある。 
出所：筆者作成（除本 2016：173頁） 

図 原発災害における復興の不均等性と被害者の分断 
 
 第 1に、顕著な特徴として、原発事故を受けて設定された避難指示区域などの「線引き」
により、地域間の不均等性がつくりだされている点が挙げられる。事故賠償の区域間格差

は、その代表的な例である。 
 第 2は、「線引き」による区域設定が、被害実態とずれていることである。区域の違いが
必ずしも放射能汚染の実情に対応していないために、区域間の賠償格差と、放射能汚染の

濃淡とが絡みあって、住民の間に分断をもたらしている。また、避難によって、ひとたび

地域社会の機能が停止してしまうと、その影響（つまり被害）は長期にわたり継続する。

したがって、放射能汚染の程度に応じて避難自治体を 3 区域に分割しても、必ずしも被害

区域見直し 

除染 

インフラ復旧 

風評被害対策 

3区域分割    賠償格差 

汚染状況の地域的相違 
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復興政策 
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等
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自制と閉塞 
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実態を反映していることにはならない（これは下記第 4の点に関連する）。 
 第 3 に、放射線被ばくによる健康影響は、将来あらわれるかもしれないリスクであり、
その重みづけが、個人の属性（年齢、性別、家族構成など）によって異なる。たとえば、

年齢が低いほど放射線への感受性が高いことは、広島、長崎の被爆者調査でも明らかにさ

れている。また、若い人は余命が長く、その間にさらに被ばくを重ねることになる。した

がって、若い世代、子育て世代は、汚染に敏感にならざるをえない。こうした事情から、

同じ放射線量であっても、そのもとでの避難者の意識と行動は同一ではなく、個人の属性

により多様化する。 
 第 4 に、インフラ（医療機関や学校などを含む）の復旧・整備が進んでも、避難者ごと
の事情により、インフラへのニーズが異なる。私たちが川内村での調査などから明らかに

してきたように（除本・渡辺編著 2015）、復旧・整備が進まないインフラへの依存度が大き
い人は、戻ることができない。そのため復興政策の影響は、不均等にあらわれる。他の住

民が戻らなければ、コミュニティへの依存度が大きい人びとは、帰還して暮らしていくこ

とが困難である。その結果、帰還を進める自治体では、原住地と避難先との間で住民の分

断が起きてしまう（また、避難先は 1つではないから、その違いによる分断も生じる）。 
 第 5 に、図示しなかったが、除染をめぐる分断もある。たとえば、福島県内の除染土な
どを保管する中間貯蔵施設に関して、搬入される側の立地地域と、搬出する側の県内他地

域との間で不協和音が生じている。また県内でも、立地地域は原発から「恩恵」を受けて

きたという見方があり、そのこともこの問題に影を落としている。 
 公共事業主導の復興政策は、以上のような不均等性をもたらしている。国の復興政策が、

住民と被災市町村の自治を阻害するという側面も重大である（礒野 2015；金井 2016）。被
害の原状回復を重視し、政策のあり方を再検討すべきであろう。 
 福島では除染やハード面の復旧・整備事業が進んでいる。だが大切なのは、飯舘村のよ

うな震災前からの住民主体の取り組みを再開し、将来へつないでいくことだ。また、他の

災害での復興基金の柔軟な活用事例などにも学びながら、地域再生の取り組みを支える制

度もつくっていかなくてはならない。震災 7 年目の現実は、原発事故の被害から回復する
ことの難しさを示している。政府が復興期間とする 10 年間では、問題は到底解決しない。
復興を進めながらも、残る課題について必要な支援策や賠償を継続すべきだ。 
 
【参考文献】 
淡路剛久・吉村良一・除本理史編（2015）『福島原発事故賠償の研究』日本評論社。 
礒野弥生（2015）「地域内自治とコミュニティの権利――3.11東日本大震災と住民・コミュニテ
ィの権利」『現代法学』第 28号。 

金井利之（2016）「総論」金井利之・今井照編著『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』
公人の友社。 

金井利之（2017）「核害被災市町村の『転生』――住民帰還政策の帰結」『世界』第 893号。 
除本理史（2016）『公害から福島を考える――地域の再生をめざして』岩波書店。 
除本理史・渡辺淑彦編著（2015）『原発災害はなぜ不均等な復興をもたらすのか――福島事故か
ら「人間の復興」、地域再生へ』ミネルヴァ書房。 
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同じ放射線量であっても、そのもとでの避難者の意識と行動は同一ではなく、個人の属性

により多様化する。 
 第 4 に、インフラ（医療機関や学校などを含む）の復旧・整備が進んでも、避難者ごと
の事情により、インフラへのニーズが異なる。私たちが川内村での調査などから明らかに

してきたように（除本・渡辺編著 2015）、復旧・整備が進まないインフラへの依存度が大き
い人は、戻ることができない。そのため復興政策の影響は、不均等にあらわれる。他の住

民が戻らなければ、コミュニティへの依存度が大きい人びとは、帰還して暮らしていくこ

とが困難である。その結果、帰還を進める自治体では、原住地と避難先との間で住民の分

断が起きてしまう（また、避難先は 1つではないから、その違いによる分断も生じる）。 
 第 5 に、図示しなかったが、除染をめぐる分断もある。たとえば、福島県内の除染土な
どを保管する中間貯蔵施設に関して、搬入される側の立地地域と、搬出する側の県内他地

域との間で不協和音が生じている。また県内でも、立地地域は原発から「恩恵」を受けて

きたという見方があり、そのこともこの問題に影を落としている。 
 公共事業主導の復興政策は、以上のような不均等性をもたらしている。国の復興政策が、

住民と被災市町村の自治を阻害するという側面も重大である（礒野 2015；金井 2016）。被
害の原状回復を重視し、政策のあり方を再検討すべきであろう。 
 福島では除染やハード面の復旧・整備事業が進んでいる。だが大切なのは、飯舘村のよ

うな震災前からの住民主体の取り組みを再開し、将来へつないでいくことだ。また、他の

災害での復興基金の柔軟な活用事例などにも学びながら、地域再生の取り組みを支える制

度もつくっていかなくてはならない。震災 7 年目の現実は、原発事故の被害から回復する
ことの難しさを示している。政府が復興期間とする 10 年間では、問題は到底解決しない。
復興を進めながらも、残る課題について必要な支援策や賠償を継続すべきだ。 
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立地適正化計画等都市計画制度と地方自治制度の関係について（論点メモ） 

 

前・国土交通省国土交通政策研究所所長 

佐々木 晶二 

 

１ 立地適正化計画の策定と補助金の交付

の関係について 

 

 立地適正化計画は、都市再生特別措置法
（以下「都市再生法」という。）第6章に規

定されている、都市計画のマスタープラン

の一種である。 

 その策定については、都市再生法第81条

第1項の規定に基づき、市町村の任意であ

る。 

 しかし、その一方で、内閣が閣議決定で

定めている「都市再生基本方針」（注１）

第５の１の最後の段落では、「このよう

に、立地適正化計画は都市全体の観点から

まちづくりの理念や将来のまちの姿を示す

ものであることから、都市再生整備計画等

を作成する場合にも、立地適正化計画の内

容を踏まえる必要がある。」との記載があ

り、読みようによっては、都市再生整備計

画に基づく交付金については、立地適正化

計画を前提にしているようにも読める。 

 さらに、国土交通省都市局関係の社会資

本整備交付金等の交付に当たって、立地適

正化計画が未策定の場合には、交付の際に

不利に扱われるのではないかとの懸念が市

町村に存在しており、筆者も直接市町村担

当者からそのような指摘を聞いた経験があ

る。 

 その一方で、都市局幹部からは、そのよ

うな指導は一切していないとの説明を受け

たこともある。 

 翻って、補助金、交付金等の交付にあた

っては、国の裁量的な行為であることか

ら、一定の条件を付すことは制度的に問題

はないものの、実際に補助金、交付金等の

交付にあたって、要件となるのか、要件に

ならなくとも一定の勘案事項になるのかど

うかについて、明確な整理がされていない

こと自体が課題であると考える。 

 

２ 立地適正化計画の制度設計の目的など

制度概要について 

 立地適正化計画については、 

ア 高齢社会対応 

イ 都市財政難への対応 

ウ 環境エネルギー対応と災害に強いまち

づくり 

が目的として掲げられており、そのために

都市の機能の適正立地を誘導するものであ

る。（注２） 

 その目的に照らして必要十分な制度設計

に現在の「立地適正化計画」がなっている

ものであれば、「立地適正化計画」の策定

を進める市町村に対して優先的に国土交通

省が補助金、交付金等を交付するという判

断をすること自体は、理屈上は問題がない

と考える。 

 しかし、実際の「立地適正化計画」の主

要な内容は、 

ア 市街化区域内を都市機能誘導区域と居

住誘導区域とそれ以外の区域に区分するこ

と 

イ 居住誘導区域以外の建築、開発行為に

対しては届出義務が発生すること 

ウ 補助制度については、都市機能誘導区

域内であって、駅、バス停などの交通結節

点から一定の距離以内の誘導施設に対して

講じられるものであること。それに対し

て、居住誘導区域内については、具体的な

支援措置は講じられていないこと 

という内容である。 

 これらの「立地適正化計画」の制度設計

の評価及び運用の緩和の提案については、

別途対外的に公表しているので、参考にし

ていだきたい。（注３） 
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３ 立地適正化計画制度と地方自治制度の

関係について 

 

 立地適正化計画制度が、本来の都市再生
法の規定どおり、市町村が策定することが

任意であり、注３に提案したとおり、柔軟

な運用を行うことが可能であれば、それ自

体、地方自治制度とのフリクションを生じ

るような問題とは考えない。 

 市町村がそれぞれの行政区域内で抱える

様々な都市問題を解決する一つの手段とし

て活用できると考えれば、活用すればいい

ということである。 

 逆に言えば、市町村の事情に応じて活用

できる一つの手段としての意味合いしかな

いことから、この制度の策定を、他の交付

金や補助金の交付に紐付けることは、そも

そも現在のように曖昧な状況は望ましくな

いことはもとより、紐付けた場合の効果や

副作用を厳密に評価して、その方針を明確

化することが国土交通省側に求められる。 

 

４ 都市計画制度による、市町村を越えた

広域調整の必要性と地方自治制度の関係に

ついて 

 

 都市計画制度は、地方分権に徹底してほ
ぼすべての都市計画決定を市町村が担うこ

とになっている。これは地元住民の意向を

適切に反映するという観点からは望ましい

ものの、広域的な調整やフリーライダーの

抑制などの観点から問題が生じてきている

ので、論点を明らかにする。 

 

（１）人口減少社会のなかで、郊外開発を

抑制するための制度を都市圏単位で導入す

ることが困難なこと 

 

 大都市圏、地方都市圏とも、人口減少が
見込まれ、上記「立地適正化計画」など市

街地内での機能集約すら求められている。

当然、この状況では、郊外の新規開発を抑

制することは、高齢者対応、都市財政難へ

の対応の観点から求められるが、都市圏で

一体的に抑制しないと郊外の新規開発を抑

制することができない。 

 しかし、現実には、市街化区域と市街化

調整区域の区域区分をしている都市計画区

域の周辺に、この区域区分をしていない都

市計画区域があると、まじめに郊外開発を

抑制する市町村が努力しても、結果とし

て、周辺の郊外開発規制の緩い市町村に人

口が流れて行ってしまう。これは、都市圏

の市町村が協力して郊外開発を抑制するこ

とはwin-winだが、一つの市町村が抜け駆け

すると得をするという関係になってしまっ

ている。これは市町村に権限を委ねた結果

ではあるが、より都市圏単位の調整を実効

性のある形でどのように行うべきか、の課

題を提示している。 

 

（２）人口減少社会のなかで、自分の市町

村だけ人口を増やすために住宅、特に、分

譲マンション建設を誘導して、結果として

将来世代に負の資産を残してしまうこと 

 上記（１）が郊外の新規開発の問題だ
が、実は、大都市圏や政令指定都市圏、県

庁所在都市圏などでは、都心部に容積率を

緩和して分譲マンションの建設を誘導する

傾向がある。これも一つの市の立場からす

れば合理的な判断にも思えるが、同様の措

置を周辺市でも行うことによって、将来に

過剰な分譲マンションストックを供給して

しまい、将来の管理不全など負の遺産とな

る分譲マンションの予備軍を供給している

可能性が高い。これも都市圏単位での調整

なり決定の仕組みが不可欠だろう。 

 

（３）大都市圏などの環状道路やリニア新

幹線駅など広域的な交通結節点における広

域的な計画コントロールができていないこ

と 

  

 市町村に開発権限を委ねた結果、環状道
路などのインター周辺やリニアなど広域鉄

道の駅周辺など、広域的な交通結節点につ

いて、それぞれの市町村が様々な機能の誘
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３ 立地適正化計画制度と地方自治制度の

関係について 

 

 立地適正化計画制度が、本来の都市再生
法の規定どおり、市町村が策定することが

任意であり、注３に提案したとおり、柔軟

な運用を行うことが可能であれば、それ自

体、地方自治制度とのフリクションを生じ

るような問題とは考えない。 

 市町村がそれぞれの行政区域内で抱える

様々な都市問題を解決する一つの手段とし

て活用できると考えれば、活用すればいい

ということである。 

 逆に言えば、市町村の事情に応じて活用

できる一つの手段としての意味合いしかな

いことから、この制度の策定を、他の交付

金や補助金の交付に紐付けることは、そも

そも現在のように曖昧な状況は望ましくな

いことはもとより、紐付けた場合の効果や

副作用を厳密に評価して、その方針を明確

化することが国土交通省側に求められる。 

 

４ 都市計画制度による、市町村を越えた

広域調整の必要性と地方自治制度の関係に

ついて 

 

 都市計画制度は、地方分権に徹底してほ
ぼすべての都市計画決定を市町村が担うこ

とになっている。これは地元住民の意向を

適切に反映するという観点からは望ましい

ものの、広域的な調整やフリーライダーの

抑制などの観点から問題が生じてきている

ので、論点を明らかにする。 

 

（１）人口減少社会のなかで、郊外開発を

抑制するための制度を都市圏単位で導入す

ることが困難なこと 

 

 大都市圏、地方都市圏とも、人口減少が
見込まれ、上記「立地適正化計画」など市

街地内での機能集約すら求められている。

当然、この状況では、郊外の新規開発を抑

制することは、高齢者対応、都市財政難へ

の対応の観点から求められるが、都市圏で

一体的に抑制しないと郊外の新規開発を抑

制することができない。 

 しかし、現実には、市街化区域と市街化

調整区域の区域区分をしている都市計画区

域の周辺に、この区域区分をしていない都

市計画区域があると、まじめに郊外開発を

抑制する市町村が努力しても、結果とし

て、周辺の郊外開発規制の緩い市町村に人

口が流れて行ってしまう。これは、都市圏

の市町村が協力して郊外開発を抑制するこ

とはwin-winだが、一つの市町村が抜け駆け

すると得をするという関係になってしまっ

ている。これは市町村に権限を委ねた結果

ではあるが、より都市圏単位の調整を実効

性のある形でどのように行うべきか、の課

題を提示している。 

 

（２）人口減少社会のなかで、自分の市町

村だけ人口を増やすために住宅、特に、分

譲マンション建設を誘導して、結果として

将来世代に負の資産を残してしまうこと 

 上記（１）が郊外の新規開発の問題だ
が、実は、大都市圏や政令指定都市圏、県

庁所在都市圏などでは、都心部に容積率を

緩和して分譲マンションの建設を誘導する

傾向がある。これも一つの市の立場からす

れば合理的な判断にも思えるが、同様の措

置を周辺市でも行うことによって、将来に

過剰な分譲マンションストックを供給して

しまい、将来の管理不全など負の遺産とな

る分譲マンションの予備軍を供給している

可能性が高い。これも都市圏単位での調整

なり決定の仕組みが不可欠だろう。 

 

（３）大都市圏などの環状道路やリニア新

幹線駅など広域的な交通結節点における広

域的な計画コントロールができていないこ

と 

  

 市町村に開発権限を委ねた結果、環状道
路などのインター周辺やリニアなど広域鉄

道の駅周辺など、広域的な交通結節点につ

いて、それぞれの市町村が様々な機能の誘

致合戦を行い、結果として、多くの機能が

全体の需要量とのバランスを誰も考えず

に、新規開発が行われつつある。 

 上記（１）や（２）のような人口に基づ

く将来推計に比べて、立地施設の需要の把

握は難しいものの、全体としてより最適に

なる方向での調整メカニズム、部分最適で

はなく全体最適を実現するための調整メカ

ニズムの検討が必要だろう。 

 

５ 市町村の行政区域のより狭い地区での

住民等の意思の尊重と地方自治制度の関係 

 

（１）都市計画提案制度と地方自治制度の

関係 

 都市計画決定の正統性の根拠としては、
通常、市町村等の地方公共団体が決定する

こと、都市計画審議会という専門家の審議

を経ていること、住民等からの意見聴取等

の住民参加手続きをとっていること、の三

つが通常挙げられている。（注４） 

 この考え方を前提にしつつ、地権者の3分

の２、まちづくりNPO法人などに対して、都

市計画法第21条の２の規定によって、都市

計画の提案が制度化されている。この提案

制度は、地方公共団体が都市計画を定める

という正統性の根拠の第一を維持しつつ

も、より地権者や地域団体の意見を尊重す

るために、案の提案権を地権者等に認める

とともに、都市計画を定める権限を有する

市町村等がその提案について、都市計画審

議会に対して審議を行うことを法律で義務

づけ、市町村等の真摯な対応を求めている

ものである。 

 この都市計画提案制度は、地区の地権者

やＮＰＯ法人など、必ずしも地方公共団体

そのものでもなく、さらに地区協議会等の

地区を自治（みずからガバナンスする）と

いう性格を持たない主体や地権者の集まり

に対して、都市計画の決定、変更に一定の

関与を求めるものであり、地方自治制度、

特に、地方公共団体という組織体のあり方

を問い直す要素をふくんでいるのではない

か、と考える。 

 

（２）地区防災計画の提案制度と地方自治

制度の関係 

 

 都市計画制度ではないが、都市計画提案
制度をさらに一歩進めたものとして災害対

策基本法第42条第3項、第42条の２に基づく

地区防災計画の提案制度が2013年に創設さ

れている。 

 この制度は、都市計画提案制度が、地権

者の3分の２といった一定の限定を地域住民

等に対して課しているのに対して、地区の

居住者、事業者に対して広く地区防災計画

の提案権を認めている。 

 この意味で、都市計画提案制度を一層進

めたものであり、地区の住民の発意で積極

的に計画を策定する可能性を追求したもの

といえる。 

 

（３）都市計画提案制度がもつ将来の可能

性について 

 

 都市計画提案制度は、地区の居住環境、
あるいは、都市開発に伴う様々な都市計画

変更について、地権者、地域住民等、ある

いは専門的な知見を有するNPO法人等が主体

的にかかわることを実現してきている。 

 この方向をより充実させていくことは、

職員減、特に都市計画の専門職員の減少に

苦しむ市町村などの地方公共団体におい

て、より住民や民間の専門家の積極的な参

加により、適切な都市計画の策定を促進す

る新たな方向性を示しているのではない

か。 

 行政区域内での、柔軟な組織体や集まり

を積極的に評価し、それに対して一定の都

市計画上の権限を付与している可能性につ

いて、積極的な評価が必要と考える。 

   

 

６ まとめ 

 自治体学会での論点として、立地適正化
計画を始めとする都市計画制度と地方自治

制度との関係について、現状の評価及び将

15セミナー２



来にわたる課題を整理し、各専門家の御意

見を頂戴したいと考えている。 

 

（脚注） 

１）「都市再生基本方針」参照。以下のＵＲ

Ｌ参照。https://www.mlit.go.jp/common/001

049763.pdf 

２）「都市計画運用方針」Ⅳ－１－３ 立地適

正化計画 １．基本的な考え方 参照。以下

のＵＲＬ参照。http://www.mlit.go.jp/commo

n/001193396.pdf 

３）拙稿「立地適正化計画の居住機能と都市

機能の概念区分と運用改善の提案について

（検討メモ）」（一般財団法人民間都市開発

推進機構発行のリサーチメモ） 

 以下のＵＲＬ参照。http://www.minto.or.j

p/print/urbanstudy/pdf/research_32.pdf 

４）参考文献２）参照。 

 

（参考文献） 

１）拙著『政策課題別都市計画制度徹底活用

法』（ぎょうせい、2015） 

２）拙著『都市計画のキホン』（ぎょうせ

い、2017） 

３）トマス・ジーバーツ『都市田園計画の展

望』（学芸出版社、2006） 

４）『コンパクトシティ実現のための都市計

画制度』（ぎょうせい、2014） 

５）饗庭伸『都市をたたむ』（花伝社、201

5） 
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「自治・分権を問う」 セミナー２ 
地域包括ケアシステム構築に向けた取組状況 

 
川崎市健康福祉局地域福祉課 久保 

１．地域包括ケアシステムとは 

 ○平成 23（2011）年の介護保険制度改正において、「地域包括ケアシステム」という考え

方が打ち出された。 
 ○「地域包括ケアシステム」は、概ね中学校区を念頭におき、30 分以内で駆けつけられ

る日常生活圏域において、「住まい」「生活支援」「医療」「介護」「予防」という 5 つの

取組が、利用者のニーズに応じて適切に組み合わされて、入院、退院、在宅復帰を通じ

て切れ目なく一体的にサービス提供がなされる仕組みであるとされる。 

 
出典；厚生労働省資料より 

 
 ○社会保障制度改革国民会議報告書（平成 25 年 8 月）を受け、今後の超高齢社会を見据

え、疾病構造に対応した、従来の「治す医療」から生活の質を重視した「治し支える医

療」への転換をめざす、「医療介護総合確保推進法」が平成 26 年 6 月に成立した。 
 ○これにより、今後の社会保障制度の方向性として、「効率的かつ質の高い医療提供体制

の構築」と「地域包括ケアシステム構築」が示され、前者は、医療法の改正により、後

者は介護保険法の改正により、具体的な方策が進められることとなる。 
○医療法の改正により、病床の機能分化・連携を進めるため、病床機能報告制度が創設さ
れ、都道府県別に、地域医療構想が策定されることとなる。また、介護保険法の改正に
より、市町村単位で、①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の推進、③地域ケア
会議の推進、④生活支援サービスの充実・強化を図ることとなる。 

 
２．なぜ、地域ごとに考えていくことが必要か 
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○人口動態でみると、東京・大阪・名古屋の三大都市圏とその周辺を中心に、高齢化率も

高齢者の絶対数も増加していく。一方、地方都市では、高齢者数は大きく変わらず、人

口減少の局面に移行していく地域が多くなる。 
 ○地域性により、人口動態やインフラ等の状況が異なり、地域の実情に応じた取組が必要

であるとともに、地域性に応じた施策展開をするために、地方分権の観点からも、地域

に身近な市町村が主体的に対応を検討していく必要があると考えられる。 
 
３．地域包括ケアシステム構築に向けて国が示しているやるべきこと 

○高齢者を対象に、「住まい」「生活支援」「医療」「介護」「予防」を日常生活圏域ごとに、

包括的・継続的にサービスが提供されるように、介護保険制度の地域支援事業の中での

取組を実施することが求められている。 
○具体的には、直近の制度改正の中で、①医療・介護連携による在宅医療の推進、②初期

集中支援チームなどの認知症施策の推進、③地域ケア会議の制度化、④コーディネータ

ーを活用した生活支援の推進、⑤介護予防・日常生活支援総合事業の実施を掲げている。 

 
【出典】厚生労働省資料より 

⇒地域包括ケアシステムは、「住まい」「生活支援」「医療」「介護」「予防」の５つの要素

が関連性を持ったシステムとして構築できるかどうかが課題であり、国は制度設計の中

で、各事業レベルで通知や手引きなど、詳細な基準を示している。 
 
○さらに、平成 28（2016）年 7 月には、厚生労働省内に、「我が事・丸ごと」地域共生社

会実現本部が設置され、高齢者も包含した、「地域共生社会の実現」という目標に向け

て、国においても、地域づくりを進めることとなる。 
 
 本来、今後の高齢化、家族形態の変容（一人暮らし高齢者、高齢者夫婦等の増加）など、

これまでと異なる人口動態に対応した行政の施策展開が求められており、コミュニティ・エ

リア（日常生活圏域など）を基本に、自宅等でケアを受けながら、暮らし続けられる

「aging in place」をどのように実現するかが大きな課題と考えられる。 
そのためには、医療・介護施策だけでなく、都市計画、住宅施策、生涯学習施策、地域振

興施策、経済振興施策等、幅広い施策との連携を進めることが必要。いわゆる「まちづくり」

の視点で進めることが必要。 
 
⇒社会保障制度改革国民会議の報告書においても、「コンパクトシティ化を図るなど住まい

や移動等のハード面の整備やサービスの有機的な連携といったソフト面の整備を含めた、
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人口減少社会におけるまちづくりの問題として、医療・介護のサービス提供体制を考えて

いくことが不可欠である。」との記載もある。 
 
４．川崎市での取組 

○川崎市は、まだ比較的若い都市。高齢化率も 20％前後。 
○2025 年まで、後期高齢者は割合も絶対数も増えていく。全国的なトレンドとしては、

前期高齢者は今後大幅には増加しないが、2025 年から 2035 年にかけて、本市において

は、前期高齢者も増加する。本市では、ピークが、全国と比較して、遅い時期になる。 

 
【主な具体的取組】 

（１）在宅医療・介護連携に向けた取組の推進 
（２）「健幸福寿プロジェクト」の推進 
（３）生活困窮者への支援 
（４）地域づくりに向けた地区カルテづくりと、小地域レベルでの住民との合意形成 等 
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５．今後に向けて 

【論点】 
（１）地域医療構想等、何らかの推計をもとに考えると、自治体単位でも、これまでよりも

介護度が重度の高齢者を在宅医療・介護により、在宅でみられる仕組みを作らざるをえず、

どのような手法で実現していくことが考えられるか。 
（２）医療があれば、在宅で暮らし続けられるかといえば、医療だけでは難しく、医療・介

護関連の職種・事業所と連携をしていくことが必要。さらに、毎日の買い物や声掛けなど

を考えると、住民同士の助け合い・支え合いのいわゆる「互助」の取組が必要であり、ど

のように取り組んでいくことが考えられるか。 

 
【出典】東京大学高齢社会総合研究機構資料より 
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セミナー３「職員と職場の現状から」に臨むにあたって 

平成２９年８月２６日（土）  

堺市立中央図書館 前川さゆり 

 

１ はじめに その１…私という人間 

 ○若いころは、鼻っ柱の強い「自分はできる職員だ！」と思い込んでいる女性職員 

 ○そのころから、やりたいことは「人材育成」 

 ○持論は「行政改革のいちばんは、職員のモチベーションアップ」 

 

２ はじめに その２・・・パネリスト、私でいいの？ 

 

３ 市町村アカデミーでの経験 

 ○市町村アカデミーは、市町村職員中央研修所 

 ○アカデミー職員の実働部隊として自治体派遣の職員が、研修の企画や運営を担当 

 ○研修科目において、新たな企画を通すための作業と反省点 

 

４ 自治体学会での取り組み 

 ○自治体学会に入って「ぎゃふん」といった編集部会でのショック 

○自分の立ち位置でできること、組織にとって意味のある活動を見出していくこと 

 ○有名な先生との本音での意見交換に圧倒も 

 ○これからの仕掛け…地域自治体学会のキーパーソンを紹介するなど、地域自治体学会

同士の交流も進めていけたら 

 

５ 堺市における実情 

 ○「時間外勤務を減らせ！」が至上 

 ○堺市職員「働き方改革」プラン“ＳＷＩＴＣＨ（スウィッチ）”の発表 

 ○改革だけが目的化することのないよう、取り組んでいけたら 
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（1）政　策　篇　　　（対象者：市町村長、副市町村長、市町村議会議員、監査委員、部課長級の管理職）

回
数

定員
日
数

申込期限
区分

概要
ページ

1 200 29年10月31日(火) ～ 29年11月1日(水) 2 第6回

市町村長特別セミナー～自治体経営の課題～ 80 ① 29年4月24日(月) ～ 29年4月25日(火) 2 第1回

＜総務省等と共催＞ 80 ② 30年1月10日(水) ～ 30年1月11日(木) 2 第8回

市町村長特別セミナー
～持続性ある地域づくりに向けて～

1 80 29年7月10日(月) ～ 29年7月11日(火) 2 第3回

市町村長特別セミナー～地域防災力の強化に向けて～ 1 80 29年8月8日(火) ～ 29年8月9日(水) 2 第4回

120 ① 29年5月10日(水) ～ 29年5月11日(木) 2 第2回

120 ② 30年1月15日(月) ～ 30年1月16日(火) 2 第8回

市町村議会議員特別セミナー
～地域防災力の強化に向けて～

1 120 29年10月23日(月) ～ 29年10月24日(火) 2 第6回

市町村議会議員特別講座（政策の企画立案） 1 50 29年7月31日(月) ～ 29年8月2日(水) 3 第3回

監査委員特別セミナー 1 100 29年5月15日(月) ～ 29年5月16日(火) 2 第2回

監査委員特別講座 1 30 29年11月20日(月) ～ 29年11月22日(水) 3 第7回

30 ① 29年4月24日(月) ～ 29年4月26日(水) 3 第1回

30 ② 30年1月10日(水) ～ 30年1月12日(金) 3 第8回

管理職特別セミナー～持続性ある地域づくりに向けて～
（市町村長特別セミナーに参加）

1 30 29年7月10日(月) ～ 29年7月12日(水) 3 第3回

管理職特別セミナー～地域防災力の強化に向けて～
（市町村長特別セミナーに参加）

1 30 29年8月8日(火) ～ 29年8月10日(木) 3 第4回

リーダーシップ（変革時代の政策課題への対応） 1 60 29年7月31日(月) ～ 29年8月3日(木) 4 第3回

組織マネジメント 1 60 29年11月20日(月) ～ 29年11月22日(水) 3 第7回

管理職総合講座Ａ（町村・農山漁村地域職員向け） 1 60 29年7月31日(月) ～ 29年8月3日(木) 4

管理職総合講座Ｂ（都市部職員向け） 1 60 29年7月31日(月) ～ 29年8月3日(木) 4

長期ビジョンの策定と実践（ゼミナール方式） 1 20 29年7月3日(月) ～ 29年7月7日(金) 5 第3回

20 1,440

（2）制度運用篇　　　（対象者：中堅職員）　※管理職級の受講も可能です。

回
数

定員
日
数

申込期限
区分

概要
ページ

研修講師養成講座（地方自治制度） 1 40 29年11月28日(火) ～ 29年12月8日(金) 11 第7回

研修講師養成講座（地方公務員制度） 1 40 29年10月10日(火) ～ 29年10月20日(金) 11 第6回

人材育成の企画と実践 1 40 30年1月18日(木) ～ 30年1月26日(金) 9 第8回

法令実務能力の向上Ａ（基礎）　　 　　 ＜JIAMと共同実施＞ 1 80 29年5月22日(月) ～ 29年5月26日(金) 5 第2回

法令実務能力の向上Ｂ（応用） 50 ① 29年9月5日(火) ～ 29年9月15日(金) 11 第5回

＜JIAMと共同実施＞ 50 ② 29年11月7日(火) ～ 29年11月17日(金) 11 第7回

情報公開と個人情報保護 1 60 30年1月18日(木) ～ 30年1月26日(金) 9 第8回

住民行政事務能力の向上 1 50 29年5月30日(火) ～ 29年6月7日(水) 9 第2回

住民窓口サービスの向上 1 50 29年9月25日(月) ～ 29年9月29日(金) 5 第5回

健全な組織づくり（内部統制とリスク対処） 1 40 29年10月25日(水) ～ 29年10月27日(金) 3 第6回

職員のメンタルヘルスとモチベーションの向上 1 40 29年10月2日(月) ～ 29年10月6日(金) 5 第6回

多様な人材が活躍できる組織づくり 1 40 29年6月26日(月) ～ 29年6月30日(金) 5 第2回

人事評価制度の運用 1 40 29年5月22日(月) ～ 29年5月26日(金) 5 第2回

60 ① 29年8月21日(月) ～ 29年8月25日(金) 5 第4回

60 ② 30年2月26日(月) ～ 30年3月2日(金) 5 第9回

少子・高齢社会における政策企画（長期ビジョンをもとに） 1 50 30年1月30日(火) ～ 30年2月7日(水) 9 第8回

長期ビジョンの策定と実践（ゼミナール方式） 1 20 29年9月25日(月) ～ 29年9月29日(金) 5 第5回

ＩＣＴによる情報政策
　　　　　　　　　　  　 ＜地方公共団体情報システム機構と共催＞

1 50 29年8月21日(月) ～ 29年8月25日(金) 5 第4回

50 ① 29年6月13日(火) ～ 29年6月23日(金) 11 第2回

50 ② 29年11月28日(火) ～ 29年12月8日(金) 11 第7回

自治体財政運営講座 1 80 29年8月21日(月) ～ 29年8月29日(火) 9 第4回

　 100 ① 29年9月5日(火) ～ 29年9月15日(金) 11 第5回

住民税課税事務 100 ② 29年10月10日(火) ～ 29年10月20日(金) 11 第6回

＜JIAMと共同実施＞ 100 ③ 29年11月7日(火) ～ 29年11月17日(金) 11 第7回

16
・
17

18
・
19

広報・広聴の効果的実践

2

2

研修科目

市町村アカデミー 平成29年度　研修一覧

研修科目

市
町
村
議
会
議
員

2

市町村議会議員特別セミナー
～地域における政策課題～

2

研修期間

市町村アカデミー開設３０周年記念特別講演会
～人口減少時代の政策課題～

市
町
村
長

2

企
画
・
税
・
財
政

3

12
・
13

14
・
15

14
・
15

監
査
委
員

管理職特別セミナー～自治体経営の課題～
（市町村長特別セミナーに参加）

2

研修期間

管
理
職

法
務
・
人
事
・
人
材
育
成

小　　　計

第3回

管理職をめざすステップアップ講座
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31セミナー３



【市町村アカデミー】

回
数

定員
日
数

申込期限
区分

概要
ページ

固定資産税課税事務（土地）　　　　　　 ＜JIAMと共同実施＞ 1 100 29年5月30日(火) ～ 29年6月9日(金) 11 第2回

固定資産税課税事務（家屋） 100 ① 29年6月13日(火) ～ 29年6月23日(金) 11 第2回

＜JIAMと共同実施＞ 100 ② 29年10月10日(火) ～ 29年10月20日(金) 11 第6回

100 ① 29年7月18日(火) ～ 29年7月28日(金) 11 第3回

市町村税徴収事務 100 ② 29年9月5日(火) ～ 29年9月15日(金) 11 第5回

＜JIAMと共同実施＞ 100 ③ 29年11月7日(火) ～ 29年11月17日(金) 11 第7回

使用料等の滞納債権の回収強化　　　 　　＜JIAMと共同実施＞ 1 60 29年6月26日(月) ～ 29年6月30日(金) 5 第2回

地方公会計制度（基礎）　  ＜総務省と共催＞＜JIAMと共同実施＞ 1 50 29年7月12日(水) ～ 29年7月14日(金) 3 第3回

地方公会計制度（応用）　  ＜総務省と共催＞＜JIAMと共同実施＞ 1 50 29年10月2日(月) ～ 29年10月4日(水) 3 第6回

50 ① 29年6月26日(月) ～ 29年6月30日(金) 5 第2回

50 ② 29年10月2日(月) ～ 29年10月6日(金) 5 第6回

資金調達・運用戦略の基本　　  ＜地方公共団体金融機構と共催＞ 1 40 29年7月5日(水) ～ 29年7月7日(金) 3 第3回

高度化する契約実務への対応 1 50 29年7月18日(火) ～ 29年7月26日(水) 9 第3回

地域ビジネスによる地域活性化 1 50 29年5月22日(月) ～ 29年5月26日(金) 5 第2回

コミュニティづくりを核とした新しい地域政策 1 80 30年1月18日(木) ～ 30年1月26日(金) 9 第8回

魅力ある地域づくりの実践
（フィールドワークで学ぶまちづくり）

1 50 29年11月28日(火) ～ 29年12月8日(金) 11 第7回

中心市街地と地域再生のためにＡ（ゼミナール方式）
（主として人口２０万人未満の団体向け）

1

中心市街地と地域再生のためにＢ（ゼミナール方式）
（主として中核市以上の団体向け）

1

地域ブランド等観光戦略の実践 1 80 29年6月13日(火) ～ 29年6月21日(水) 9 第2回

農山漁村地域の活性化（新たな時代への対応） 1 50 29年7月3日(月) ～ 29年7月7日(金) 5 第3回

全国地域づくり人財塾　　　　 　 　 　　 　＜総務省と共催＞ 1 80 29年10月25日(水) ～ 29年10月27日(金) 3 第6回

地域おこし協力隊員及び集落支援員等の初任者研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜総務省と共催＞

1 150 29年5月17日(水) ～ 29年5月19日(金) 3 第2回

環境問題に関する政策法務 1 50 29年10月2日(月) ～ 29年10月6日(金) 5 第6回

廃棄物処理対策と３Ｒの推進 1 50 30年2月26日(月) ～ 30年3月2日(金) 5 第9回

これからの時代の介護のあり方 1 50 30年1月30日(火) ～ 30年2月7日(水) 9 第8回

地域保健と住民の健康増進 1 50 30年2月13日(火) ～ 30年2月21日(水) 9 第9回

障がい者福祉対策をめぐる諸課題 1 40 30年1月18日(木) ～ 30年1月26日(金) 9 第8回

生活保護と自立支援対策 1 70 29年8月21日(月) ～ 29年8月25日(金) 5 第4回

これからの時代の子育て支援 1 60 29年6月26日(月) ～ 29年6月30日(金) 5 第2回

児童虐待防止対策 1 50 29年9月25日(月) ～ 29年9月29日(金) 5 第5回

文化・芸術の活用による地域の活性化 1 40 30年2月26日(月) ～ 30年3月2日(金) 5 第9回

行政と教育の連携による地域づくり 1 40 30年2月26日(月) ～ 30年3月2日(金) 5 第9回

80 ① 29年5月30日(火) ～ 29年6月7日(水) 9 第2回

80 ② 30年2月13日(火) ～ 30年2月21日(水) 9 第9回

選挙事務　　　　　　　　　　 　　  　　 ＜JIAMと共同実施＞ 1 50 30年2月13日(火) ～ 30年2月21日(水) 9 第9回

監査事務 1 100 30年1月30日(火) ～ 30年2月7日(水) 9 第8回

議会事務 1 100 29年7月18日(火) ～ 29年7月26日(水) 9 第3回

上下水道事業の経営管理（法適化を含め） 1 80 29年9月25日(月) ～ 29年9月29日(金) 5 第5回

新時代の地方公営企業の経営戦略　　　　 　＜総務省と共催＞ 1 40 29年7月12日(水) ～ 29年7月14日(金) 3 第3回

63 3,900

（3）巡回アカデミー
回
数 定員 申込期限

区分
概要

ページ

50

50

2 100

85 5,440

18
・
19

340

研修期間

29年10月25日(水) ～ 29年10月27日(金)

未定
24
・
25

20
・
21

22
・
23

24
・
25

第6回

環
境
・
福
祉
・
教
育
・
文
化

3

公共施設の総合管理（施設の有効活用）

地
域
づ
く
り

研修科目

2

2

企
画
・
税
・
財
政

防
災
・

危
機
管
理

３体系合計

3日
程度巡回アカデミー 2 未　　　定

小　　　計

小　　　計

行
政
委
員
会
・

公
営
企
業

研修科目

災害に強い地域づくりと危機管理

研修期間

2
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鯖江市における市民主役のまちづくりについて 
                                     市民まちづくり課 
＜経緯＞ 

年 月 項     目 説     明 

平成７年 10 月 1995 年世界体操選手権鯖江大会開催 約３万人の市民ボランティアが参加 
平成９年にはワールドカップ開催 

平成 11 年４月 鯖江市民活動交流センター開設 公設民営型のＮＰＯセンター 

平成 13年 10月 センター管理者がＮＰＯ法人格を取得 特定非営利活動法人鯖江市民活動交流

センター 

平成 15年 10月 鯖江市市民活動によるまちづくり推進条例

施行 
センターを中心とした市民立法によっ

て条例制定 

平成 17 年 まちづくりサポーター制度スタート 若手・中堅の市職員約 40 名を市民活動

団体に派遣 

平成 18 年４月 センターに指定管理者制度導入 指定管理料 1,569 万円 

平成 18 年 まちづくり基金事業スタート 市民活動団体からの提案に基づき、補助

金を交付 

平成 18 年７月 ＮＰＯ法人の名称変更 特定非営利活動法人さばえＮＰＯサポ

ート 

平成 21年 11月 鯖江市民主役条例策定委員会発足 公募４名を含む市民 16 人で条文を作成 

平成 22 年４月 鯖江市民主役条例施行 市民提案による理念条例としてスター

ト 

平成 22 年 7 月 鯖江市民主役条例推進委員会発足 七夕協定を締結。以後、市民参画・さば

えブランド・地域自治の３部会で活動 

平成 22年 10月 市民市民主役条例推進委員会から鯖江市長

への第一次提案 
提案型市民主役事業化制度 

平成 24 年１月 市民市民主役条例推進委員会から鯖江市長

への第二次提案 
事前ミーティング型市民主役事業化制

度、市民まちづくり応援団養成講座 

平成 26 年１月 おとな版活性化プランコンテストで、ＪＫ

課設立の提案 
若新雄純氏（慶応大学ＳＦＣ研究所） 

平成 26 年４月 「鯖江市役所ＪＫ課」発足 13 名（県立高校１校＋工業高等専門学

校１校） 

平成 26 年４月 鯖江市民主役条例策定委員会に若者部会発

足 
ＪＫ課のサポート、男子学生やＪＫ課Ｏ

Ｇの活動の場を提供 

平成 26年 12月 ＦＡＡＶＯさばえ発足 ＪＫ課の活動資金を募集 

平成 27 年５月 ＪＫ課二期生活動スタート 15 名（県立５校＋高専１校） 

平成 28 年４月 ＪＫ課三期生活動スタート 24 名（県立５校＋高専１校） 

平成 29 年５月 ＪＫ課四期生活動スタート 現在 41 名（県立５校＋高専１校） 
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鯖江市における市民主役のまちづくりについて 
                                     市民まちづくり課 
＜経緯＞ 

年 月 項     目 説     明 

平成７年 10 月 1995 年世界体操選手権鯖江大会開催 約３万人の市民ボランティアが参加 
平成９年にはワールドカップ開催 

平成 11 年４月 鯖江市民活動交流センター開設 公設民営型のＮＰＯセンター 

平成 13年 10月 センター管理者がＮＰＯ法人格を取得 特定非営利活動法人鯖江市民活動交流

センター 

平成 15年 10月 鯖江市市民活動によるまちづくり推進条例

施行 
センターを中心とした市民立法によっ

て条例制定 

平成 17 年 まちづくりサポーター制度スタート 若手・中堅の市職員約 40 名を市民活動

団体に派遣 

平成 18 年４月 センターに指定管理者制度導入 指定管理料 1,569 万円 

平成 18 年 まちづくり基金事業スタート 市民活動団体からの提案に基づき、補助

金を交付 

平成 18 年７月 ＮＰＯ法人の名称変更 特定非営利活動法人さばえＮＰＯサポ

ート 

平成 21年 11月 鯖江市民主役条例策定委員会発足 公募４名を含む市民 16 人で条文を作成 

平成 22 年４月 鯖江市民主役条例施行 市民提案による理念条例としてスター

ト 

平成 22 年 7 月 鯖江市民主役条例推進委員会発足 七夕協定を締結。以後、市民参画・さば

えブランド・地域自治の３部会で活動 

平成 22年 10月 市民市民主役条例推進委員会から鯖江市長

への第一次提案 
提案型市民主役事業化制度 

平成 24 年１月 市民市民主役条例推進委員会から鯖江市長

への第二次提案 
事前ミーティング型市民主役事業化制

度、市民まちづくり応援団養成講座 

平成 26 年１月 おとな版活性化プランコンテストで、ＪＫ

課設立の提案 
若新雄純氏（慶応大学ＳＦＣ研究所） 

平成 26 年４月 「鯖江市役所ＪＫ課」発足 13 名（県立高校１校＋工業高等専門学

校１校） 

平成 26 年４月 鯖江市民主役条例策定委員会に若者部会発

足 
ＪＫ課のサポート、男子学生やＪＫ課Ｏ

Ｇの活動の場を提供 

平成 26年 12月 ＦＡＡＶＯさばえ発足 ＪＫ課の活動資金を募集 

平成 27 年５月 ＪＫ課二期生活動スタート 15 名（県立５校＋高専１校） 

平成 28 年４月 ＪＫ課三期生活動スタート 24 名（県立５校＋高専１校） 

平成 29 年５月 ＪＫ課四期生活動スタート 現在 41 名（県立５校＋高専１校） 
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2017年８月 26日 

第 31回自治体学会山梨甲府大会：分科会３ 

     

     「条例とは何か～乾杯条例から考える～」 

   

                            高崎経済大学地域政策学部 

                                准教授 岩﨑 忠 

１ 地方自治の意義 

 「地方自治は民主主義の学校である」（英国：ジェームス・ブライス） 
  → 国よりも規模の小さい自治体の方が金銭的・時間的な負担が軽く、普通の住民に

とっても政治に参加しやすく、一般の人々が民主主義を学ぶには最高の場である。 
 
２ 自治体のおける法律の留保 

  ・地方自治法第14条第２項「普通地方公共団体は、・・・義務を課し、又は権利を制 
限するには、・・・条例によらなければならない。」→ 侵害留保説 
・地方自治法第14条第１項「普通地方公共団体は、・・・第２条第２項の事務（地域 

  における事務等）に関し、条例を制定することができる。」 → 重要事項留保説 

  → 自治体は、地域の実情によって多様な課題を抱えることから、法規範のあり方も
多様性、柔軟性が求められる。（→ 国における法治主義との相違点。） 

 
３ 条例とは何か 

  ・「首長、議会、住民による三位一体の最高の政策実現手段である」 
   → 条例立案の多様化：首長だけでなく、議会、住民による条例立案 
             （地方自治法第12条第１項、第74条第１項、第96条第１項） 
  ・条例という法形式：規範性（行為規範性）、拘束性 

地方自治の見える化（可視化）、実践の一例 
            重要な地域のルールの明文化（法規化） 

（← 地域のルール：慣習、ならわし 等） 
 

４ 乾杯条例（推奨条例）の評価 

（１） 立法事実：推奨条例は、議会のみならず住民の意思の確認が重要ではないか。 
（２） 条例形式：行為規範としての「条例」 

首長だけない自治体の総意としての「条例」 
住民意思の明文化、見える化としての「条例」 

（３） 実効性の確保の要否： 実効性の確保 → 条例評価 
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「一皮むける」瞬間を振り返って
2017/8/26 道前 緑

１ 私の職歴
１９８０ 島根県庁入庁（上級職）

商工労働部労政訓練課
労政係・労働福祉係…労働情報誌・労働金庫

１９８２ 結婚
西郷土木建築事務所
庶務係…給与・旅費

第１子・第２子出産
１９８６ 消費者センター

啓発担当…消費者教育
第３子出産

１９９０ 自治研修所
派遣研修…島根大学大学院法学研究科公法関係コース

１９９２ 総務部総務課
法令係…条例・規則、県報、法律相談、宗教法人

１９９５ 教育委員会同和教育課
振興係長…予算・庶務、奨学金

１９９７ 健康福祉部長寿社会課医療対策室
医事看護係長…医療職資格、看護師確保､奨学金

２０００ 総務部総務課
主幹（学事係長）…私学、県立大学

２００３ 政策企画局政策企画監室
副政策企画監…全国知事会・三位一体改革、地方分権・権限委譲

２００６ 地域振興部地域政策課
調整監…議会対応、刑務所特区申請

２００７ 新知事の選出
２００８ 健康福祉部青少年家庭課

上席調整監（児童・家庭相談支援）…児童相談所､里親
２０１０ 労働委員会事務局

審査調整課長…不当労働行為４件
２０１３ 監査委員事務局

監査第一課長…定期監査、決算審査
２０１５ 労働委員会事務局長
２０１７ ３月末 定年退職

４月 放送大学島根学習センター 事務長

２ 成長の契機
成長＝それまでの殻を破り、新たな要素・能力を身につけること
殻を破るきっかけとなったのは？

①勉強することを覚える ⇒担当時代
②部下を育てることで自分の殻を破る ⇒係長時代
③状況を見極め（多様な視点）、自分で仕事の到達点を決める ⇒スタッフ時代
④自分のありよう・役回りを自覚する
⑤県庁の外に出て、外部の人と交流し、異なる価値観に揉まれる

３ 一皮むけたとき
①勉強することを覚える＝仕事に集中し、自分の地力アップ
○消費者センター 啓発担当
自分で企画し、段取りする楽しさを知った。
県内全地域を年間計画により回って、消費者グループはじめ、自治会・婦人会・高

齢者会等々で話しまくった。
年３回のセミナー企画では、テーマ・構成・人選等に知恵を絞るのが楽しかった。
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○大学院派遣研修 法学研究科公法関係コース（行政法）
行政の県民への関わり方、関係の持ち方を考えた。
勤務１０年がたち、行政の県民との関わり方について疑問を持った。
行政側の自分が県民の向上めざし、一所懸命事業に精出しても、県民の実態に一向

に変化はみえず、逆にサービスが向上すると努力を忘れるように見えたりする。行政
の県民への関わり方は今のままで良いのか。消費者センター啓発担当として県内中を
回っても､一向に賢くならない。一般県民啓発は無駄、不可能ではないかと意気消沈。

そんな疑問を抱えて自治研修所の行政法研修に参加したところ、知識の有無はとも
かく、反応がおもしろいと、島根大学行政法教授である講師が受講生に対する質問を
全部私に集中し、それを見ていた大学先輩が、後に自分が担当する大学院派遣候補者
選出の際に私を思い出し、候補者となった。縁はどこに転がっているか分からない。
なんとか入試にも合格し、宅地開発指導要綱について論じたが、現実の必要性から

法制度のない中で行政が工夫した努力を、法規論としては整理仕切れず、内容は中途
半端に終わった、残念。
しかし２年間、行き着く先が見えない五里霧中を、一所懸命手探りしながら考えぬ

き、自分で切り開いていく苦しさを知った。得がたい経験だった。

○総務課法令係
大学院で自分の法律的知識の薄さを思い知り、庁内の帰り先として希望した。時間

外労働が年間１千時間と言われていたが、実際そうだった。
朝行って、調べ物をしているとあっという間にお昼、また、あっという間に夕方、

出前を取ってまたあっという間に深夜という感じで、仕事に追いまくられた。条例審
査期間中は当然のごとく土日勤務だった。
しかし、法規関係事務を知る以上に、多種多様な庁内事務・そのやり方を知ったこ

と、特に行政執行の基本である法制度、その下での機能する行政の３層構造＝国－県
－市町村の関係、事務の流れを知ったことは、その後、非常に大きな財産となった。

②部下を育てることで自分の殻を破る＝責任を負う存在を持つこと
○同和教育課振興係長
初めての部下はただ1人、５歳下の男性で、係長１対係員１のガチンコ勝負。
仕事のやり方で徹底したのは、何故こうするのか・こうなるのか、自分で考えるこ

と、前例踏襲であっても、必ずその理由・根拠を確認し、考えること。
私自身の考えも伝え、大いに議論・意見交換をした。やり方を部下に指導すること

で、自分の仕事のやり方を自覚し、改めて考え方やスキルを磨いていったと思う。相
手に言うことは自分自身に言うこと、相手にこうあってほしい姿は自分が目指すとこ
ろ、育てる相手は自分自身だった。
しかも、相手にも意思はあるので、素直に従うとは限らないし、反論もある。そこ

を如何に説得し､納得させるか、係長として信頼してもらえるだけの交渉術も必要であ
り、かなり押しつけがましいと自覚する私が、様子を見ながら慎重に、駄目なら駄目
で押しつけない！と、一歩引いた対応を心がけた。上司は挑む相手、同僚は助け合う
相手、部下は育てる相手と､自分の中で区分があった。

○医療対策室医事看護係長
係長２つ目の医療対策課、私は医事看護係長で部下３人だった。この係には、県立

病院看護師の幹部候補生の研修として、看護師が異動してきて事務を担当していた。
優秀だが事務処理は素人なので、仕事処理の基本から教えた。
曰く、行政が作る案なので大差はつかないだろうが、それでも３案はつくること。

一押しとするのは自分が一番好きなものを選ぶこと。自分が何故好きか、その理由を
考えていく中で理屈づけが見えてくる。また、意味のないことはしない、もしくは、
何故これをやるのか､どう使うのか、必要なその意味を押さえること､等々。

彼女は、私と３年間をともに過ごして県立中央病院に帰り、現在は、県立中央病院
の看護局長、看護師のトップである。帰った年の７月頃、一緒に飲んだ際にお礼を言
われたことが忘れられない。「道前さんの下では、常に考えろ考えろと言われ続けて
苦しかった。例えば、一緒にご飯を食べてる際に自分が人参を食べたとして､何故今、
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人参を食べたか、その理由を考えろというくらい、常に言われ続けた。その時はよく
分からなかったが、病院に帰って、部下を持ち、指導するようになって、考えろの意
味が分かった。何故こうするのか、常に考えて整理していないと、部下に指導・説明
ができない。考える癖がついてとても感謝している」。これを聞いたとき、よく理解
してくれた、よく逃げなかったと嬉しかった。
彼女も苦しかったろうが、私も教えるには承知していないと始まらないので、彼女

担当の事務を理解し、流れをどう作っていくか考えるのはなかなか負担だった。起案
文書もしっかりと読むようにした。昔から他者の起案文書でも、内容を理解しないと
自分のハンコは押さないとしていたが、それがより強化された。文章や仮名遣いはも
ちろん、内容についても、質問したり修正提案したりした。後の課で、スタッフ同士
の若い同僚などは最初は嫌がるが、そのうち私の提案を入れて修正して回した方が、
課長決裁等がスムースに行くと分かると、これでいいですかと最初に回してくるよう
になった。他者の起案文書を丁寧に読んで理解することは、自分の仕事の幅を広げ、
物知りになれる。

③状況を見極め（多様な視点）、自分で仕事の到達点を決める
＝ゴールは何か、腹をくくって自分の責任で決める

○政策企画監室副政策企画監
平成１６年、三位一体改革の大波に揺られ、激動する全国知事会を担当した。
小泉信一郎総理大臣を相手に踏ん張って闘った全国知事会、率いる会長の梶原拓岐

阜県知事は小柄ながら、人を吸引する強烈なパワーの持ち主だった。新潟で開催され
た全国知事会では、地方分権の実現を願い、全都道府県知事が本気で熱く議論した。
島根県からは担当である副政策企画監の私と政策企画局長の２人、知事と秘書との

４人で行った。初日は深夜１１時頃まで話し合い、翌日結論を出すとなってようやく
散会したが、翌日の知事コメントはどうなる、どうすると局長と顔を見合わせている
と、秘書から「直前の政策企画会議で決定した方針で行くので、それを用意しておく
ように言われた」と連絡があった。それからまた局長と２人、どの方針かを確認し合
い、私も絶対とはいえないまでも思い当たる方針は一つしかなく、不安をぬぐいきれ
ない様子の局長を説得した。島根で留守番をしている政策企画監に電話しても、深夜
でもあり携帯を切っているらしく全然出ないし、頭にきながら局長に庁内の議論の動
きを説明し、ようやく納得してもらったが、もし違っていたらと思う心と、これ以外
にはないと思う心に交互に揺れてきつかった。誰一人頼れない、局長も政策企画監も
私に委ねて、私が決断するしかない、万一違っていたら私が責任を取るしかないと覚
悟を決め、翌日に備え、寝たことを思い出す。初めて腹をくくった経験だった。
それ以後も、三位一体関係では何度か腹をくくる経験をした。知事会から情報が流

れてくると、すぐ報道もされる。じっくり考える暇もなく知事コメント案を作り、粗
粗のまま知事協議に臨み、時に政策企画監から「いやあ、私も初めて見ます」などと
言われ、裏切り者め、と歯がみもしたが、面白い日々ではあった。
当時の知事は下からの積上げも尊重するタイプで、島根県の現状、全国の状況等を

にらみながら、これから進むべき道を考え、案を作り、それに対する知事の判断をも
らうことは、手応えがあった。これまでとは異なる、新しく作っていく時代が来ると
期待して、上も下も同列に論じ合う面があった。私自身、若い頃のような独りよがり
ではなく、知事はじめ周囲の考えを考慮し、政府や全国の動きを見ながら、多様な視
点を取り込み、妥当な範囲を想定しながら作ったが、自分の読みが当たっているか、
試す面白さがあった。自分の視点を広げる良い機会になった。

○地域振興部地域政策課調整監
ＰＦＩ方式で建設・運営する新しい刑務所を浜田市が誘致し、その特区申請は県が

行うため、担当として法務省官僚と付き合ったが、理屈を飛び越えた無理難題の押し
つけに閉口した。旧弊な体質のままなのか、担当官僚の個性なのか、両方なのか。
山越え谷越え、事前調整もほぼ終わりに近いと思っていた申請期限１か月前、急に

刑務作業地となる市町を全市町村にしてくれと言われ、驚いた。警務作業は日帰りで
あり、少なくとも離島である隠岐の町村が対象外であるのは明白と思われるが、頑と
して全県を譲らず、全市町村の意見書を作成するのに会議を開催している暇はなく、
照会通知で済ませたが、あれは嫌がらせ以外のなにものでもなかった。二言目には、
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「島根は誘致だから」言うなりにするのは当然という対応をされた。言うべき反論は
きちんとした上で従ったが、これも良い経験であった。浜田市にとって交付税を背負
った２千人の受刑者がいる刑務所誘致は５年がかりの悲願であり、私も実現は必要と
思えたからこそ、数々の嫌がらせ・いじめもクリアしてやる！と受け止められた。

④自分のありよう・役回りを自覚する＝協調型ではない私
平成１９年に知事が交替し、私にとっての庁内の居心地が大きく違ってきた。
私はおとなしく控えるタイプではなく、誰に対しても自分の意見を主張していく。

調和・協調の枠に収まらず、はみ出てしまう。前の知事はそこを面白がってくださっ
たが、今の知事は後ろに控えるのが当然で、前に出るタイプは好みではない。
決定的だったのは、グループ化フラット化策への意見を、庁内課長級飲み会の際に

知事に直接述べたことだと思う。係を統合廃止して大きなグループにしたために、係
長を目前にしていた４０代が担当のままとなり、不平・不満、やる気のなさが充満し
てしまった。自分が部下を持って成長したと自覚していたので、彼らの思いに共感し
また庁内の先々が心配され、テーブルを回ってこられた知事に思わず、そういう実態
にあること、彼らの不平不満を晴らす方法を検討する必要があることを訴えた。以来
人事課が非常に冷たくなったと感じるが、それもまた当然かもしれない。
５年後くらいに地方機関から係長制が復活し、だんだん拡大されつつあるが、私の

評価は、お行儀の悪い「“危ない”道前」のまま変わらなかった。確かに知事に直訴
はルール違反かもしれないが、人事課を通して伝わるとは思えない。これに限らず言
うべきと思うことは言ってきた。一言も二言も多いと言われてきた。
今、庁内は協調・調整型が主流の予定調和世界だが、長く続く大きな組織であれば

それは当然の面もある。しかし、枠にとらわれず、議論を膨らまし、時には外にはみ
出る柔軟性も必要であり重要でもある。主流にならずとも、違う視点、異なる意見を
持つ異端の存在は貴重と考える。同調した世界では変化も進歩もない。
私は協調型にはなりきれない。だが、開き直りでも自己弁護でもなく、違った視点

は必要であり、異端も必要と思い、そういう役回りで良いと自覚している。ただ、今
思うのは、戦術はまずかったなと思う。もう少しやり方を考えて動けば、まだ聞いて
もらえていたように思える。
自分のありよう、役回りをどうするか。協調・調整型で行くのも、異端で行くのも

そのどちらもありだが、自分なりにその必要性、動き方を自覚し、何をどう実現して
いくかが重要と思う。

⑤県庁の外に出て、外部の人と交流し、異なる価値観に揉まれる
＝価値観・世界観が異なる、それぞれに輝く個性との交流
振り返って思うに、成長する一番大きな契機は、人と交流することである。それも

庁内ではなく、外部の人たちとの交流は、狭い価値観・世界観を広げてくれる。
大学院法学研究科は１０人、学部から進学した者もいれば、社会人入学生は県庁以

外に地元金融機関、ＪＥＴＲＯからの派遣、自営業、フリーター諸々と多種多様だっ
た。今でも付き合いが続く同期生がいるが、世界が違って面白い。
その大学院時代の流れで、自治体学会や政策法務研究会に先輩達と島根グループを

作って参加し、全国の自治体に勉強会仲間が存在するようになった。２０年近くたち
首都圏周辺在住の県や市の職員だった仲間の多くが、大学教員になっているのも感慨
深い。
外に踏み出し始めた頃、後に人事課長、さらに部長となった先輩から「外を見るな

外の基準を知るとダブルスタンダードになって自分が困るだけ。中しか見るな」と諭
された。私は聞かなかったけれど、確かにそういう職員が大半だ。
庁内の仕事で関わる上司・同僚・部下との交流も自分を磨いてはくれるが、所詮は

職員同士で属する世界が同じなので、癒やし・支えにはなるが、刺激は不足する。
仕事上の付き合いでも、労働委員会事務局で付き合っていただいた労働委員は、学

者、弁護士、マスコミＯＢ、労働組合連合会役員、県内企業オーナーと民間の方々で
考え方・身の処し方が異なり、世間は広いと実感した。
この３月で県庁を退職し、放送大学島名学習センターに再就職した。文部科学省や

総務省からの出向者からなる本部とは違うし、まったくの民間でもなく、大学であり
学生の世話をするところが面白い。新しい世界に期待している。
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自治体職員として「一皮むける」瞬間  ～私の場合～ 

 

倉敷市保健福祉局長   山崎  要  

１ 職員生活を分けるとすれば， 

(1) 基礎体力がついた期間          （２０歳～３４歳） 

(2) 試されながらも，チャレンジした期間  （３５歳～４９歳） 

(3) まとめの期間                     （５０歳～現在） 

 

２ 職員として仕えた６人の市長  

 
年度  市長名  前職等（前市長との関係）  

 

 
Ｓ５３年（入庁時） 大山市長  ※３市合併後の初代市長・３期１２年在任  

 

 
Ｓ５４年  滝沢市長  大山市長の助役（大山市長任期満了退任） 

 

 
Ｈ３年  渡辺市長  県会議員（滝沢市長落選） 

 

 
Ｈ８年  中田市長  渡辺市長の助役（渡辺市長死去） 

 

 
Ｈ１６年  古市市長  県会議員（中田市長落選） 

 

 
Ｈ２０年  伊東市長  古市市長の収入役（古市市長落選） 

 

 
３ ２０歳～３４歳（市職員としての基礎体力がついた期間） 

 
年度  職員歴  職位  市での職歴，異動時期    

 
Ｓ５３年  １年目  係員  ４月倉敷市入庁，５月市民部市民課戸籍事務  ※５月演劇鑑賞会入会    

 
Ｓ６０年  ８年目    ４月財務部資産税課家屋評価事務    

 
Ｓ６１年  ９年目    ※自治体学会入会    

(1) 当時を思い出すと， 

ア 市民課，資産税課の基本はルーチン業務。６年目・７年目になると，新しい刺激も少なく，モ

チベーションを維持する工夫が必要だった。 

イ 職員間の常識では，両課とも，昇格ルートに入っていない課  

(2) しかし今は，市職員として基礎体力がついた大切な経験で，良かったと思っている。 

ア 戸籍事務では，相続一式という証明事務から，日常的に戸籍簿・除籍簿を検索。合併など

で今は存在しない明治１９年式以降の旧市町村名，大字名の変遷に触れ，今の市街地からは

読み取ることができない地域の成り立ちや歴史，また，それを基礎とする住民の帰属意識に思

い至ることができた。 

イ 家屋評価事務では，毎日市内の隅々まで調査に出向くことから，市民課で頭に入れた旧市

町村名や，大字名の境界となる水路，小道を，実際に自分の目で確かめることができた。 

 

４ 上記３の期間に，私が「他流試合の場」と呼ぶ，２つの会に入会  

(1) Ｓ５３年演劇鑑賞会入会  

入庁直後，同期に誘われ入会。俳優座，文学座，民芸など新劇を中心とする著名な俳優や
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制作部など，市の職員とは異なる感覚の人たちと交流し，多くのことを学んだ。また，中心メン

バーとして，会則の制定や専従者の雇用環境の整備など，組織の立ち上げを経験した。 

(2) Ｓ６１年自治体学会入会  

入庁９年目，市の職員から受ける刺激に物足なさを感じていた頃，本屋で「自治体学会設立

総会・記念シンポジウム報告書『人と情報の連環を求めて』」と出会った。これだと思い入会。以

来，第１回徳島大会から第３１回山梨甲府大会まで連続参加  

・大森彌顧問の「自治体職員再論」１２０ページに，第１回徳島大会で「廣松伝さんの『柳川掘割

物語』をみんなで鑑賞」と紹介されているが，私もその一人  

・西尾勝顧問が「西尾私案」を表明，北海学園大学の森啓さんが本意を質した場面など，私の

ようなごく普通の市職員にとっては，夢のような議論を目撃した。 

 

５ ３５歳～４９歳（試されながらも，チャレンジした期間） 

 
年度  年数  職位  市での職歴，異動時期    

 
Ｈ ４年  １５年目    

① １０月企画部企画課兼務・倉敷市文化振興財団出向《渡辺市長公約事業》 

文化関係者，経済関係者に鍛えられる。 
  

 
Ｈ ８年  １９年目  係長級   ４月企画部企画課  行政関係者等（岡山県，ＪＲ西日本等）に鍛えられる。   

 
Ｈ１１年  ２２年目    

４月保健福祉局保健福祉推進課《中田市長公約事業》 技術系職員，保健，

福祉関係者に鍛えられる。※自治体学会岡山倉敷大会開催地側責任者  
  

 
Ｈ１３年  ２４年目    ４月倉敷市総合福祉事業団出向  医師会，福祉現場関係者に鍛えられる。    

 
Ｈ１４年  ２５年目    ※１０月  １回目の肺癌手術    

 
Ｈ１５年  ２６年目    

４月保健福祉局保健福祉推進課  ②１０月企画政策室・倉敷地域合併協議

会事務局出向《市長選争点・現職落選》  
  

 
Ｈ１６年  ２７年目    

③ １０月総務部防災対策課兼務，被災住民等に鍛えられる。 

④ １２月兼倉敷市・船穂町合併協議会事務局出向，１２月兼倉敷市・真備町

合併協議会事務局出向  船穂町，真備町の各界リ－ダ－に鍛えられる。 

  

 
Ｈ１７年  ２８年目  補佐級  ４月防災対策室兼務，⑤８月企画政策室新市建設計画推進課    

 
Ｈ１８年  ２９年目    ⑥１１月企画財政部企画課兼務，市立短期大学教授会に鍛えられる。   

 
Ｈ１９年  ３０年目    ４月総合政策局大学設置準備室兼務  《市長選争点・現職落選》   

(1) この１５年間は， 

ア 現職市長の死去や落選など，政治権力の変動があった時代。その一端は，金井利之副理事

長の共著「自治に人ありシリーズ『倉敷の町並み保存と助役・室山貴義』」にも紹介されている。  

イ １５年間で１２回の異動。そのうち，６回は年度途中の異動  

ウ 表中の〇数字は，年度途中の異動の通算回数。倉敷市の場合，多い人でも２～３回止まり。

７回は歴代最多と言われている。 

エ 渡辺，中田，古市，そして現職の伊東市長まで，連続して４代の市長の公約事業やその折々

の最重点事業を担当  

 (2)自治体学会では，Ｈ１１年第１３回岡山倉敷大会を倉敷市芸文館で開催。成行き，まさしく成行
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制作部など，市の職員とは異なる感覚の人たちと交流し，多くのことを学んだ。また，中心メン

バーとして，会則の制定や専従者の雇用環境の整備など，組織の立ち上げを経験した。 

(2) Ｓ６１年自治体学会入会  

入庁９年目，市の職員から受ける刺激に物足なさを感じていた頃，本屋で「自治体学会設立

総会・記念シンポジウム報告書『人と情報の連環を求めて』」と出会った。これだと思い入会。以

来，第１回徳島大会から第３１回山梨甲府大会まで連続参加  

・大森彌顧問の「自治体職員再論」１２０ページに，第１回徳島大会で「廣松伝さんの『柳川掘割

物語』をみんなで鑑賞」と紹介されているが，私もその一人  

・西尾勝顧問が「西尾私案」を表明，北海学園大学の森啓さんが本意を質した場面など，私の

ようなごく普通の市職員にとっては，夢のような議論を目撃した。 

 

５ ３５歳～４９歳（試されながらも，チャレンジした期間） 

 
年度  年数  職位  市での職歴，異動時期    

 
Ｈ ４年  １５年目    

① １０月企画部企画課兼務・倉敷市文化振興財団出向《渡辺市長公約事業》 

文化関係者，経済関係者に鍛えられる。 
  

 
Ｈ ８年  １９年目  係長級   ４月企画部企画課  行政関係者等（岡山県，ＪＲ西日本等）に鍛えられる。   

 
Ｈ１１年  ２２年目    

４月保健福祉局保健福祉推進課《中田市長公約事業》 技術系職員，保健，

福祉関係者に鍛えられる。※自治体学会岡山倉敷大会開催地側責任者  
  

 
Ｈ１３年  ２４年目    ４月倉敷市総合福祉事業団出向  医師会，福祉現場関係者に鍛えられる。    

 
Ｈ１４年  ２５年目    ※１０月  １回目の肺癌手術    

 
Ｈ１５年  ２６年目    

４月保健福祉局保健福祉推進課  ②１０月企画政策室・倉敷地域合併協議

会事務局出向《市長選争点・現職落選》  
  

 
Ｈ１６年  ２７年目    

③ １０月総務部防災対策課兼務，被災住民等に鍛えられる。 

④ １２月兼倉敷市・船穂町合併協議会事務局出向，１２月兼倉敷市・真備町

合併協議会事務局出向  船穂町，真備町の各界リ－ダ－に鍛えられる。 

  

 
Ｈ１７年  ２８年目  補佐級  ４月防災対策室兼務，⑤８月企画政策室新市建設計画推進課    

 
Ｈ１８年  ２９年目    ⑥１１月企画財政部企画課兼務，市立短期大学教授会に鍛えられる。   

 
Ｈ１９年  ３０年目    ４月総合政策局大学設置準備室兼務  《市長選争点・現職落選》   

(1) この１５年間は， 

ア 現職市長の死去や落選など，政治権力の変動があった時代。その一端は，金井利之副理事

長の共著「自治に人ありシリーズ『倉敷の町並み保存と助役・室山貴義』」にも紹介されている。  

イ １５年間で１２回の異動。そのうち，６回は年度途中の異動  

ウ 表中の〇数字は，年度途中の異動の通算回数。倉敷市の場合，多い人でも２～３回止まり。

７回は歴代最多と言われている。 

エ 渡辺，中田，古市，そして現職の伊東市長まで，連続して４代の市長の公約事業やその折々

の最重点事業を担当  

 (2)自治体学会では，Ｈ１１年第１３回岡山倉敷大会を倉敷市芸文館で開催。成行き，まさしく成行

 

 
 

きで開催地の代表として大会運営に参加。全国各地に多くの繋がりができた。 
(3)Ｈ１４年１０月肺癌発症。主治医から再発の可能性があると告知。人事的な救済を期待したが，

度重なる人事異動。私の精神力と仕事のバランスが崩れたこの時期は，本当にきつかった。 

 

６ ５０歳～現在まで（まとめの期間） 

 
年度  年数  職位  市での職歴及び，異動時期    

 
Ｈ２０年  ３１年目  課長級  

⑦８月企画財政部まちづくり推進課  《市長選争点・現職落選》かつて鍛え

られた経済・文化等の関係者に助けられる。 
  

 
Ｈ２３年  ３４年目  次長級  ４月企画財政部企画経営室長。かつて鍛えられた関係者に助けられる。   

 
Ｈ２５年  ３６年目  部長級  

４月保健福祉局子ども未来部長  《伊東市長・公約筆頭事業》 

※１２月  ２回目の肺癌手術  
  

 
Ｈ２８年  ３９年目  局長級  ４月保健福祉局長    

この９年間は， 

ア かつて鍛えてもらった関係者に再会すると，人事異動のため一旦途絶えた関係が瞬時に甦り，

今度は助けていただき仕事をしている。 

イ 若いときは，役所の看板，役所の力を借りて仕事をしていたが，この９年間は，仕事を通して，

私個人に蓄積された人と人との繋がりで仕事をしていると思うことが多くなった。  

 

７ 一皮むけた瞬間  

この分科会のテーマとして，自分でもはっきり意識した出来事を２つ紹介したい。  

(1) Ｈ４年１０月の財団法人倉敷市文化振興財団での経験  

ア 文化振興財団の設立は，前年，激しい市長選挙を勝ち抜き就任した渡辺新市長が強力に推

し進めた全職員注目の事業。そこに，無名のヒラ職員を年度途中の一本釣り人事で起用。重

圧の中，結果を出したことで，自分の「耐力」を確認した。  

イ 一任されたチケット販売は，市の職員には勝手の違う分野だが，私には演劇鑑賞会の活動の

延長線上にあった。舞台芸術の作法にも戸惑いはなく，個人的にも相談できる専門家がいた。 

ウ 唯一困ったことは，趣味の世界が公務と重なったときの公私の別。時に競合することもあり，正

直この時期少し疎遠になった人もいた。 

エ チケット販売は，演劇や音楽の公演毎に概ね６か月を単位に販売計画を立て，最後に売上枚

数という明快な数字で結果が出る，超短期のＰＤＣＡサイクルの業務。これを年間４０回程度繰

り返した。アイデア倒れに終わった公演もあったが，時にはコントロールがきかない程売れた公演

もあった。市職員として，これほど明快なＰＤＣＡサイクルの仕事に就けるチャンスは滅多にない。

今思い出しても、面白い仕事だった。 

(2) Ｈ２０年８月のまちづくり推進課長への異動  

ア 私は，１９９３年第７回東京大会で墨田区の村瀬誠さんから頂いた「自治体職員は，担当業務

のルーチンに組み込み，品質管理をすること」という問い掛けに対し，事務系職員である自分に

置き換えた場合の答えをここまで１５年間模索してきた。 
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イ ここに至り，事務系職員の仕事の本質は「自治の仕組みづくり」にあると答えを出した。 

ウ すると，こじれた仕事も，経験のない仕事も，年度途中の異動も，ごくごく普通のことと思えるよう

になった。 

  

８ まだ現役役であるが，役所人生を振り返ると 

(1) 私の経歴は，Ｈ４年１０月の人事異動を境に劇的に変化し，戻ることはなかった。 

(2) この人事異動はまったく私の預かり知らない①市長の交代による権力の移動，②直属の係長

と係長の元上司の企画部長との人間関係，③市が求めた能力がチケット販売というレアなもの。

この３つがたまたま私の上でクロスし，無名の私に白羽の矢が立った。 

(3) この時から，個人の自主活動だった「演劇鑑賞会」と「自治体学会」が，今に至るまで仕事と深

く関連し，他の職員にない私個人のアドバンテージとなっている。 

(4) 異動のきっかけをつくり，快く送り出していただいた係長とは，その後ご一緒する機会はなかっ

た。この上司との出会いがなければ，今の私はない。役所人生最大の恩人と思っている。 

 

９ 私が伝えたいこと，それは「抜く」です。 

（1） 「抜く」は，人の体に例えれば静脈に相当し，動脈は「攻め」に相当すると思っていただきた

い。 

（2） 実力や魅力に溢れた先輩が懸命に取り組んでも解決しなかった事例を幾つも見てきた。なぜ

かと考える中，出会ったのが佐賀大学の上原先生が示された「『抜く』技術」の視点。先生は，

著書の中で「成長する人や組織，製品には絶妙な「抜き」がある。」と説かれている。 

（3） 人の体が動脈と静脈の両方が機能し初めて成り立つと同じように，我々の仕事も「『抜く』技

術」の視点で見ると，「攻め」と「抜く」のバランスがあって初めて成り立つものと気付かされた。 

（4） 確かに，「攻め」は膨大な摩擦エネルギーを発生する。工学の世界では同時に，このエネルギ

ーの逃げ道を作っている。人の世も，同じ配慮，同じ工夫がいると考えた。 

（5） 以来，私は「攻め」と同時に「抜く」ことを意識してきた。すると，「抜く」ことを考える「心のゆと

り」，この「ゆとり」そのものが事を良い方向に導いてくれることも見えてきた。 

(6) 最後に「攻め」では，「旗印」の存在。関係者がこの「旗印」の下でならと受け容れ，事が進むと

き，迷ったとき，混乱したとき，再び戻ることのできる「旗印」。この「旗印」の提示こそ，「助っ

人」・「調整役」人生の醍醐味だったと思う。 

 

１０ 終わりに 

倉敷市の３，４００人規模の職員数があると，職員間の人間関係だけを考え，金太郎飴のような均

質で居心地のよい役所空間で役所人生を過すことも可能  

私は，そこに物足りなさを感じ，市役所の外に刺激を求めてきた。３９年経って見ると，２つの他流

試合の経験と市の経験が私の中で相互に作用し，混然一体となって，今の私の力となっている。  

私の発表が，自分自身を育てるため「今，何をするか」，を考える出発点となれば幸いです。 
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イ ここに至り，事務系職員の仕事の本質は「自治の仕組みづくり」にあると答えを出した。 

ウ すると，こじれた仕事も，経験のない仕事も，年度途中の異動も，ごくごく普通のことと思えるよう

になった。 

  

８ まだ現役役であるが，役所人生を振り返ると 

(1) 私の経歴は，Ｈ４年１０月の人事異動を境に劇的に変化し，戻ることはなかった。 

(2) この人事異動はまったく私の預かり知らない①市長の交代による権力の移動，②直属の係長

と係長の元上司の企画部長との人間関係，③市が求めた能力がチケット販売というレアなもの。

この３つがたまたま私の上でクロスし，無名の私に白羽の矢が立った。 

(3) この時から，個人の自主活動だった「演劇鑑賞会」と「自治体学会」が，今に至るまで仕事と深

く関連し，他の職員にない私個人のアドバンテージとなっている。 

(4) 異動のきっかけをつくり，快く送り出していただいた係長とは，その後ご一緒する機会はなかっ

た。この上司との出会いがなければ，今の私はない。役所人生最大の恩人と思っている。 

 

９ 私が伝えたいこと，それは「抜く」です。 

（1） 「抜く」は，人の体に例えれば静脈に相当し，動脈は「攻め」に相当すると思っていただきた

い。 

（2） 実力や魅力に溢れた先輩が懸命に取り組んでも解決しなかった事例を幾つも見てきた。なぜ

かと考える中，出会ったのが佐賀大学の上原先生が示された「『抜く』技術」の視点。先生は，

著書の中で「成長する人や組織，製品には絶妙な「抜き」がある。」と説かれている。 

（3） 人の体が動脈と静脈の両方が機能し初めて成り立つと同じように，我々の仕事も「『抜く』技

術」の視点で見ると，「攻め」と「抜く」のバランスがあって初めて成り立つものと気付かされた。 

（4） 確かに，「攻め」は膨大な摩擦エネルギーを発生する。工学の世界では同時に，このエネルギ

ーの逃げ道を作っている。人の世も，同じ配慮，同じ工夫がいると考えた。 

（5） 以来，私は「攻め」と同時に「抜く」ことを意識してきた。すると，「抜く」ことを考える「心のゆと

り」，この「ゆとり」そのものが事を良い方向に導いてくれることも見えてきた。 

(6) 最後に「攻め」では，「旗印」の存在。関係者がこの「旗印」の下でならと受け容れ，事が進むと

き，迷ったとき，混乱したとき，再び戻ることのできる「旗印」。この「旗印」の提示こそ，「助っ

人」・「調整役」人生の醍醐味だったと思う。 

 

１０ 終わりに 

倉敷市の３，４００人規模の職員数があると，職員間の人間関係だけを考え，金太郎飴のような均

質で居心地のよい役所空間で役所人生を過すことも可能  

私は，そこに物足りなさを感じ，市役所の外に刺激を求めてきた。３９年経って見ると，２つの他流

試合の経験と市の経験が私の中で相互に作用し，混然一体となって，今の私の力となっている。  

私の発表が，自分自身を育てるため「今，何をするか」，を考える出発点となれば幸いです。 
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ふるさと納税について 
北海学園大学法学部  横山純一 

 
１ 総務省ふるさと納税調査結果（２０１７年７月４日と２０１７年７月２８日総務省発

表、「北海道新聞」２０１７年７月４日夕刊、２０１７年７月２９日朝刊を参照） 
（１）２０１６年度個人住民税寄付総額２８４４億８８７万円（前年度比１・７倍）、寄付

件数は１２７１万件（前年度比１・８倍） 
（２）２０１７年度個人住民税減収額１７６６億６０００万円（前年度比１・８倍） 
（３）個人住民税寄付額（２０１６年度）が１位は北海道の２７１億円 
（４）２０１７年度個人住民税減収額が１位は東京都の４６６億２０００万円、２位は神

奈川県の１８７億６０００万円、３位は大阪府の１５０億８０００万円、４位は愛知県の

１２８億５０００万円、９位は北海道の４０億４０００万円。４都府県で減収額の半分を

占める 
（５）２０１６年度ふるさと納税による寄付受入額から２０１７年度の住民税減収額を差

し引いた額を都道府県（都道府県と市区町村の合計）ごとにみれば、１位が北海道の２３

１億円の黒字（寄付額２７１億円）、２位は山形県の２２０億円の黒字、３位は宮崎県の２

００億円の黒字、赤字のトップは東京都の４５８億円の赤字、２位は神奈川県の１３８億

円の赤字、３位は愛知県の８８億円の赤字 
（６）寄付の見返りに送られる返礼品にかかわる調達額の寄付受入額に占める割合は前年

度とほぼ同じ３８・４％ 
 
２ ふるさと納税寄付額と件数（金額の多い順）（２０１６年度寄付総額） 
宮崎県都城市７３億３３００万円、５２万８２４２件（宮崎牛、焼酎） 
長野県伊那市７２億５００万円、５万９０８４件（家電製品） 
静岡県焼津市５１億２１００万円、２３万１２４４件（マグロ、カツオ） 
宮崎県都農町５０億９００万円、２５万７２６８件（宮崎牛、楽天ポイント１０％還元） 
佐賀県上峰町４５億７３００万円、２７万２２６５件（佐賀牛） 
熊本県熊本市３６億８６００万円、６万９４７３件（復興支援向けの寄付） 
山形県米沢市３５億３１００万円、３万５５７４件（パソコン、米沢牛？） 
大阪府泉佐野市３４億８４００万円、２１万６６５１件 
山形県天童市３３億５８００万円、２０万１９２５件（サクランボ、モモ） 
北海道根室市３３億７００万円、１６万５７９７件（花咲ガニ、ウニ、さんま） 
千葉県勝浦市２９億７３００万円、３万９３４４件 
長野県小谷村２７億６２００万円、４万３４７９件 
岡山県備前市２７億４４００万円、３万１７３５件 
静岡県藤枝市２６億４９００万円、７万１３５件 
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北海学園大学法学部  横山純一 
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岡山県備前市２７億４４００万円、３万１７３５件 
静岡県藤枝市２６億４９００万円、７万１３５件 

長崎県佐世保市２６億１５００万円、１０万１６４９件 
大分県国東市２４億９３００万円、５万５４１４件 
山形県寒河江市２３億２７００万円、９万４６８５件 
鹿児島県志布志市２２億５３００万円、９万９２６９件 
北海道上士幌町２１億２５００万円、９万５１０７件（特産和牛） 
高知県奈半利市２０億４０００万円、１０万６５３５件 
（上位２０位のうち、山形県は３市が入る） 
 
３ 北海道の２０１６年度ふるさと納税上位１０自治体 
根室市３３億７００万円、１６万５７９７件、花咲ガニ、ウニ、さんま 
上士幌町２１億２５００万円、９万５１０７件、和牛、スイーツ 
八雲町１１億４８００万円、１０万９１１件、カニ、ハム 
稚内市１０億７５００万円、６万７９２件、ホタテ、たこしゃぶセット 
白糠町８億１８００万円、４万１６８３件、シシャモ、いくら 
森町８億６００万円、６万８１９７件、カニ、ホタテ 
網走市７億３５００万円、１万７４４７件、カニ、いくら 
寿都町７億１９００万円、６万４０１０件、いくら、ウニ 
白老町５億９０００万円、５万９７２件、白老牛、虎杖浜のたらこ 
当別町５億８４００万円、４万２１３０件、チョコレート、トウモロコシ等野菜 
 
４ 自治体の寄付額の使い方 （上士幌町の場合） 
（１）上士幌町の２０１５年度決算―地方税収入額７億円（歳入総額７９億円の８・８％）、

寄付金総額１５・６億円、人口数４７６５人（２０１５年国調） 
（２）寄付金は返礼品などの必要経費を差し引いたのち、一度基金に積み立ててから必要

に応じて各種事業に使う 
（３）寄付には４種類ある。一般寄付、指定寄付（子育て教育）、指定寄付（商工観光、医

療介護福祉、農林業など）、指定寄付（第３音更川橋梁補修） 
（４）指定寄付（第３音更川橋梁補修）―寄付のあった年度中に「旧国鉄士幌線コンクリ

ートアーチ橋保存基金」に積み立て、将来の補修工事費用に充当 
（５）指定寄付（商工観光、保健医療介護福祉、農林業など）―寄付者の指定する使い道

の意向に沿った事業に対して、基金を原資として不足分は一般財源を充当 
（６）一般寄付（町にお任せ）及び指定寄付（子育て教育関係）―上士幌町ふるさと納税・

子育て少子化対策夢基金に積み立てたのち、外部選考委員会の審議を経て寄付金を活用す

ることが決定した事業に充当 
（７）２０１６年度のふるさと納税を基にした２０１７年度事業への充当予定―寄付金活

用額は子育て・教育が１億４１５１万円、保健医療介護福祉が１億３１６４万円、商工観
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光が５６５０万円、農林業が９０００万円、第３音更川橋梁補修事業が３６４０万円 
（８）分野別にみた２０１６年度のふるさと納税を基にした２０１７年度事業への充当予

定寄付金活用額の主な事業 
ア 子育て教育 
高校までの医療費助成事業１９３万円―従来は中学生までだった事業を高校生まで拡大 
子育て支援スタンプ事業６１３万円―子育て支援カードを発行し、満点で５０００円の商

品券と交換 
公営塾開設事業６１０万円―中学生のための公設塾を開催し保護者負担軽減を図る 
子どもの学び充実事業４４３５万円―小学校の少人数学習や児童の心のケアのため教職員

を配置 
認定こども園保育料無料化事業３００１万円―認定こども園の保育料の完全無料化 
 
イ 保健医療介護福祉 
三愛介護サービス事業８５７万円―要支援者等に対する生活支援サービスの提供 
高齢者等福祉サービス助成事業２１４６万円―高齢者等への福祉サービス事業助成 
高齢者等福祉サービス運行事業１０００万円―高齢者等の外出支援を目的としたバスの運

行 
障害者地域生活支援事業５００万円―障がいのある方の地域生活支援 
 
ウ 商工観光 
移住促進二地域居住事業１２００万円―移住定住促進のための生活体験用住宅の整備等 
ぬかびら源泉郷冬季観光客誘致事業１００万円―冬季観光客誘致活動 
 
エ 農林業 
長いも振興対策事業１００万円―長いも生産の振興対策 
資源循環型農業推進事業１８０万円―有機物を利用した農業の推進 
酪農ヘルパー組合助成事業３６５万円―酪農業の労働力対策 
 
オ 第３音更川橋梁補修事業３６４０万円―第３音更川橋梁の補修工事費用の積み立て  
 
５ ふるさと納税の利点 
（１）地域振興のためには、ふるさと納税という方法ではなく現行の確立している財政制

度の充実の中で行うことが本来のありかた 
（２）しかし、現実論的には、自治体は地域振興を図るためのツールの一つとしてふるさ

と納税を活用することが望まれる 
（３）返礼品は地域の魅力の発信に一役買うし、産業振興や雇用の増加につながる側面が
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度の充実の中で行うことが本来のありかた 
（２）しかし、現実論的には、自治体は地域振興を図るためのツールの一つとしてふるさ

と納税を活用することが望まれる 
（３）返礼品は地域の魅力の発信に一役買うし、産業振興や雇用の増加につながる側面が

ある 
（４）ふるさと納税制度を活用するために自治体は地域の魅力発信や地域のＰＲに努力す

る 
（５）条例などで使途を限定している自治体もあり、使い道に寄付者が関与することがで

きる 
（６）生まれ故郷を離れても、ふるさと納税を通して生まれ故郷の自治体に貢献できる 
 
６ ふるさと納税の課題と展望 
（１）ふるさと納税の競争過熱で、返礼品が豪華になる 
（２）富裕層の節税対策になっている 
（３）「応援したい地域に寄付するという制度の本来の趣旨からずれている」との批判、「２

０００円で豪華な返礼品がもらえる制度」との批判がある 
（４）返礼品への総務省の対応（２０１７年４月）―寄付額の３割以下との目安の設定、

商品券や家電の全廃、約１００自治体へは改めて見直しを求める 
（５）「地元の基幹産業を支援」ということで家具や真珠を返礼品として扱い続ける自治体

もある 
（６）返礼品額の制限―３割以下という総務省の方針は当面支持できるし、返礼品の種類

の制限も地域の事情を踏まえながら行う必要がある。地域に工場がある市町村の家具・家

電などは難しい判断となるが、地域の特産物は農林水産物だけではなく、地域の木工製品

等の工業製品があってよいはずである 
（７）受益者負担の原則の観点からは逸脱。ふるさと納税を利用する人は利用しない人よ

りも安い納税額で居住地の住民サービスを受けられることになる 
（８）今後大都市圏の自治体の対応いかんでは（大都市圏自治体のふるさと納税への取り

組みの飛躍的な加速等）、ふるさと納税は地方圏自治体に有利にならなくなるおそれもある 
（９）ふるさと納税は根本的な地域振興や地域間格差是正のための対策ではないというこ

とを認識したうえで、自治体はこのようなツールを使う必要がある 
 
７ 普通交付税とふるさと納税 
（１）寄付者の在住する自治体では、基準財政収入額が住民税の減少分の７５％分減少す

る。交付団体では住民税の減少分のうち７５％分は交付税が増加することにより補われる

が、残りの２５％分は当該自治体の減少分となる（つまり、当該自治体ではふるさと納税

の２５％分が減少する） 
（２）寄付受領自治体では、基準財政収入額に当該寄付金収入は算入されない。寄付金を

受けた分交付税が減少することはなく、寄付金額全額が収入増となる 
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恐怖の制度「ふるさと納税」 
奪わなければ、奪われる 

                     地方自治ジャーナリスト 葉上太郎 
 
総務省が公表したデータをもとに、２０１５年度のふるさと納税の寄付額と控除額の自

治体別収支を計算すると、全国１７４１の市区町村のうち５２５団体で赤字になっていた

ことが分かった。そのうち過疎自治体は２２もあった。 
ふるさと納税は、都市部に人口を吸収されるなどして、地域の運営がきびしくなりつつ

ある「地方」の自治体に、その出身者やゆかりの人が、恩返しや支援の意味を込めて寄付

をする制度だ。少なくとも発足時点はそう企図された。 
とするならば、人口減少に悩まされている過疎自治体の収支は、当然プラスになるはず

だ。にもかかわらず、赤字になってしまった。ここに、ふるさと納税制度が抱える問題点

が凝縮されている。 
 収支が赤字になった自治体を見ていくと、返礼品に力を入れていないか、返礼をしてい

ない団体が多いことに気づく。２２の赤字過疎自治体もそうだった。 
 そうした中には人気の特産品が多く、もし返礼品に力を入れれば、「寄付」が集まるのは

確実な自治体がいくつもあった。 
しかし、担当職員は悩んでいた。豪華な返礼品を餌にして、物欲にかられた人々からカ

ネを集めるのは、自治体としてあるべき姿か。それは「寄付」と言えるのか。そもそも「寄

付」の原資は、他の自治体に入るべき税なのである。 
 担当職員の中には滞納整理の厳しい徴収の現場を経験した人が少なくない。文字通り血

税たる１円の重みを知っているからこそ、ふるさと納税制度への疑問が膨らんでいた。 
しかし、「良識ある職員」にも限界があった。手をこまねいていれば、豪華な返礼品で何

億円も寄付を集めまくる自治体に奪われるだけなのである。ふるさと納税で、返礼品欲し

さに寄付をするのは、都市部の住民だけではない。いわゆる田舎の住民にも、返礼品を手

に入れたいという欲望がある。そうした住民が増えれば増えるほど、その自治体の収支は

赤字になる。ところが責められるのは、返礼品目的で寄付をする住民ではなく、返礼で釣

って寄付を集めない職員だ。 
「お前らが返礼品を豪華にしないから赤字なった。担当者が補填しろ」と苦情の電話を

する市民もいる。 
そうした声に押されるようにして、赤字の自治体が次々と返礼品競争に参入していった。 
ふるさと納税は、制度が悪いと、よく指摘される。制度が悪ければ、人間は皆、良識を

奪われてしまうのか。自治体の返礼品競争への参入状況を見ていると、残念ながらそう言

わなければならない。 
私達はこの制度から、人間とは何か、自治体の行動原理とは何かという根源的な問題を

突きつけられるのである。 
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に入れたいという欲望がある。そうした住民が増えれば増えるほど、その自治体の収支は

赤字になる。ところが責められるのは、返礼品目的で寄付をする住民ではなく、返礼で釣

って寄付を集めない職員だ。 
「お前らが返礼品を豪華にしないから赤字なった。担当者が補填しろ」と苦情の電話を
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分科会７・概要（追加版） 

会員必見！研究活動の進め方 

～実践から研究へ・研究から実践へ～ 
 
分科会のプログラムと報告者 

１ イントロダクション「入門・研究活動の進め方－公募論文突破法ってあるの？」 

◎礒崎 初仁 （いそざき・はつひと） 中央大学法学部教授、自治体学会研究支援部会長 

 

２ 基本報告「自治体職員が取り組む研究活動－その意義と方法」 

◎田中 富雄 （たなか・とみお） 大和大学政治経済学部准教授、元三郷市職員 

 

３ 体験報告「一自治体職員の論文取組報告」 ★新たなご報告者が決定！ 

◎粕谷 美路（かすや・みろ） 横浜市役所経済局ライフイノベーション推進課 課長補佐 

 横浜市生まれ。大学（法学科）卒業後、約２年間オフィス家具メーカーで営業に従事。営業職は性に合い

充実してはいたものの、将来の生活（出産後の仕事との両立）や、関心のあった都市の色彩計画や緑政業務

に従事したいとの考えから、1999年横浜市役所入庁（総務、行政改革、保育、個人情報保護等の業務に従事。

2017年度から現職）。入庁後から現在まで営業時代の業務方法を基本に業務に従事。保育業務に従事してい

た際に行革の知識を活かした課題の解決に挑戦する機会を得て実践し、社会人になって初めての論文投稿に

至る。また、論文をきっかけにして保育関係の社会福祉法人の評議員に就任。８歳と５歳の男児の母で現在

も育児奮闘中。 

 ※粕谷氏は、公募論文「横浜市栄区における保育資源のネットワーク化の試み」が『自治体学』VOL.27-1(2013

年 9月)に掲載され、2014年度「自治体学研究奨励賞」を受賞された。 

 

４ ミニ・ワークショップ「日頃の疑問をどう研究成果につなげるか」 

グループに分かれ、①研究テーマをどうやって見つけるか、②どうやって研究成果（報告・論文）にす

るか等について意見交換を行う。その結果を全体で共有し、研究活動の進め方について考える。 

 ◎進行：礒崎初仁（前出）   ◎コメンテーター：田中富雄（前出）、粕谷 美路（前出） 

 ◎コーディネーター：鈴木洋昌（川崎市）、大澤幸憲（神奈川県）ほか研究支援部会員 

 

＜個別相談会＞分科会の最後に、研究支援部会員が個別相談に応じます。特に公募論文への応募を検討して

いる方は、ぜひ、ご相談ください。 

 

■出演者からのコメント（追加） 

〇粕谷 美路 

 実は、以前にも理論を実践しようとしたことがありました。１つは米国で功を奏した行革の取組

でしたが、ニーズがなかったのか私が異動で不在になると自然消滅してしまいました。もう１つは、

保育業務で行革の知識を活かした提案でしたが現場の意見に沿わない内容だったために実践には

至りませんでした。こうした経験から明確に意識するようになったのは、理論を実践しようとする

際は「ニーズ」「現場の意見」をうまく融合させる必要があるということです。このように壁にぶ

つかる経験を重ねたせいか最近「そうやって仕事をやるのか」と同僚に言われることが増えました。

知識とともに壁を超えようとする努力・工夫が実践に大切だと感じています。 
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２ 基本報告 

         「自治体職員が取り組む研究活動－その意義と方法－」 
 

田中富雄(たなか・とみお） 
(大和大学政治経済学部、元三郷市職員) 
 

◎はじめに 
 何が誤った政策なのかを一概にいうことは容易でないと思います。しかし、取り組んだ
政策が誤った政策である場合、その政策に熱心に取り組めば取り組むほど誤りが進んでし
まいます。そのことを防ぐためには、最先端の理論と実践の取り組みを学び、その上で地
域に合った政策づくりと政策実現のための方策を考え実践することが求められます。そこ
では、研究活動が大きな役割を果たすことになります。自治体学会にふさわしい「研究活
動（研究発表や研究論文執筆）の進め方」について考えてみましょう。 
 
◎議会も行政も政策過程のどこかで間違う可能性がある 
 適正な政策には、政策の内容についての知識と政策のプロセスについての知識の両方が
必要であるといわれています。しかし、いずれのどこかで間違いが生じる可能性がありま
す。 
 その間違いが生じてしまうことにつながるものとして、政策の複雑性、政策の悪構造、
心の動き、言語の特性について考えてみます。 
 
・政策の複雑性 

   全体性（全体の構造を考えないで実施する政策は効果的でない） 
   相反性（１つの政策に取り組むことで反作用が出てしまう） 
   主観性（人により考え方が異なる） 
   動態性（政策を取り巻く環境が時間とともに変化する） 
 
・政策の悪構造 

   意思決定者（多数） 
   代替案（多数） 
   目標・価値（不明確・複数、コンフリクト） 

結果（不確実） 
確率（計算不可能、未知） 
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・政策の複雑性 
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・心の動き 
  自己レベル（自己認識、自己評価） 
  対人レベル（好意、嫌悪、対立、協同、支配、服従、嫉妬、攻撃） 
  集団レベル（同調、反発） 
  文化レベル（社会化プロセス、メディア） 
 
・言語の特性 
  国際性（どのような言語を話すのか） 
  地域性（同じ言語であっても、方言で語彙やイントネーションの違いがないか） 
  職域性（その職場で短縮化した略語等を使用していないか） 
  専門性（用語、定義、用い方） 

 
◎どのように研究し、どのように実践すればよいのか 
（ここでは、どのように研究すればよいのか） 
 ・どのように取り組むか 
Ａ フォーマルな組織の中で取り組む 
Ｂ インフォーマルな組織（職場）の中で取り組む 
Ｃ インフォーマルな組織（職場外）の中で取り組む 
Ｄ 個人として取り組む 

 
・研究テーマについて 
 Ａ 今の仕事に関連した 
 Ｂ これまでの仕事に関連した 
 Ｃ 仕事として担当したことはないが関心がある 

 
 ・まずは、研究をスタートさせる 
   取り組んでみたいテーマについて 
   やれる範囲で（先行研究を読む、資料を読む） 
   報告や論文執筆に関する知識を身につける 
   自分の論文執筆に参考となりそうな論文を見つける 
   実践をしながら、実践と研究の双方に直接、間接に役立つ報告や論文執筆を行う 
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 ・イメージがつかめたら・・・ 
   テーマを絞る（何を明らかにしたいのか） 
   論文の構成（形）を考える 
   構成に沿って骨格を５００字や３,０００字で書いてみる 
   論文の作法を顧みる 
 
 ・あらためてテーマについて 
   自治体に関するテーマを期待する 
   総合性、地域性、先端性の視角から地域をとらえるテーマに期待する 
 

※政策基盤としての地域学 
     政策基盤（政策の実現に必要な政策ないし政策過程に共通して必要なもの） 
 
 ・事実をどう見て、どう分析するか 
   通時 

共時 
相関 
因果 

    
 
◎研究会等での報告（口頭報告） 
 ・研究成果を全力でまとめる(フルペーパー等の作成も) 
 ・報告時間等の確認、再確認 
 ・会場の場所、会場への交通機関、会場レイアウト、使用できる機器、参加者数等の確
認 

 ・報告資料の作成 
 ・事前のテスト報告の実施 
 ・報告資料の修正 
 ・報告資料の印刷 
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３ 体験報告 

平成29年８月 26日

研究報告「一自治体職員の論文取組報告」

横浜市役所経済局課長補佐（ライフイノベーション推進課担当係長）粕谷 美路

１ 論文投稿のきっかけ（平成 15年）
・ ごく普通の職員
・ 平成15年に行政改革の部署に異動
・ 行革関係の他自治体職員との交流の機会（スキルアップのために論文投稿を勧められる）
・ 深夜帰りもたびたびの繁忙状況
・ 行革の勉強に注力
・ 行政改革の取組内容記載の難しさ

２ 論文投稿の題材との出会い(平成 19年)
・ 保育業務の局から区への業務移管（平成16年）→ 区の保育行政は発展途上段階
・ 看過できない課題と多く出会う
・ ２度の失敗事例 → ニーズがあるかどうか、現場の意見に即しているか が重要
・ 仮説を実践に移せる立場と機会
・ 課題解決 → 営業時代からの視点

３ 論文記載への挑戦(平成 21年)
・ 平成20年１月から産育休・平成 21年 12 月に復職
・ 育児のため配慮していただいた部署
・ 昼休みにこつこつ執筆
・ 壁 ― 検証が十分できない状況
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・ 育児のため配慮していただいた部署
・ 昼休みにこつこつ執筆
・ 壁 ― 検証が十分できない状況

４ 記載後の苦労
・ 検証が課題
・ 数名の方に添削をしていただく ← スポーツの経験から
・ 何度もの修正指示に投稿を断念することを検討 → 打たれ強さが必要
・ ダメ元で投稿

５ 論文投稿をしてみて良かったこと
・ 当時の記録を残すことができる。
・ 状況を俯瞰してみることができる。 → 訓練
・ 保育関係の社会福祉法人から評議員のお誘いを頂いた → 新たな勉強
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【マッセＯＳＡＫＡ 政策形成実践研修の可能性】 

 
岸和田市福祉部 生活福祉課 名加 夢子 

 

 自治体学会へ参加する機会があるとは夢にも思っていなかったので、このような経験が

できることを大変うれしく思っています。 
 
 昨年、大阪府市町村振興協会（マッセＯＳＡＫＡ）の政策形成実践研修へ参加させてい

ただいた経験は、私の行政職員としての意識を大きく変えたと思います。私は当時、上下

水道局総務課の企画担当へ配属されていましたので、「企画」というものについて自分自身

スキルアップしたいと考えており、上記研修の案内を見つけて参加させていただいたとい

う経緯があります。 
 
政策形成実践研修での活動について簡単にご説明します。 

モデルタウンにとって実施する価値のある政策を提言するために、3カ月にわたってチーム
活動と講義を通して提言する政策についてチームで検討を重ねました。また、モデルタウ

ンの首長に直接話を聞く機会もあり、必要に応じて視察に赴きました。そして、最終日に

は首長に政策提言を行いました。 
チーム活動では、首長の実現したいまちづくりを進めるためにはどのような方法がある

のか毎回議論が尽きず、研修時間終了後も場所を変えてチームで議論を続けたことは、今

では良い思い出になっています。何度も壁にぶつかりましたが、その度にチームの誰かが

データを探してきてくれたり、改めて違う視点から考え直すことで前進することができま

した。チームのメンバーはお互い違う自治体の職員であり階級も異なりましたが、チーム

一丸となって研修最終日まで走り続けることができました。 
 
本研修を通して、自分自身やチームが成長し、また実践的な政策形成スキルを身に着け

ることができたと感じています。研修による人材育成はどこの自治体でも行っていますが、

これまで私が参加した研修の経験から、研修効果が当日限りで終わってしまうものも多い

と感じています。研修での学びが、次の日には参加者の頭の中から砂時計の砂が落ちてい

くイメージといいましょうか、すーっと消えていく経験が私自身にもあります。その点か

ら、今回の政策形成実践研修では研修の効果を直接的に政策づくりに結びつけることがで

きる研修内容であったと考えています。分科会での意見交換を通して、研修の成果を政策

づくりに活用するにはどうすればよいか検討していきたいと思います。 
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研究発表セッション：司会、コメンテーター及び報告者一覧表 

 
 
◆研究発表セッション A 都市再生、まちづくり 
 司会：山梨県立大学国際政策学部総合政策学科１年 高橋柚奈 
 コメンテーター：帝塚山大学名誉教授 中川幾郎 
 
 A-1 神山智美  

 私人所有の荒廃建物に対する自治体の介入：日米法比較 

 A-2 岩淵 泰・室貴由輝 
 地方創生時代における学びのまちづくり－岡山県矢掛町における YKG60 の活動－ 

 A-3  青木かな子 
        音楽のまちづくりに取り組む自治体の研究 －神奈川県川崎市を事例に－ 
 A-4 金井文宏・稲田暁・曽我眞司 
     「ニアイズベター」を支える地域組織・中間支援・行政 
 
◆研究発表セッション B  議会、自治体財政、行政改革 
 司会：電力中央研究所 主任研究員 村中洋介 
 コメンテーター：法政大学副学長・法学部 教授 廣瀬克哉 
  
 B-1  寺本香織 

 特別区議会における議会基本条例制定の阻害要因について 
 B-2  宇佐美 淳 
     地域ガバナンスにおける自治体議会の政策サイクルの構築 
      －大規模災害への対応事例に関する分析を通して－ 
 B-3  伊藤哲也 
        東日本大震災の復興過程にある自治体の財政運営の特性と展望 
 B-4 小野英一 

  山形県庄内総合支庁における「ベストおもてなし課」総選挙の取り組み 
 
◆研究発表セッション C 公立文化施設、産業振興・地域振興 
 司会：寝屋川市総合調整監兼経営企画部長 荒木和美 
 コメンテーター：大阪経済大学 客員教授 吉川富夫 
 
 C-1  落合秀俊 

 公立博物館・美術館の設置場所をめぐる研究 
 C-2  松本茂章 
        地域ガバナンスからみる公立文化施設の運営－総合型地域スポーツクラブを参考に－ 
 C-3 大后治雄 
     地方自治体の産業振興における中小企業の役割に関する一考察～市区を中心として～ 
 C-4  加藤美奈子 

 沿岸域の総合的管理と自治体とのかかわりについての一考察 
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A-1 私人所有の荒廃建物に対する自治体の介入：日米法比較  

A comparative study of Japan-US law on regulations by Municipality for vacant buildings problem 

                        神山智美 *（KOHYAMA Satomi）  

１．  研究目的  

 「2013年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局）によると、総住宅数は 6,063万

戸と5年前から 5.3％上昇したが、そこに占める空家率も 13.5％（約 820万戸）と、5年前

に比べ 63万戸（ 8.3％）増加した。過去最高を更新している。空家問題に対処してきた

のは全国自治体のいわゆる空家対策条例である。2014年には空家等対策の推進に関す

る特別措置法（法律 127号）も制定され 2015年5月から完全施行された。  

この空家問題は土地利用問題の側面を持つ。空家問題は、老朽化した住宅を放置する

ことで倒壊・飛散等をもたらし、景観問題にも発展し住民の感情をも害する。犯罪の温

床にもなりやすい。こうした、いわゆる近所迷惑の防止および公共性発揮のために国民

（元住民）の財産に対して何らかの規制をすることはどこまで許されるのか、また、ど

のような手法であれば、これらを有効かつ実効性高く運用できるのか模索している。  

報告者は、従来は過剰利用（オーバーユース）によって生じた土地に関する問題が、

過少利用（アンダーユース）の問題に変化したことで新たな問題として提起しているこ

と、またそれらの問題をいかに「まちづくり」「移住定住政策」につなげることができ

るかを検討し、いくばくかの試論を試みてきている。そのためには、空家および（空家

撤去後の）空地の新たな利用方法を、当該地域の再生につなげるという視点も重要にな

る。つまり、土地そのものの所有を云々するのではなく、荒廃した住宅に係る私権のい

くつかを公（地域社会）のために制限しながら利用することが必要となる。それらを踏

まえ、本報告は、同様の問題に対処している米国の不動産法の検討（ここでは特に公用

収用（ taking）の問題）から、日本法における本問題への示唆を試みるものである。  

２．  研究背景  

 日本では、民法 206条において、所有者は、所有物の使用、収益及び処分をする権利

を有することが明記されている。最三小判平成 17年 11月 1日・判時 1928号25頁では、昭

和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建

築物の建築の制限が課せられることによる損失について、憲法 29条 3項に基づく補償請

求をすることができないとされた。これに対して藤田宙靖裁判官はその補足意見の中で、

論旨のいうように「土地利用権を収用している」（いわば、土地所有権の部分収用）と

して法律構成するのか、それとも一種の公用使用権類似の権利が設定されたと見るのか、

という問題等を提起している。これらの問の解となる理論の検討が求められる。  

３．分析方法  

 
* 富山大学経済学部経営法学科  Department of Economics, University of Toyama  

〒930-8555 富山県富山市五福 3190 TEL．076-445-6415 E-mail:kohyama@eco.u-toyama.ac. jp  
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る特別措置法（法律 127号）も制定され 2015年5月から完全施行された。  

この空家問題は土地利用問題の側面を持つ。空家問題は、老朽化した住宅を放置する
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和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建

築物の建築の制限が課せられることによる損失について、憲法 29条 3項に基づく補償請

求をすることができないとされた。これに対して藤田宙靖裁判官はその補足意見の中で、

論旨のいうように「土地利用権を収用している」（いわば、土地所有権の部分収用）と

して法律構成するのか、それとも一種の公用使用権類似の権利が設定されたと見るのか、

という問題等を提起している。これらの問の解となる理論の検討が求められる。  

３．分析方法  

 
* 富山大学経済学部経営法学科  Department of Economics, University of Toyama  

〒930-8555 富山県富山市五福 3190 TEL．076-445-6415 E-mail:kohyama@eco.u-toyama.ac. jp  

米国における不動産法は、その大部分がコモン・ローまたは州の制定法に基づいてい

る。日本法におけるいわゆる所有権という概念はなく、いうなれば不動産権（ estate in 

land）という土地を時系列に区切って占有しうる権利により、現在および将来の占有権

の取得をすることになる。また、不動産に係る権利は、いわゆる権利の束（ a bundle of 

rights）と表現されるように細分化することが可能であり、権利の集合体としてとらえ

られている。そのため、「（所有の）権利には義務が伴う」というような大陸法の法理に

基づく表現によって、一律に権利義務関係を議論することはできない。また、都市計画

に係る事務は、州が実施し、そのための立法は州議会または市議会等の権能である。よ

って、全国一律の法律（連邦法）というものも存在しない。  

本報告では時間の限りもあり、本報告ではコモン・ローからの検討には多くを割けな

いが、近時の州の制定法（条例含む）における規制とその根拠について言及する。  

４．分析結果  

まず、荒廃住宅対策 (都市再生施策 )としてゾーニングという規制方法が議会の権限と

して執られうるのかを確認する。1954年のコロンビア特別区再開発法（ The District of 

Columbia Redevelopment Act of 1945）は、スラム街再開発およびスラム街拡大防止の

ために商業地の土地利用に規制を加えた。スラム街の撤去のために、荒廃住宅ではない

原告の土地（百貨店）に対しての収用を行ったことが、憲法が規定するポリス・パワー

の範囲内かということが争点となった。連邦最高裁（ Berman v. Parker, 348 U.S. 

26(1954))は、特定の住宅計画の公的所有がコミュニティ再開発の唯一の方法ではない

としながらも、その方法は議会の権限の範囲内であるとし、収用に対しては正当な補償

が支払われることが必要であると判示した。  

次に、ゾーニングという規制方法とそこで用いられるポリス・パワーの根拠について、

制定法とそれに係る裁判例を事例として検討する。1980年代以降、自治体の財源不足に

より市条例によるニューサンス除去条例の制定が進められた。これにより正当な補償を

与えずに、すなわちポリス・パワー的手法による規制が土地収用に代替として使われる

ことが増えたが、これの合憲性が改めて問われることとなった。報告者は、市の再生計

画の一翼を担うデトロイト市ニューサンス除去条例（ Detroit City Ordinance 

No.556-H）の合憲性が問われた裁判例（ Moore v.City of Detroit, 406 N.W.2d.488 

(1987)）を扱った。本判決は州の最高裁判所からの差戻審である。条例は市の権限（ city’

s powers）に基づきポリス・パワー的手法をとっていることが確認され、財産権はく奪

とならないための手続保障の必要が明示された。  

５．結論  

米国法の荒廃建物対策から学べるものの一つは、州および市等で事案に応じることが

できる弾力性である。ゾーニング条例による公共目的の達成（ニューサンス除去・美観

保全）は、細分化された権利の暫定的なはく奪や収用等によって遂行可能である。  

（謝辞）本研究は JSPS 科研費  16H03009の助成を受けたものです。   
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A-3 「音楽のまちづくりに取り組む自治体の研究－神奈川県川崎市を事例に―」 

静岡文化芸術大学大学院 文化政策研究科修士課程 2年 青木かな子 

 

研究目的 

本研究は 2004年より川崎市が取り組んでい

る「音楽のまち・かわさき」のステークホルダ

ーを調査することで、川崎市の「音楽のまち・

かわさき」の取り組みを明らかにし、将来への

持続可能性のための提言をすることが目的で

ある。 

本発表では、川崎市に所在するミューザ川崎

シンフォニーホール(以下、ミューザ)が音楽の

まちづくりにおいてどのような取り組みを行

っているのか明らかにしたい。 

研究背景 

 「音楽のまち」を掲げてまちづくりに取り組

んでいる自治体は全国に 96ある1。しかしその

取り組みは各自治体が独自に行っており、共通

の定義があるわけではない。何をもって「音楽

のまち」といえるのか不明瞭な状況といえる。 

 本研究で対象とする川崎市は市制 80周年を

迎えた 2004年を契機に川崎市のイメージアッ

プと市民がまちに愛着と誇りを持てるまちづ

くりを目指し、音楽を活用した新たなまちづく

りに取り組み始めた。 

 事例選定理由 

 全国調査の結果、川崎市には音楽資源が 1

番豊富にあることがあげられる2。市内には 2

つの音楽大学、4 つの市民オーケストラ、150

以上の市民合唱団が存在するように、市民の音

楽活動が盛んであり、さらに 2002年には川崎

市と東京交響楽団がフランチャイズ提携を結

び、2004 年には「音楽のまち・かわさき」推

進協議会が発足している。環境・人的資源の両

面から充実していることがあげられる。 

                                                      
1 2017年 7月 18日現在、筆者調べ 
2 2017年 7月 18日現在 

 

研究方法 

 現地調査、関係者へのインタビュー、まちづ

くり、音楽マネジメント、ホール運営等に関す

る文献調査を行う。 

先行研究 

 戸所は、「芸術・文化を活かしたまちづくり」

には、①環境整備、②情報収集力・集客力・コ

ーディネート力を持つ人材の確保、③地域活性

化への波及効果、④教育機関との連携が重要で

あると述べている3。 

 中川は、公共政策として文化や芸術を扱うこ

とは、「自治体文化政策の本来的な理念、姿勢、

ひいては都市戦略に深く関わることであるこ

とを理解しなくてはならない。さらに自治体文

化政策は市民文化の基礎の上に地域・都市文化

の花を開かせることができる、という三角錐の

ような構造になっている」4と述べている。 

 ミューザに関しては、概要を時系列に追った

ものとして垣内他5、安生6がある。 

概要：ミューザ川崎シンフォニーホール 

 2004年 7月 1日、川崎市制 80周年を記念し

て開館。(公財)川崎市文化財団グループが管理

運営を行っている。 

 ミューザは「音楽のまち・かわさき」の中心

施設としてクラシックを主とした質の高い公

演を開き、鑑賞の場を提供している。 

                                                      
3 戸所隆(2004)「芸術・文化を活かしたまちづくり」『関東都

市学会年報 6号』関東都市学会事務局 
4 中川幾郎(2017)「芸術・文化を活かしたまちづくりの基本

的な視点」『国際文化研修 2017冬 vol.94』JIAM全国市町村

国際文化研修所 
5 GRIPS文化政策プロジェクトチーム垣内他(2005)『GRIPS 

文化政策ケース・シリーズ ミューザ川崎シンフォニーホー

ル』 
6 安生浩二(2006)「川崎駅西口再開発事業施設『ミューザ川

崎』と市文化施設『ミューザ川崎シンフォニーホール』の取

り組み―音楽のまち・かわさきの発信―」『政策情報かわさき

第 20号』川崎市総合企画局政策部 
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とは、「自治体文化政策の本来的な理念、姿勢、

ひいては都市戦略に深く関わることであるこ

とを理解しなくてはならない。さらに自治体文

化政策は市民文化の基礎の上に地域・都市文化

の花を開かせることができる、という三角錐の
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 ミューザに関しては、概要を時系列に追った

ものとして垣内他5、安生6がある。 

概要：ミューザ川崎シンフォニーホール 

 2004年 7月 1日、川崎市制 80周年を記念し

て開館。(公財)川崎市文化財団グループが管理

運営を行っている。 

 ミューザは「音楽のまち・かわさき」の中心

施設としてクラシックを主とした質の高い公

演を開き、鑑賞の場を提供している。 

                                                      
3 戸所隆(2004)「芸術・文化を活かしたまちづくり」『関東都

市学会年報 6号』関東都市学会事務局 
4 中川幾郎(2017)「芸術・文化を活かしたまちづくりの基本

的な視点」『国際文化研修 2017冬 vol.94』JIAM全国市町村

国際文化研修所 
5 GRIPS文化政策プロジェクトチーム垣内他(2005)『GRIPS 

文化政策ケース・シリーズ ミューザ川崎シンフォニーホー

ル』 
6 安生浩二(2006)「川崎駅西口再開発事業施設『ミューザ川

崎』と市文化施設『ミューザ川崎シンフォニーホール』の取

り組み―音楽のまち・かわさきの発信―」『政策情報かわさき

第 20号』川崎市総合企画局政策部 

調査結果 

2017年 6月 29日にミューザ川崎シンフォニ

ーホール、ミューザを管理運営している川崎市

文化財団、6 月 30 日に「音楽のまち・かわさ

き」を所管している川崎市市民文化局市民文化

振興室へ取材を行った。 

ミューザの事業部長への聞き取りの結果、施

設として目指していることは以下のようにま

とめることができる。①最高峰の音楽芸術を創

造・発信するホール、②音楽の楽しさや演奏す

る喜びを味わえるホール、③子どもたちの心豊

かな成長に資するホール、④誰もが文化芸術に

親しむことができるホール、⑤「音楽のまち・

かわさき」のシンボルとして市民に愛されるホ

ールという 5 項目を施設マネジメントの指針

としている。 

それに基づき現在行われている活動内容を

聞き取り、さらに提供資料等を分析すると、ミ

ューザの取り組みにおいて以下の 7 項目の具

体的な活動内容が見えてきた。 

❶市内の 2つの音楽大学や、川崎市フランチ

ャイズオーケストラである東京交響楽団、市内

学校などの教育機関、川崎市民オーケストラや

合唱団、吹奏楽団、地元企業や団体とのパート

ナーシップの構築7、❷2005年から継続的に開

催されているベルリン・フィルハーモニー管弦

楽団やウィーン・フィルハーモニー管弦楽団な

どの世界的オーケストラの公演8、➌子どもた

ちへの音楽普及活動、❹低年齢層へのアプロー

チ、❺障がい者への対応、❻バリアフリー対応、

❼川崎市内の音楽団体への演奏会支援を行っ

ている。 

浮かび上がったこと 

                                                      
7 ミューザ川崎シンフォニーホール(川崎市文化財団グルー

プ)(2017)『コミュニティ・プログラム わくわくミューザ

2015-2016 実施報告書』 
8 ミューザ川崎シンフォニーホール(川崎市文化財団グルー

プ)(2015)『躍動の 10年－ミューザ川崎シンフォニーホール

開館 10周年記念誌』 

 施設が目指している 5項目(①～⑤)は、いわ

ば目標であり、それを実行するための取り組み

として 7項目(❶～❼)が、その目標をどのよう

に実現しているのか今回の調査で以下のよう

に明らかになった。 

 ❶のパートナーシップの構築は②③④⑤を

満たしている。❷の世界的オーケストラの公演

は①を実現している。➌の子どもたちへの音楽

普及活動は③を実現している。❹の低年齢層へ

のアプローチは②③を実現している。❺の障が

い者への対応と❻のバリアフリー対応は④に

対応している。❼市内の音楽団体への演奏会支

援は②と⑤に対応している。 

 このように取材をして得られた取り組みの

7項目は、ミューザが目指す目標を達成するた

めに対応している取り組みであることが浮か

び上がった。 

 ミューザは川崎市の「音楽のまち・かわさき」

の中心施設を担う役割を果たしていると言え

るのではないだろうか。 

今後の課題 

 今回の発表では、ミューザの取り組みを調査

したが、「音楽のまち・かわさき」にかかわる、

川崎市文化財団や、「音楽のまち・かわさき」

推進協議会、東京交響楽団、市内のアマチュア

音楽活動などに現地調査、インタビューを実施

し、川崎市の「音楽のまち・かわさき」全体の

取り組みを明らかにしたい。さらに将来への持

続可能性のための提言を行いたい。  
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B-2  地域ガバナンスにおける自治体議会の政策サイクルの構築 
－大規模災害への対応事例に関する分析を通して－ 

宇佐美 淳（法政大学大学院公共政策研究科公共政策学専攻公共マネジメントコース博士後期課程 1年） 
        

2017年 7月 5日から 6日に掛けて、福岡県と大分県の両県にまたがって集中豪雨が発生した。この
平成 29年 7月九州北部豪雨では、多くの死者及び行方不明者が出ており、被災した大分県日田市は、
自治体学会の昨年度の研究大会開催地でもある。まずは、心よりお見舞い申し上げる。そのような大

規模災害発生にあたって、自治体議会及び議員は無力か、そして邪魔者か。 
 自治体における災害対応の根幹を定めた災害対策基本法では、災害対応は人命にも関わるため一刻

を争う活動が求められるという観点から、その対応の迅速性が強く求められ、基礎的自治体としての

市区町村、特にその行政、つまり首長を始め執行機関による対応が第一義的に構成されている。そう

した要因から、危機（災害）対応は行政中心の部門であり、そこに政治は無用であるとする考えから、

危機管理（災害対応）に限っては、自治体議会の「足場は不安定」であるとの指摘が注目される。 
 実際に現場となる自治体議会では、議員からはその関与に消極的な意見が出される事例もあり、そ

れを支援する事務局からしても、そこに政治的な緊張関係がある場合については、その対応も困難と

されるのが実情である。しかし、災害対策基本法や同法に基づき各自治体に策定が義務付けられてい

る地域防災計画等において、議会及び議員の役割が明記されていないことは、逆にそこに各自治体議

会が独自に対応を定めておく理由にもなり得る。 
 そうした災害対応における自治体議会及び議員の役割について、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災
発生後の 2012年に、全国市議会議長会都市行政問題研究会が、「都市における災害対策と議会の役割」
に関する調査を実施し、その実態の把握に努めている。その後も同様の調査が実施されており、最近

では、早稲田大学マニフェスト研究所議会改革調査部会が実施した、「議会改革度調査 2015」の調査
結果や、より詳細なものとして、自治体議会改革フォーラムと法政大学ボアソナード記念現代法研究

所自治体議会プロジェクトとが共同で実施した、「全国自治体議会の運営に関する実態調査 2016」の
調査結果によると、特色ある議会改革の取り組みとして、何らかの形で自治体議会としての災害対応

を定めている全体の割合は、2012年に 7.4%であったものが、2014年には 17.5%、2016年には 29.9%
と、少しずつではあるが着実にその整備が進められていることが読み取れる。その一方で、小規模自

治体における割合の低さが課題の 1つとして読み取れる。 
 そうした各種調査結果から示された自治体議会における災害対応の検討は、その多くが議会活動の

活性化等を目的とした議会改革の一環として取り組まれている。その議会改革の最たるものの 1 つが
議会基本条例の制定にあるものと考える。そもそも、何故、議会基本条例を制定するのか。議会がそ

れまでに積み上げてきた議会内のルールについて、それを束ねるための、一種の基本法的なものとし

ての議会基本条例として捉えるべきものと考える。そうした自治体議会における災害対応の法的根拠

について、議会基本条例との関係性を有する特徴的なものを表としてまとめた。同表では、大規模災

害発生時に、災害対策基本法に基づき執行機関側が設置する災害対策本部等とは別に、自治体議会が

独自の会議体を設置することについて、議会基本条例ないし要綱等で定めている事例を取り上げてい

る。その形式も完全に一緒というわけではなく、各自治体議会で様々見られるが、事務局の地域防災

計画上の位置付けは、現状、独自の会議体における事務局としての役割との整合性が図られていない

自治体議会においては、それを図ることが、今後同様の取組を進めることを検討している自治体議会

においては、その整合性の担保をしっかりと意識して取り組んでいくことが求められる。 
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れを支援する事務局からしても、そこに政治的な緊張関係がある場合については、その対応も困難と

されるのが実情である。しかし、災害対策基本法や同法に基づき各自治体に策定が義務付けられてい

る地域防災計画等において、議会及び議員の役割が明記されていないことは、逆にそこに各自治体議

会が独自に対応を定めておく理由にもなり得る。 
 そうした災害対応における自治体議会及び議員の役割について、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災
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治体における割合の低さが課題の 1つとして読み取れる。 
 そうした各種調査結果から示された自治体議会における災害対応の検討は、その多くが議会活動の

活性化等を目的とした議会改革の一環として取り組まれている。その議会改革の最たるものの 1 つが
議会基本条例の制定にあるものと考える。そもそも、何故、議会基本条例を制定するのか。議会がそ

れまでに積み上げてきた議会内のルールについて、それを束ねるための、一種の基本法的なものとし
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について、議会基本条例との関係性を有する特徴的なものを表としてまとめた。同表では、大規模災

害発生時に、災害対策基本法に基づき執行機関側が設置する災害対策本部等とは別に、自治体議会が

独自の会議体を設置することについて、議会基本条例ないし要綱等で定めている事例を取り上げてい

る。その形式も完全に一緒というわけではなく、各自治体議会で様々見られるが、事務局の地域防災
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 同表でも取り上げている議会 BCPに関する取組事例として、滋賀県大津市議会、大分県大分市議会、
北海道芽室町議会、そして神奈川県横須賀市議会の各事例について取り上げ、中でも大分市議会の事

例から、災害対策基本法に基づく地区防災計画の策定過程における地区担当議員の可能性について、

図としてまとめた。こうした議会 BCP策定の動きについて、それを意識することにより、住民の代表
として議会が果たすべき役割が再認識されるとともに、何より議会機能の維持が重要であることが認

識されるとする分析が見られる。 
 ここまで自治体議会及び議員の災害対応については、主に基礎的自治体議会の取組事例を取り上げ

てきた。同様の取組は広域的自治体議会でも進んでおり、特に東日本大震災の被災 3 県における対応
事例を見ていく中で、2017年 3月に議会基本条例を制定し、その条文中に災害対応を規定している山
梨県議会を含め、今後その対応を進めていく予定の自治体議会に対して、何らかの示唆を与えられる

よう考察した。 
 そうした議会基本条例や議会 BCP等について、基礎的及び広域的自治体議会における様々な事例に
ついて取り上げる中で、複数の事例から明らかとなった重点課題の内、専決処分、議決事件、事務局

の 3 つについて詳細な考察を行った。まず、専決処分については、大規模災害の発生に対する自治体
における専決処分の事例について、過去約 20年間で特に被害が大きかったものについて、表としてま
とめた。同表からは、それまで大規模災害発生にあたって、被災自治体の首長はその対応の迅速性の

観点から、専決処分を積極的に行う傾向にあると漠然と捉えられていたものが、ある程度明確な数字

として示されたものと考える。また、同表からは、大規模災害への対応として首長による専決処分が

言わば乱発されているという単純な事実だけでなく、それをいかに回避すべきか議会側も臨時会の開

催等により模索している様子が伺える。 
次に、議決事件については、自治体議会及び議員が対象とする緊急時の事象に関して議論を行って

いる事例を参考に、災害対策基本法等に基づく大規模自然災害のみを対象とするのではなく、国民保

護法等に基づく武力攻撃事態等も対象としている事例も見られることに注目し、それらの法律で策定

が義務付けられている地域防災計画や国民保護計画の他、大規模災害復興法に基づく復興計画を対象

に、それら各種計画に対する議決事件化の可能性について、地方自治法第 96条第 2項をめぐる議論か
ら考察した。そして、事務局については、そもそもその位置付けをめぐって、任命権者が議長ではな

いことや、執行機関内の他部署と同様に数年で異動があること等、まさに足場が不安定であるとも言

い得る状況にある。そうした状況下で、災害対応にあたっては、議会独自の会議体を設置する自治体

が多く見られ、その事務は事務局が担うこととされている。しかし、各自治体の地域防災計画上の位

置付けは、あくまで執行機関側の組織編成に組み込まれている場合が多く、その整合性については残

された課題であると言える。 
 こうして見てきた自治体議会及び議員のあり方については、特段災害時に限定して求められるもの

ではないものと思われる。最後に、平時も含めた地域ガバナンスにおける自治体議会及び議員の役割

を改めて確認するとともに、自治体議会の政策サイクルの構築について、図により示しながらまとめ

た。 
 
※なお、本報告要旨では、紙幅の関係上、注や引用ないし参考文献の他、図表について記載されてい

ないが、報告当日の資料については、必要に応じて可能な限り記載したものを配布する予定である。 
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B-4 山形県庄内総合支庁における「ベストおもてなし課」総選挙の取り組み 
 
 

東北公益文科大学 公益学部 小野英一 
 
山形県庄内総合支庁では、県民満足度を高めることと職員が働きやすい職場環境を創ることを目指し、

「おもてなし」推進のための様々な取り組みを行ってきている。具体的には、2013年度の「おもてなし推進
課」の立ち上げから始まり、「おもてなしアイデア職員提案」の募集、「ベストおもてなし課」総選挙などの「ベ

ストアイデア賞」の決定とその実施などに継続して取り組んできている。 
そしてこれらの中で最も独自性があり、また大きな取組みだったのが「ベストおもてなし課」総選挙で

ある。「ベストおもてなし課」総選挙とは、「「おもてなし」推進に対する職員のモチベーションを向上させ

るため、支庁職員全員に『投票用紙』を配布し、接遇がすばらしいと思う職場、チームワークが良いと思

う職場を投票してもらい、得票の多い職場を顕彰する」という取り組みある（山形県庄内総合支庁[2014a]）。 
本報告では、山形県庄内総合支庁において展開されてきた「ベストおもてなし課」総選挙の取り組みの

事例について報告する。 
「ベストおもてなし課」総選挙は、山形県庄内総合支庁の全職員に「おもてなし」推進のための取り組

みのアイデアを募集した「おもてなしアイデア職員提案」における職員提案の一つである。「おもてなしア

イデア職員提案」の募集の結果、64 件の提案があったが、「ベストおもてなし課」総選挙は「ベストアイ
デア賞」を受賞し、実施されることとなった（山形県庄内総合支庁[2014a]）。なおこの他にも「毎朝 5 分
デスクのクリーンアップ」、「座席表顔写真はスマイルで」の提案が「ベストアイデア賞」を受賞している。 
「おもてなしアイデア職員提案」については、職員全体に提案を募集することにより、トップ・幹部職

員や担当部署等の一部の職員だけでなく職員全体が参加意識を持ち、また様々な職場・職員からアイデア

が出されることとなる。「おもてなし」推進については、一部の職員のみではなく、職員全体、支庁全体で

行うことが重要であり、このように職員全体を巻き込みながら、また、職員全体が当事者として参加しな

がら進めていく方法は意義が大きいと考えられる。 
「ベストおもてなし課」総選挙の内容については以下のとおりである（山形県庄内総合支庁[2014c]）。 
投票対象は「庄内総合支庁全所属における「おもてなし推進」の取組み」であり、「スマイル部門（あいさつ

部門）」と「すっきり部門（環境整備部門）」の二つの部門に分けて投票が行われた。前者については「入室した

ときに気持ちのいい「あいさつ」や「笑顔」などで、来庁される方を気持ちよくお迎えする態勢づくりに努力し

ていると思われる職場」を対象とし、後者については「室内の机、書類の整理整頓、掲示の仕方の工夫など、来

庁される方を気持ちよくお迎えする環境づくりに努力していると思われる職場」を対象としている。 
投票用紙の内容については、職員用、来庁者用でわずかな記載・表現の違いはあるものの、基本的な内容はど

ちらも同じであり、「投票用紙 庄内総合支庁 「ベストおもてなし課」総選挙」というタイトルの下、「「３所属」
まで投票できます」、「投票する所属の欄に「〇」を付けてください」との簡潔な説明記載があり、「〇」を付け

る各所属名が並べて記載されている。そして最後に「お気づきの点などがありましたらご記入ください」との自

由記載の欄がある。自由記載の結果については非公表である。当表紙の記入については、「ベストおもてなし課」

に「〇」を付けて投票するというシンプルなものであり、選挙における投票用紙という役割・位置付けである。 
第１回投票は 2014年 10月 6日から 10月 10日にかけて実施され、職員投票率 81.1％、来庁者投票数 81票、
第 2回投票は 2015年 2月 2日から 2月 6日にかけて実施され、職員投票率 97.1％、来庁者投票数 128票であっ
た（山形県庄内総合支庁[2015]）。投票の結果、税務課が「ベストおもてなし課」となり、これらの結果につい
ては庄内総合支庁の正面玄関ロビーで見やすくボード掲示された。 
投票期間中は、庄内総合支庁の正面玄関ロビーに来庁者への「ベストおもてなし課」総選挙を周知する

大きな看板が掲げられ、来庁者への投票啓発が行われた。投票箱の脇には分かりやく大きい候補者（各所

属）の一覧ボードが設置された。 
これらの「ベストおもてなし課」総選挙の投票結果を受け、2015年 2月 26日に山形県庄内総合支庁講堂にお
いて「ベストおもてなし課」総選挙の表彰式が行われた。表彰式には、総合部門の「ベストおもてなし課」と「ス
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「おもてなし」推進のための様々な取り組みを行ってきている。具体的には、2013年度の「おもてなし推進
課」の立ち上げから始まり、「おもてなしアイデア職員提案」の募集、「ベストおもてなし課」総選挙などの「ベ

ストアイデア賞」の決定とその実施などに継続して取り組んできている。 
そしてこれらの中で最も独自性があり、また大きな取組みだったのが「ベストおもてなし課」総選挙で

ある。「ベストおもてなし課」総選挙とは、「「おもてなし」推進に対する職員のモチベーションを向上させ

るため、支庁職員全員に『投票用紙』を配布し、接遇がすばらしいと思う職場、チームワークが良いと思

う職場を投票してもらい、得票の多い職場を顕彰する」という取り組みある（山形県庄内総合支庁[2014a]）。 
本報告では、山形県庄内総合支庁において展開されてきた「ベストおもてなし課」総選挙の取り組みの

事例について報告する。 
「ベストおもてなし課」総選挙は、山形県庄内総合支庁の全職員に「おもてなし」推進のための取り組

みのアイデアを募集した「おもてなしアイデア職員提案」における職員提案の一つである。「おもてなしア

イデア職員提案」の募集の結果、64 件の提案があったが、「ベストおもてなし課」総選挙は「ベストアイ
デア賞」を受賞し、実施されることとなった（山形県庄内総合支庁[2014a]）。なおこの他にも「毎朝 5 分
デスクのクリーンアップ」、「座席表顔写真はスマイルで」の提案が「ベストアイデア賞」を受賞している。 
「おもてなしアイデア職員提案」については、職員全体に提案を募集することにより、トップ・幹部職

員や担当部署等の一部の職員だけでなく職員全体が参加意識を持ち、また様々な職場・職員からアイデア

が出されることとなる。「おもてなし」推進については、一部の職員のみではなく、職員全体、支庁全体で

行うことが重要であり、このように職員全体を巻き込みながら、また、職員全体が当事者として参加しな

がら進めていく方法は意義が大きいと考えられる。 
「ベストおもてなし課」総選挙の内容については以下のとおりである（山形県庄内総合支庁[2014c]）。 
投票対象は「庄内総合支庁全所属における「おもてなし推進」の取組み」であり、「スマイル部門（あいさつ

部門）」と「すっきり部門（環境整備部門）」の二つの部門に分けて投票が行われた。前者については「入室した

ときに気持ちのいい「あいさつ」や「笑顔」などで、来庁される方を気持ちよくお迎えする態勢づくりに努力し

ていると思われる職場」を対象とし、後者については「室内の机、書類の整理整頓、掲示の仕方の工夫など、来

庁される方を気持ちよくお迎えする環境づくりに努力していると思われる職場」を対象としている。 
投票用紙の内容については、職員用、来庁者用でわずかな記載・表現の違いはあるものの、基本的な内容はど

ちらも同じであり、「投票用紙 庄内総合支庁 「ベストおもてなし課」総選挙」というタイトルの下、「「３所属」
まで投票できます」、「投票する所属の欄に「〇」を付けてください」との簡潔な説明記載があり、「〇」を付け

る各所属名が並べて記載されている。そして最後に「お気づきの点などがありましたらご記入ください」との自

由記載の欄がある。自由記載の結果については非公表である。当表紙の記入については、「ベストおもてなし課」

に「〇」を付けて投票するというシンプルなものであり、選挙における投票用紙という役割・位置付けである。 
第１回投票は 2014年 10月 6日から 10月 10日にかけて実施され、職員投票率 81.1％、来庁者投票数 81票、
第 2回投票は 2015年 2月 2日から 2月 6日にかけて実施され、職員投票率 97.1％、来庁者投票数 128票であっ
た（山形県庄内総合支庁[2015]）。投票の結果、税務課が「ベストおもてなし課」となり、これらの結果につい
ては庄内総合支庁の正面玄関ロビーで見やすくボード掲示された。 
投票期間中は、庄内総合支庁の正面玄関ロビーに来庁者への「ベストおもてなし課」総選挙を周知する

大きな看板が掲げられ、来庁者への投票啓発が行われた。投票箱の脇には分かりやく大きい候補者（各所

属）の一覧ボードが設置された。 
これらの「ベストおもてなし課」総選挙の投票結果を受け、2015年 2月 26日に山形県庄内総合支庁講堂にお
いて「ベストおもてなし課」総選挙の表彰式が行われた。表彰式には、総合部門の「ベストおもてなし課」と「ス

マイル部門（あいさつ部門）」で第一位となり、二冠を獲得した税務課、「すっきり部門（環境整備部門）」で第

一位となった用地課、来庁者投票で第一位となった農業技術普及課、「スマイル部門（あいさつ部門）」と「すっ

きり部門（環境整備部門）」の両部門で好成績を残し、奨励賞を獲得した子ども家庭支援課の各代表者が出席し

た。佐藤嘉高庄内総合支庁長（当時）がそれぞれに表彰状を手渡し、「さらなるおもてなし力の向上を図り、庁

舎を訪れる人や職員にとって居心地の良い場所となるようにしてほしい」と激励を行った（『山形新聞』2015年
2月 27日付け）。「表彰式」という場・機会を設け、上位の課をしっかりと表彰することで、各所属のモチベー
ションが高まる効果が期待される。 
なお、投票終了後、所属長自らが各所属における取組みについての自己評価を行い、その内容について、自己

評価票を作成することとなった（山形県庄内総合支庁[2014b]）。取組みについて自己評価を行い、さらなる「お
もてなし」力の向上に努めようとするものである。 

1990 年代中盤以降、自治体ではＮＰＭ（ニュー・パブリック・マネジメント）などの様々な新しい行政改革
が進められてきているが、そうした中で広がってきており、また課題となっているのが、「顧客志向」の行政サ

ービス改革である。近年、自治体においては、住民に対する行政サービスを向上させ、住民満足度を高めること

が強く求められるようになってきている。山形県庄内総合支庁における「ベストおもてなし課」総選挙の取り組

みは、職員自らがアイデアを出し、また全職員、住民が参加した「顧客志向」の行政サービス改革の事例である

と評価することができる。 
また近年、各地の自治体で、コンテスト・発表会方式で各部課・職員チームが業務改善を競い合う業務

改善運動が実施され、そのトレンドが全国に広がってきている。山形県庄内総合支庁の「ベストおもてな

し課」総選挙についても、競争方式で、また「総選挙」という斬新な形で実施することにより、職員が興

味・関心を持つこととなり、また意欲を持ちながら「おもてなし」推進のための取組みのアイデアを考え、

実践していくという効果が期待される。 
さらに、来庁者も「総選挙」の投票に加わった点が高く評価される。内部職員のみではなく、外部の評

価、特に今回の取組みの目標である「おもてなし」の対象である住民が評価に加わることにより、評価の

質がより高められると考えられる。 
 「ベストおもてなし課」総選挙の課題については以下のとおりである。部署によって業務形態・内容は様々

であり、来客数、来庁目的、来庁用務も部署によって異なるが、「ベストおもてなし課」総選挙ではこうした部

署の性質上の差異には対応しておらず一律に取り扱っている。来客数に限ってみても、当然のことながら来客数

の多い部署は少ない部署よりも有利になる。「おもてなし推進」というテーマに職員の関心を引き付けるという

点には意義・効果があると考えるが、選挙方式により職員のモチベーションを高めるという観点からも、部署の

性質上の差異に対応し、いかに部署間の不公平さをなくすかという点が課題である。 
 今後の研究課題についてであるが、組織・職員においてどのような効果・影響があったのか、またそれ

により、最終的に行政サービス、その受け手である住民・来庁者に対してどのような効果・影響があった

のかについてさらに実証的研究を加えることが今後の研究課題である。 
 
参考文献 
山形県庄内総合支庁(2014a)『おもてなしアイデア職員提案について』2014年 3月 6日プレスリリース 
山形県庄内総合支庁(2014b)『「ベストおもてなし課」総選挙実施要領』 
山形県庄内総合支庁(2014c)『「ベストおもてなし課」総選挙の実施について』庄内総合支庁長記者懇談報告事項
（2014年 9月 30日） 
山形県庄内総合支庁(2015)『「ベストおもてなし課」総選挙（第 2 回投票）の選挙結果について』庄内総合支庁
長記者懇談報告事項（2015年 2月 17日） 
『山形新聞』（2015年 2月 27日付け） 
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C-1 公立博物館・美術館の設置場所をめぐる研究 

－来館者数からみた成功要因を探る－ 

静岡文化芸術大学大学院 文化政策研究科 修士課程 2年 落合秀俊 

キーワード：来館者数、成功要因、マーケティング、展示、教育普及 

・研究目的・背景 

 ミュージアムの設置場所に関しては、棚橋

(1950) が「郊外は絶対に避けるべき、交通至便

な場所に」1と提言していた。しかし、現実には

多くが郊外に設置された。都道府県立ミュージア

ムの場合その約 8 割が郊外に設置されている2。

その状況を踏まえ、今回の発表では郊外設置であ

りながら来場者数を一定数確保し、持続させてい

る 3施設を抽出した。そこでは何が行われている

のかを明らかにし、同様の環境におかれている施

設の参考になることを本研究の目的としたい。 

・先行研究 

 ミュージアムの来館者数に言及した先行研究

は限られる。博物館評価に関しては佐々木・泰井

(2012)が、「入館者数」と「収支」だけで評価す

る従来の方法への疑問から、過去の評価基準の一

つとして触れている。しかし、マーケティングの

分野ではコトラー(1998)は、ミュージアムの戦略

的課題の一つに「利用者の拡大」を上げている。

「利用者を獲得し、拡大し、維持することは、ミ

ュージアムの重要な目的である」3としており、

来館者数はマーケティングにおける利用者数と

して捉えている。 

国内では博物館法の定義において博物館の 4

つの機能として「資料取集」「調査・研究」「整理・

保存」「展示・教育」が示される。そこでは来館

                                                      
1 棚橋源太郎(1950)『博物館学要綱』理想社.p296． 
2 主要都道府県立ミュージアム 164施設を調べたところ 130

施設 79.3%が郊外に該当する.ここでは郊外の定義を施設

から最寄り駅まで徒歩１㎞以上離れていることとした. 

2017年 5月 10日現在筆者調べ. 
3 フィリップ・コトラー＆ニール・コトラー 井利明・石田

和晴(訳)(2006).『ミュージアム・マーケティング』 第一

法規.p50． 

者数は「展示・教育」のみに直接かかわる。さら

に、国際博物館会議 ICOM(2009)で定義されてい

るミュージアムとは、4 つの機能は網羅しつつ

「人々に開かれた非営利常設機関である」とし、

有形・無形の遺産を扱い、「人々に開かれた非営

利常設機関」という明確な理念を示している4。 

 ここでの来館者数は「人々に開かれた」ミュー

ジアムの指数を計る数字としてとらえたい。 

・分析方法 

来館者数は各施設の年報、事業報告書、自己評

価書等公式 HP、印刷物等で公表されている年間

入館者数を比較した。調査対象であるミュージア

ムとは博物館・美術館を主たるものとし、動物園

や水族館等は含まない。その主体は都道府県立に

限定し 164施設に対象を絞り込んだ。 

・事例選定 

何をもって成功といえるのか。164施設の成功

要因を、来館者数から導き出せる客観的な数字と

して以下の成功要因 3項目を設定した。①年間来

館者数が 10万人以上5、②来館者数の年平均伸び

率(CAGR)がプラス、③年間来館者数の目標値に達

している施設6、この 3 項目を 164 施設にあては

めると年間来館者数が 10 万人以上達成している

施設は 164 施設中 31.1％、年平均成長率がプラ

スの施設は 26.2％、目標数達成の比率は 8.5％と

                                                      
4 ICOM 国際博物館会議(2009).アンドレ・デヴァレー、フランソワ・メレス編 
集.ICOM日本委員会訳.『博物館のキーコンセプト』.p65. 

5 財団法人日本博物館協会(2008)「日本の博物館総合調査研

究報告書」において年間入館者数の状況を 3万人未満を少

ない、10万人以上を多いと定義していることからここで

は 10万人以上を成功要因とした. 
6 ③の目標値については設定している施設が限られ(24施

設)設定根拠も恣意的に定められる数値であるが全体の達

成率は 58.3％なのでここでは 3項目の数値とした. 
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なる。そして、すべてを満たしている 6施設が抽

出された7。①秋田県立博物館、②群馬県立自然

史博物館、③山梨県立博物館、④兵庫県立人と自

然の博物館、⑤広島県立美術館、⑥島根県立古代

出雲歴史博物館、の 6館となる。その中から郊外

設置で来場者数を一定数確保し持続させている

施設として秋田県立博物館、群馬県立自然史博物

館、山梨県立博物館を今回の調査対象としたい。 

・事例調査 

 選定した 3館の施設概要は以下のようになる。 

■「秋田県立博物館」総合博物館(歴史・人文・

自然)、来館者数：107,277 人(2015 年)、年平均

成長率：0.4％(10 年)、目標来館者数：100,000

人、所管：教育庁生涯学習課、アクセス：JR 奥

羽本線男鹿線追分駅徒歩 20分 1.6㎞。 

■「群馬県立自然史博物館」自然史系博物館、来

館者数：248,435人(2015年)、年平均成長率 3.3％

(7 年)、目標来館者数：230,000 人、所管：生活

文化スポーツ部文化振興課、アクセス：上州電鉄

七日市駅、上州一ノ宮駅徒歩 25分 1.9㎞。 

■「山梨県立博物館」歴史博物館、来館者数

252,303人(2015年)、年平均成長率 1.5％(10年)、

所管：県教育委員会学術文化財課、アクセス：JR

石和温泉駅からバス約 10分(1日 4本)3㎞。 

この 3施設での取り組みの内容を「マーケティ

ング」「展示」「教育普及」8に分類しみると、以

下のような各施設の特徴が明らかになった。 

① マーケティングに関して 

秋田県立博物館…入館料無料で展示物が多い 

群馬県立自然史博物館…恐竜展示が最大の強み 

山梨県立博物館…愛称「かいじあむ」の定着と「か 

                                                      
7 成功要因 3項目の内、①と②だけの条件を満たした施設は 

 23館になる.また①のみは 51館、②のみは 44館となる. 
8 文部科学省が行っている「日本の博物館総合調査研究報告
書」(2009)における「入館者を増やすための取組」を参考

にした.最も効果のあった上位 3つは「特別展・企画展の

積極開催」「広報活動の増強」「学校との連携強化」であり

他の 8項目もこの 3分類に振り分けることができる. 

 いじあむ通信」発行による企画展の広報活動 

② 展示に関する特徴9 

秋田県立博物館…常設展示数の満足度の高さ、 

民俗資料など学術的にも特徴ある展示10 

群馬県立自然史博物館…恐竜展示の強みに加え、

自然史を中心とした親子で楽しめる展示 

山梨県立博物館…地域性を生かした独自の企画

展への満足度の高さ、展示交流員の配置 

③ 教育普及に関する取り組み 

秋田県立博物館…「博物館教室」「県庁出前講座」 

「ミュージアムゼミ」 

群馬県立自然史博物館…「バックヤード 30」「サ

イエンス・サタデー」「ミュージアム・スクール」

「博物館探検隊」 

山梨県立博物館…「寺子屋ひろば」「館長トーク」

「こども工房」「古文書講座」「通信簿ツアー」 

「NPO委託による教育普及活動の実践」 

・浮かび上がったこと 

 3館とも「マーケティング」と「展示」の内容

は重なっていたり相互に関係があり、展示の工夫

や独自性がみられる。また「教育普及」のプログ

ラムの数が充実しており、3館とも独自の特色の

あることがわかったが、それらについては今後さ

らに詳細を調べていきたい。 

・今後の課題 

 本研究は、来館者数で成功している施設の要因

として何が行われているのかを明らかにし、他の

同様の環境におかれている施設の参考になるこ

とを目的としているが、今後 3館へは本調査を行

っていきたい。そして、修士論文執筆に向け各施

設独自の取り組み内容をさらに深く調べていき

たい。 

 

                                                      
9 展示に関しては観光ガイドサイト「じゃらん net」「トリッ 

 プアドバイザー」の口コミの内容も参照した. 
10 民俗資料の展示に関しては放送大学の博物館展示論にお 

 いて 1コマを割いて紹介されるなどの特徴をもっている. 
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C-2 地域ガバナンスからみる公立文化施設の運営 

 －総合型地域スポーツクラブを参考にー 

静岡文化芸術大学 文化政策研究科教授 松本茂章  

１、はじめに／研究目的と問題意識 

本発表は、地域ガバナンス（共治）の視点をも

とに、愛知県半田市に本拠を置く NPO法人ソシ
オ成岩（ならわ）スポーツクラブの運営実態を報

告するものである。筆者は文化政策の研究者だが、

スポーツ政策との比較を通じて公立文化施設に

対する示唆や教訓が得られると考えた。 
筆者は、2016年 8月の自治体学会（大分）の

分科会で、2012年に制定された「劇場、音楽堂
等の活性化に関する法律」（劇場法）に関する報

告を行った。同法前文で芸術創造に触れたあと、

第 3条では「『新しい広場』として、地域コミュ
ニティの創造と再生を通じて、地域の発展を支え

る機能も期待されている」と明記した。文化政策

がコミュニティ政策に踏み込んだ形である。文化

施設とコミュニティの関係を考える材料の１つ

として、地域総合型スポーツクラブの実態を知り

たいと願った。国立情報学研究所・学術論文検索

システム（CiNii）を調べても、スポーツと文化
の両政策を比べた研究は皆無で、独自性がある。 
２、NPO法人ソシオ成岩スポーツクラブの概要 

成岩スポーツククラブの活動は、成岩中学校内

に建てられた市立社会体育施設「NARAWA 
WING」で行われている。半地下の 1階はバスケ
ットボールなどを行うメインアリーナと運動器

具等を置いたサブアリーナがある。2階に事務室、
カフェテリア、更衣室。3階にラウンジ、浴室、
会議室がそれぞれ配置されている。屋上アリーナ

は大きな半円形の膜天井に覆われた全天候型で、

人工芝生のコートではテニス、フットサル、ホッ

ケーなどの競技ができる。 
市条例に基づき、午前 9時から午後 9時 30分

まで開館。同クラブが市から指定管理者に選定さ

れており、地域住民らが各種教室に参加したり、

スポーツ用具を借りたりして楽しむ。 
平日では、メインと屋上の両アリーナは授業に

加えて朝と放課後の部活動に用いられる。最終下

校時刻（春夏は午後 6時）まで学校が専用する。
土日祝日は学校とクラブが事前に話し合って併

用する。メインアリーナの場合、2コート取れる
ので、両社が併用する際は緑色ネットで区切る。

サブアリーナ、カフェテリア、ラウンジ、浴室は、

クラブが地域住民に開放している。 
３、設立経緯 

総合型地域スポーツクラブは全国に 3500余り
あるものの、学校との共同利用施設をクラブハウ

スとして持つところは異例である。実現までには、

同クラブのマネージングディレクター（執行責任

者）である榊原孝彦（1959年生まれ）が尽力し
た。野球やサッカーなどのクラブが集まり 1996
年に同名の任意団体が設立された当時、学校の未

使用教室を借りて事務所にしていた。相前後して

老朽化した同校体育館の建て替え計画が浮上。市

教委は壊した跡地に従来型の体育館を立てる計

画だった。しかし榊原は同校サッカー部の指導を

していたことから、「せっかくクラブができたの

だから地域と学校が一緒に使える施設をつくる

べき」と発案。当時の校長や PTAや自治会の歴
代会長らの理解を得て陳情を行い、現在のクラブ

ハウスを実現した。 
４、分析 

４－１、場の自主的管理 

同クラブは 2002年に NPO法人となった。翌
03年12月に同クラブハウスが開館すると同時に、
市から運営を委託された。地方自治法改正に伴い

指定管理者制度が導入されて以降、2006年から
指定管理者（3年間）に選定された。訪問すると、
幼児から熟年世代まで実に多様な人々が出入り
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C-2 地域ガバナンスからみる公立文化施設の運営 

 －総合型地域スポーツクラブを参考にー 

静岡文化芸術大学 文化政策研究科教授 松本茂章  

１、はじめに／研究目的と問題意識 

本発表は、地域ガバナンス（共治）の視点をも

とに、愛知県半田市に本拠を置く NPO法人ソシ
オ成岩（ならわ）スポーツクラブの運営実態を報

告するものである。筆者は文化政策の研究者だが、

スポーツ政策との比較を通じて公立文化施設に

対する示唆や教訓が得られると考えた。 
筆者は、2016年 8月の自治体学会（大分）の

分科会で、2012年に制定された「劇場、音楽堂
等の活性化に関する法律」（劇場法）に関する報

告を行った。同法前文で芸術創造に触れたあと、

第 3条では「『新しい広場』として、地域コミュ
ニティの創造と再生を通じて、地域の発展を支え

る機能も期待されている」と明記した。文化政策

がコミュニティ政策に踏み込んだ形である。文化

施設とコミュニティの関係を考える材料の１つ

として、地域総合型スポーツクラブの実態を知り

たいと願った。国立情報学研究所・学術論文検索

システム（CiNii）を調べても、スポーツと文化
の両政策を比べた研究は皆無で、独自性がある。 
２、NPO法人ソシオ成岩スポーツクラブの概要 

成岩スポーツククラブの活動は、成岩中学校内

に建てられた市立社会体育施設「NARAWA 
WING」で行われている。半地下の 1階はバスケ
ットボールなどを行うメインアリーナと運動器

具等を置いたサブアリーナがある。2階に事務室、
カフェテリア、更衣室。3階にラウンジ、浴室、
会議室がそれぞれ配置されている。屋上アリーナ

は大きな半円形の膜天井に覆われた全天候型で、

人工芝生のコートではテニス、フットサル、ホッ

ケーなどの競技ができる。 
市条例に基づき、午前 9時から午後 9時 30分

まで開館。同クラブが市から指定管理者に選定さ

れており、地域住民らが各種教室に参加したり、

スポーツ用具を借りたりして楽しむ。 
平日では、メインと屋上の両アリーナは授業に

加えて朝と放課後の部活動に用いられる。最終下

校時刻（春夏は午後 6時）まで学校が専用する。
土日祝日は学校とクラブが事前に話し合って併

用する。メインアリーナの場合、2コート取れる
ので、両社が併用する際は緑色ネットで区切る。

サブアリーナ、カフェテリア、ラウンジ、浴室は、

クラブが地域住民に開放している。 
３、設立経緯 

総合型地域スポーツクラブは全国に 3500余り
あるものの、学校との共同利用施設をクラブハウ

スとして持つところは異例である。実現までには、

同クラブのマネージングディレクター（執行責任

者）である榊原孝彦（1959年生まれ）が尽力し
た。野球やサッカーなどのクラブが集まり 1996
年に同名の任意団体が設立された当時、学校の未

使用教室を借りて事務所にしていた。相前後して

老朽化した同校体育館の建て替え計画が浮上。市

教委は壊した跡地に従来型の体育館を立てる計

画だった。しかし榊原は同校サッカー部の指導を

していたことから、「せっかくクラブができたの

だから地域と学校が一緒に使える施設をつくる

べき」と発案。当時の校長や PTAや自治会の歴
代会長らの理解を得て陳情を行い、現在のクラブ

ハウスを実現した。 
４、分析 

４－１、場の自主的管理 

同クラブは 2002年に NPO法人となった。翌
03年12月に同クラブハウスが開館すると同時に、
市から運営を委託された。地方自治法改正に伴い

指定管理者制度が導入されて以降、2006年から
指定管理者（3年間）に選定された。訪問すると、
幼児から熟年世代まで実に多様な人々が出入り

して、「集いの場」となっていた。 
銭湯に匹敵する大きさの浴室を設けており、

「風呂だけの利用もある」（職員）。カフェテリア

からはメインやサブの両アリーナがよく見通せ、

送迎の保護者が待機しながら運動を見守り、会話

を楽しむ。筆者がカフェで原稿を書いていると、

健康教室を終えた熟年女性らがお菓子を食べな

がら井戸端会議を展開。筆者にも「どうぞ」とお

菓子が配られた。カフェでは、利用者自らが無料

のお茶を入れる。コーヒーを飲みたい場合には実

費の 1杯 50円を空き缶に入れる。 
４－２、資金 

指定管理者は現在 4期目。財務を調べると市か
らの指定管理料が年間 2000万円で推移。対して
年間収入は 6972万円（2015年度決算）に達す
る。差額は会員約 2600人の会費収入。自主事業
（教室等）の参加費などで生み出す。年間会費は

大人個人会員 1万 8000円。家族会員 2万 4000
円。1日利用は大人 720円である。 
このほか平日に学童保育に相当する「放課後ス

クール」（児童 37人）を行い、夏休み（25日間）
にも実施。年間計約 500万円の収入を得ている。 
４－３、人材 

先駆的な試みにはキーパーソンが欠かせない。

成岩では国語教諭の榊原孝彦が該当する。榊原は

同校教諭から市教委スポーツ課長補佐に異動し

て現在は隣接自治体の公立中学校長だが、一貫し

て同クラブやクラブハウスの運営に関わってき

た。地元・成岩に生まれ育ったうえ、サッカー部

の指導者としてスポーツ界に人脈があり、信頼さ

れている。 

2017年 5月現在、榊原に加えて地元の開業医、
公務員ら計 4人が無給の理事を務める。有給の専
従職員が 5人おり、一流アスリートも含まれる。
謝金支払いの非常勤指導者は 15人程度。ボラン
ティア指導者が約 50人、という大きな規模の事
業体に成長した。市スポーツ課は「これだけの公

の施設を市が直営すれば 5000万円程度の費用が
かかる」（同課長）と評価する。 
５、公立文化施設に対する示唆 

 本稿では 3点を指摘したい。１つには、会員約
2600人の協賛会費や教室参加費などが資金源に
なっていること。市からの指定管理料は 3分の 1
以下にとどまる。すなわち 3分の 2以上は活動
から収入を得ている訳である。2つには、老若男
女や異なる競技関係者が混じり合って利用する

実態が浮き彫りになった。銭湯並みの広い浴場が

備わっているように、単なるスポーツ活動だけで

なく、憩いや語りの場に活用されている。3つに
は一流アスリートの指導に触れることができる。

米独のプロチームで活躍した元バスケットボー

ル選手、ルンゲ（旧姓・山下）春香（1981年生
まれ）が少年少女向けの教室を続けている。 
 以上 3点からみるとき、わが国の公立文化施設
に示唆を与えてくれる。1つには、劇場や音楽堂
にレストラン等が併設されているものの、入館者

サービスにとどまり、住民対応まで手が回らない。

終了後に観客が居残って「たまり場」になる状態

は考えにくい。2つには、芸術家が舞台に出演し
たりワークショップを開いたりすることはあっ

ても、指導者に雇用されて常駐する可能性は、特

殊な例を除いて皆無である。3つには廃校ではな
い学校現場だけに現役生徒が登校し、一流アスリ

ートや地域住民と触れ合うことができる。 
 行政だけでなく市民や事業者が地域経営に参

画して官民が協働する。こうした地域ガバナンス

が実現するためには自己資金調達も含めて公立

文化施設の現状は物足りない。地域ガバナンス実

現という点ではスポーツ政策の方が文化政策よ

りも一歩進んでいるようだ。今後も両政策を比較

しつつ望まれる政策を考えていきたい。（敬称略） 
（松本茂章「NPO法人ソシオ成岩スポーツクラブ 市民主導

によるコミュニティの場づくり」『公明』2016年 7月号、74

ー76ページ、に大幅加筆した） 
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発表要旨 

C-3 地方自治体の産業振興における中小企業の役割に関する一考察 
～市区を中心として～ 

 
東大和市議会議員／嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科博士後期課程 3年 

大后治雄 
＜研究背景＞ 

少子高齢化・人口減少社会に突入した我が国では今、生産年齢人口の減少に伴う担税力低下にあえ

ぎ、税財源を如何に求めるかなど財政の立て直しが急務だ。地方自治体でも一般に財政状態は芳しく

ない。こうした中、東京でも工業分野では産業集積が崩壊し、産業構造の変化の速さに基礎自治体の

政策も追いつかない現状だ。 
 
＜研究目的＞ 
 この窮状を憂慮し、どうしたら地域が活性化し、財政を立て直せるかを考えた。まず市税収入を増

やすべく、改めて産業振興に注力したらどうか。財政再建の前提となる個人・法人市民税を増収させ

るには、生産年齢人口にある多くの市民が属する企業の現状、特にその 99％以上を占める中小企業に
ついて再考すべきだからだ。そこで、そのうち日本経済勃興の要と考える地域の中小製造業の重要性

に鑑み、以下を実証する。①中小製造業による付加価値の域内滞留率は大企業より大きい。②雇用の

創出に関しても大企業より貢献度が高い。③東京都所在 26市に対するアンケートから見える行政の課

題。ただし、本発表については①を中心とする。そして、地域経済を支える中小企業の重要性を再認

識し、橋頭保として自治体が現状を突破できるよう、施策立案の一助としたい。 
 
＜先行研究と分析方法＞ 

2015 年版モノづくり白書は「製造業が盛んである地域ほど県民所得水準が高い」とする。松原宏
〔2014〕は「地域経済をみていく際の基本的観点は、地域経済循環に着目して、それぞれの地域経済
の成り立ちを明らかにし、地域経済の問題や政策的課題を検討するということにある」 とする。中村
良平〔2015〕は「所得になったマネーは消費に回るか貯蓄されるかのいずれかである。購入した消費
財が域外から移入されたものであれば、それはマネーが流出することになる。（中略）貯蓄に回ったマ

ネーは、金融機関が融資することで投資に回るのだが、域内に投資されても資材の需要が満たされな

いと移入によってマネーが流出することになる」 とする。黒瀬直宏〔2006〕は「中小企業の経済活
動は地域への波及効果が高い」と主張する。 
 本研究では、地域経済を充実させる前提で、主として黒瀬の研究を踏まえ発展させる意図も持ちつ

つ、地域経済の現状を把握することと地域経済の着実な担い手である中小企業の地域経済での役割を

概観し実証した。そこで、基礎自治体が期待する中小企業の経済的役割について所得の都市内滞留率

を全国から製造業で特徴のある 10市区を選び、『地域経済総覧』を中心とした最新データを整理し考
察した。そして、地域の製造業で生み出された付加価値とそこで消費若しくは蓄積される所得由来の

金銭との関係性から、流出（漏出）とは正反対の概念の「滞留率」を割り出し、地域における企業の

経済的役割を明らかにしたい。 
 
＜考察と研究成果＞ 
 黒瀬は、①「巨大企業が立地する都市の市民一人当たりの製造業粗付加価値額は、同表の他都市（中
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発表要旨 

C-3 地方自治体の産業振興における中小企業の役割に関する一考察 
～市区を中心として～ 

 
東大和市議会議員／嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科博士後期課程 3年 

大后治雄 
＜研究背景＞ 

少子高齢化・人口減少社会に突入した我が国では今、生産年齢人口の減少に伴う担税力低下にあえ

ぎ、税財源を如何に求めるかなど財政の立て直しが急務だ。地方自治体でも一般に財政状態は芳しく

ない。こうした中、東京でも工業分野では産業集積が崩壊し、産業構造の変化の速さに基礎自治体の

政策も追いつかない現状だ。 
 
＜研究目的＞ 
 この窮状を憂慮し、どうしたら地域が活性化し、財政を立て直せるかを考えた。まず市税収入を増

やすべく、改めて産業振興に注力したらどうか。財政再建の前提となる個人・法人市民税を増収させ

るには、生産年齢人口にある多くの市民が属する企業の現状、特にその 99％以上を占める中小企業に
ついて再考すべきだからだ。そこで、そのうち日本経済勃興の要と考える地域の中小製造業の重要性

に鑑み、以下を実証する。①中小製造業による付加価値の域内滞留率は大企業より大きい。②雇用の

創出に関しても大企業より貢献度が高い。③東京都所在 26市に対するアンケートから見える行政の課

題。ただし、本発表については①を中心とする。そして、地域経済を支える中小企業の重要性を再認

識し、橋頭保として自治体が現状を突破できるよう、施策立案の一助としたい。 
 
＜先行研究と分析方法＞ 

2015 年版モノづくり白書は「製造業が盛んである地域ほど県民所得水準が高い」とする。松原宏
〔2014〕は「地域経済をみていく際の基本的観点は、地域経済循環に着目して、それぞれの地域経済
の成り立ちを明らかにし、地域経済の問題や政策的課題を検討するということにある」 とする。中村
良平〔2015〕は「所得になったマネーは消費に回るか貯蓄されるかのいずれかである。購入した消費
財が域外から移入されたものであれば、それはマネーが流出することになる。（中略）貯蓄に回ったマ

ネーは、金融機関が融資することで投資に回るのだが、域内に投資されても資材の需要が満たされな

いと移入によってマネーが流出することになる」 とする。黒瀬直宏〔2006〕は「中小企業の経済活
動は地域への波及効果が高い」と主張する。 
 本研究では、地域経済を充実させる前提で、主として黒瀬の研究を踏まえ発展させる意図も持ちつ

つ、地域経済の現状を把握することと地域経済の着実な担い手である中小企業の地域経済での役割を

概観し実証した。そこで、基礎自治体が期待する中小企業の経済的役割について所得の都市内滞留率

を全国から製造業で特徴のある 10市区を選び、『地域経済総覧』を中心とした最新データを整理し考
察した。そして、地域の製造業で生み出された付加価値とそこで消費若しくは蓄積される所得由来の

金銭との関係性から、流出（漏出）とは正反対の概念の「滞留率」を割り出し、地域における企業の

経済的役割を明らかにしたい。 
 
＜考察と研究成果＞ 
 黒瀬は、①「巨大企業が立地する都市の市民一人当たりの製造業粗付加価値額は、同表の他都市（中

小企業集積都市）の数倍になる」 が、②「市民一人当たり所得を見ると、豊田市は高いが、日立市、
君津市は墨田区、瀬戸市より低く、高い付加価値生産性が所得につながっていない」と主張する。①

については、本研究では 2001から 2013年までをみてもそのとおりとなっており、少なくとも今世紀
では黒瀬の指摘が正しいことを示している。また、②についても同様に 2001年から 2013年までのど
こを採っても正しい指摘である。黒瀬は 2003 年度という限られた年次での実証を試みているが、他
の年次についても当てはまることが実証された。 
次に、黒瀬は、③「このように、大企業は巨額の付加価値を生み出してもそれを地域外に漏出させ

る割合が高いが、中小企業の漏出率は低いということになる。それを示すのが b/a（都市の市民一人
あたり課税対象所得（b）を市民一人あたり製造業粗付加価値額（a）で除したもの）である。豊田市
を含め巨大企業都市は軒並み一以下であるのに対し、中小企業集積都市は一以上である」 とする。 
大企業の城下町の滞留率を示したものでは、室蘭市において若干の変動がみられるものの、概ね

1.00以下であり、よって、これらの都市は地域外への漏出が高い。つまり、大企業は所得（付加価値）
の地域内での滞留率が低いのである。三条市は 1.00前後を若干の上下はあるが保っている。他の都市
は概ね指摘のとおりだ。なお、大田区は、経年の粗付加価値額の減少幅に対し、所得額の減少幅はそ

れほどでもなく、結果として b/aとして表される滞留率は増加の傾向がみられた。これは、データの
「課税対象所得額」が産業や職種を問わず全ての課税対象者の総和であるのに対し、「粗付加価値額」

が製造業のみのものであることに起因すると推察する。大田区では製造業の事業所も漸減傾向にあり、

それに伴い製造業に従事する人口も減少、一方で住民の人口の総和は増加している。また、課税対象

所得額は微減傾向にある。こうした経年の傾向から、滞留率は増加傾向を示している。中小企業の産

業集積地のどの都市も大田区を除き、滞留率は横ばい傾向にあるが概ね 1.00を超えており、地域で生
み出された所得が安定して地域内に滞留している状況を示している。言い換えれば、中小企業は所得

（付加価値）の地域内での滞留率が高いということである。中小企業の産業集積地のどの都市におい

ても事業所数は漸減傾向にあり、同様にそこに従事する従業者数も減少している。また、中小企業の

産業集積地のどの都市も粗付加価値額は減少傾向にあるが、市民一人あたりの所得額が横ばいか減少

傾向にあるため、結果として滞留率は大きな経年変化はみられない。 
ここまでは黒瀬の研究の検証＋αで、発展というには若干物足りないので、これらの結果から各々

のモデルを類型化してみたいと考えている。 
 
＜結論＞ 
単年度のみならず経年変化を見ても、大企業に比べ中小企業は所得（付加価値）の地域外への漏出

率が低い。すなわち、地域内での滞留率が高いため、中小企業の経済活動の地域への波及効果は高い

といえるが、事業所数や従業者数は減少傾向で、それに伴い市民の所得額も減少しているといったこ

とにより、この図式が成り立っている実情もある。また、全国の事業所数と従業者数の増減率では、

300人以上の事業所の方が 300人未満の事業所よりも、事業所数でも従業者数でも増加率は圧倒的に
上回るが、仮に事業所数の増減率が 300人未満でも以上でも同じとすると中小企業が大企業を上回る
結果となり、雇用の創出に関しても中小企業は大企業より貢献度が高いと考えられる。地域経済を支

える中小企業への施策を充実させることで、自治体は安定した税収が見込め、政策的経費も増え、よ

り積極的な独自施策も可能となり、自治体間競争に勝ち残る可能性も高まるはずだ。このように、自

治体に対する中小企業の有益性は大企業よりも高いと考えられるにも関わらず、今回未発表の東大和

市と共同で行った東京 26市に対するアンケート（回収率 100％）によると、企業のニーズすら把握し
ていない致命的な現状もあり、基礎自治体の本気度には大いに疑問があると言わざるを得ない。 
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C-4 沿岸域の総合的管理と自治体とのかかわりについての一考察 

 

加藤美奈子/沖縄県水産海洋技術センター 

 

keyword:海洋基本法、海洋基本計画、沿岸域の総合的管理、漁業法、海面利用協議会

1．はじめに 

 古来より沿岸域は、主に漁業や海運業で利用され

てきた。特にわが国の沿岸域は生産性が高いことか

ら、漁業による高度な利用がされてきた。そのため、

明治時代に制定された漁業法を始めとした法や制度

が整備され、現在に至っている。 

 海洋に関する包括的な国際的な取り決めとして国

連海洋法条約（海洋法に関する国際連合条約）が、

1982（昭和57）年に制定され、1992（平成4）年に

発効した。わが国は1996（平成8）年に批准した。

そして同条約に対応する国内法として、2007（平成

19）年に「海洋基本法」が制定された。同法におけ

る12の基本的方針の1つとして位置付けられた「沿

岸域の総合的管理」は、地方公共団体にその責務が

課せられることになった（同法第9条）。 

 これを受けて、先駆的な取り組みを行ったのが、

沖縄県内で八重山諸島に属する竹富町と石垣市で、

2011年には全国に先駆けて「竹富町海洋基本計画」

が策定され、それに続いて、2013年に「石垣市海洋

基本計画」が策定された。 

 ところが、その後「海洋基本計画」の策定が広が

りを見せているかというと、同じ県内でも他の自治

体で積極的に取り組む事例がみあたらない。 

 これは自治体にとって、海洋政策はそれほど優先

順位が高くないか、もしくはその必要性が十分認識

されていないためではないだろうか。 

 そこで、自治体が「沿岸域の総合的管理」につい

て、望ましい取り組みと、それを可能にするシステ

ムについて検討したい。本研究が将来的に、自治体

における海洋計画策定に向けた知見の一つとなるこ

とを期待したい。 

2．研究背景と目的 

 先に述べたとおり、我が国では伝統的に海洋を利

用してきた。その中で漁業は、漁業法を基本に独自

の制度を構築してきた。全国の沿岸域のほとんどに

漁業権が設定されている。この免許は都道府県知事

が行なっており、水産行政においては、基本的に都

道府県単位で行われきた。歴史的に古くから存在す

る制度であるため、現在においても、漁業に関する

法制度は、沿岸域において海面の利用における秩序

として、一定程度の影響力を保持している。一方「海

洋基本法」は、わが国が1996年に批准した国際海洋

法条約に基づき、2007年に策定された、比較的新し

い法律である。これは海洋について包括的な内容と

なっており、これにより海洋について総合的な取り

組みが行われることになったとされる。同法の関係

する省庁は７つ（農林水産省、経済産業省、外務省、

防衛省、国土交通省、文部科学省、環境省）ある。

以前は、それぞれの分野で海洋関連施策が行なわれ

たため、分野によりその基盤となる考え方に相違が

あった。同法の制定後も、それが解消されていると

は言い難いため、自治体としての海への関わり方も、

都道府県と市町村、分野別でも異なるとみられる。

海洋政策は様々な分野を包括するが、歴史が浅いこ

ともあり、定着しているとは言い難い。そのため同

法に基づいて、「沿岸域の総合的管理」が自治体に

義務付けられても、自治体として喫緊に解決しなけ

ればならない事案とは考えにくく、他の差し迫った

案件がある中で、積極的には取り組みにくい。これ

が自治体で「沿岸域の総合的管理」の取り組みが広

がらない理由と推測される。 

 「沿岸域の総合的管理」のモデル事業に取り組ん

だ笹川平和財団海洋政策研究所は、「沿岸域の総合

的管理の制度化が必要」（笹川平和財団海洋政策研

究所2016：23頁）との結論に至ったことからも、現

状のままでは、その取り組みに対する広がりに限界

があることを示唆している。 

 沿岸域の海面利用は、各都道府県に「海面利用協

議会」が設置され、地域においても同様の協議会が

設置されていることがある。これは、漁業の利用を

主眼に置き、他の目的での海面利用との調和をはか

るために設置されたものである。そこで、「海面利
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用協議会」の役割について調査し、「沿岸域の総合

的管理」を行うために望ましい具体的なシステムの

可能性について、検討した。 

3．事例研究 

 「海面利用協議会」が機能しているとみられる県

内の協議会に対して調査を行なった。対象は、沖縄

本島中部西海岸に位置する読谷村の「ビーチ管理組

合」である。ここで次の調査研究を行った。 

（1）関連する書籍や論文等を調査と分析 

（2）関係者（漁業法を所管する担当課の職員、漁協   

  及びその管内を所管する市町村の担当職員、漁 

  協の担当職員）に対する聞き取り調査。 

（3）関係漁協で調査を行なっていた他の研究グルー 

  プとの情報交換 

4. 調査結果 

 本県では、最初に海面利用についての協定を締結

したのは恩納村漁協であるが、読谷村漁協も早い時

期に協定を締結している。読谷村は恩納村をモデル

にしながらも、より踏み込んだ取り組みを行ってき

たことがわかった。その取り組みには、行政部門で

ある村が深く関与していることもわかった。近年、

それらの取り組みに対する注目が集まってきている。

その一つの事例としては、沿岸域に建設されたリゾ

ートホテルにより、事実上のプライベートビーチ化

が急速に進んだため、その海面利用に対して、リゾ

ート事業者の意向が強くなる傾向にあったが、読谷

村の場合はそれ防止するために、ビーチを村営とし

て、海面利用に対する主導権を確保したことが大き

い。そしてそのビーチ管理協議会（地区海面利用協

議会の地域での呼ばれ方とみられる）は、漁協がそ

の主導的な立場に立ち、利害関係者となるリゾート

事業者や、地域住民が参加するシステムを構築した。

海面利用に対する取り決めはここで主に行われると

される。要請部門である村は、直接その構成員には

なっていないが、その運営について深いかかわりを

持っている。具体的な事例としては、海面利用にお

ける締結を漁協と海洋レジャー事業者が締結する際

に、村が立ち会っていることが挙げられる。村は漁

協と緊密な連携を取り、管理組合に対して深く関与

しつつも、中立的な立場を維持している。これは地

域住民や利害関係者からみて、関係機関同士のバラ

ンスが図られていることがうかがえた。またレジャ

ー利用者から支払われる協力金についても、恩納村

の場合と同様に直接各漁業者に分配されるのではな

く、協議会の運営や漁協における漁業振興に関わる

事業に利用されることで、地域や海洋レジャー事業

者からの理解が得られやすくなっており、それが協

議会のシステムの根幹を成していることで、行政が

その協議会に深く関わることを可能とし、それによ

る信頼感が醸成されて来たことことがうかがえた。 

 ただし、読谷村の事例において、地域住民もその

代表が管理組合の構成員となっているものの、その

存在が他の構成員と比べると存在が希薄に感じた。

その原因については、聞き取り調査を重ねても、十

分な結果が得られなかった。 

5．考察 

 このように行政が適度なバランスを取りながら、

関係機関との調整機能を果たしていることが、管理

組合が有効に機能することに大きく貢献しているこ

とが明らかとなった。 

 また地域の協議会で対応できない場合に、県の水

産担当部署が相談を受け、それに対する助言等を行

なうなどの支援を行なっていたことも明らかになっ

た。これらの村は、県行政に対しても協力的な関係

を構築して来ていることから、様々な連携も取りや

すくなっているのも特徴である。 

 「沿岸域の総合的管理」において、漁協が主体の

海面利用協議会がそれを担うことができる可能性が

あると考えられる。そのためには協力金やそれに相

当するものを、構成員が直接恩恵を受けることがな

いシステムにすることが肝要である。 

 以上を踏まえて、次の提案をしたい。市町村は地

域の「海面利用協議会」の事務局として、事務や財

産等の管理の実務を行い、意思決定については協議

会において行うこととする。さらに、現在はその意

向が十分に反映されにくいと推察される地域の住民

の意向を反映させられるように、住民代表ではなく、

地域の学校、団体、企業もその構成員として加わる

ようにし、より地域を巻き込み、その地域の意向が

反映されたシステムを構築したい。
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NO 団　　体　　名

1 東北自治体学会

2 東海自治体学会

3 ちば自治体法務研究会

4 信州自治体学会

5 まちづくりデザイン塾実行委員会

6 岡山自治体学会

7 神奈川県

8 自治体学会研究支援部会

9 東京医科歯科大学大学院　保健衛生学研究科　共同災害看護学専攻

10 四菱まちづくり総合研究室

11 北海道自治体学会

12 公益財団法人特別区協議会

13 熊本自治研究会

14 専門図書館協議会

15 静岡文化芸術大学　松本茂章研究室

16 せたがや自治政策研究所

17 川本町自治立志塾

18 近畿自治体学会

19 ひと・まち・つくるプロジェクト（大阪国際大学）

20 早稲田大学大学院　環境・エネルギー研究科　友成研究室

21 条例Webアーカイブデータベース作成プロジェクト

22 山梨県政策研究交流会議実行委員会

23 公人の友社

24 公職研・月刊「地方自治職員研修」編集部

（2017年8月10日現在）
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運営スタッフ 

 

自治体学会山梨甲府大会は、下記の企画部会員に加え、山梨県立大学、静岡芸術文化大学の

学生の皆さん、自治体学会の各部会員、関東地区の会員等の協力により運営されています。 

 

企 画 部 会 員 名 簿 

 
氏   名 所     属 

部会長 宮 﨑 伸 光 法政大学 

副部会長 竹 見 聖 司 篠山市役所 

部会員 青 山 彰 久 読売新聞社 

部会員 井 上 武 史 東洋大学 

部会員 江 藤 俊 昭 山梨学院大学 

部会員 岡 田 英 幸 愛知県庁 

部会員 久 住 智 治 文京区役所 

部会員 熊 谷 隆 一 山梨県立大学 

部会員 黒 川   滋 朝霞市議会議員 

部会員 小 泉 秀 樹 東京大学 

部会員 小 林   博 
株式会社ゼットやっぺい社 

（佐原まちおこし会社） 

部会員 嶋 田 暁 文 九州大学 

部会員 申  龍 徹 山梨県立大学 

部会員 辻  芳 徳 循環型社会システム研究会 

部会員 手 塚  伸 山梨県庁 

部会員 長谷川   裕 三重県庁 

部会員 山 崎 栄 子 大野城市役所 
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